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１日目 平成 29 年６月 21 日（水曜日）午前 10 時開会 

 

○花田明仁委員長 おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり）

ただいまから予算特別委員会を開会いたします。 

 私から御報告いたします。増田一副市長が体調不良のため、本日の委員会を欠席

するとの報告を受けておりますので、お知らせいたします。 

それでは、今期定例会において本委員会に付託されました議案第 108 号「平成 29

年度青森市一般会計補正予算」から議案第 111 号「平成 29 年度青森市野木財産区特

別会計補正予算」までの計４件の審査方法についてお諮りいたします。 

審査の方法は、お手元に配付いたしております審査順序表のとおり、議案第 108

号「平成 29 年度青森市一般会計補正予算」から議案第 111 号「平成 29 年度青森市 

野木財産区特別会計補正予算」までの計４件を一括議題として審査したいと思いま

す。 

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○花田明仁委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、審査の方法は、審査順序表のとおり一括議題として審査することに決定

しました。 

 次に、委員並びに理事者の皆さんに申し上げます。各委員の発言時間は、お手元

に配付しております予算特別委員会質疑者一覧表のとおり、会派持ち時間制となっ

ており、質疑者数は会派に委ねられ、各委員の質疑時間は会派持ち時間内で融通で

きることになっております。なお、６月 19 日に開催された本委員会の組織会の終了

後に質疑者は 24 人と確認されております。 

 また、委員の皆さんには十分審査を尽くしていただく観点から、質疑の際、議案

別冊のページ数及び予算の款項並びに質疑の内容を簡単明瞭に述べていただくとと

もに、議案に直接関係のある内容に絞って質疑されるようお願いいたします。 

そして、理事者の皆さんには質疑の内容をよく把握し、簡潔にして明快な答弁を

お願いいたします。どうぞ委員並びに理事者の皆さんの特段の御理解と御協力をお

願いいたします。 

 それでは、議案第 108 号「平成 29 年度青森市一般会計補正予算」から議案第 111

号「平成 29 年度青森市野木財産区特別会計補正予算」までの計４件を一括議題とし

て審査いたします。 

 これより質疑に入ります。 

〔藤原浩平委員「委員長、発言を求めます」と呼ぶ〕 

○花田明仁委員長 藤原委員。 

○藤原浩平委員 きょうの予算特別委員会に委員長から報告がありましたように、

副市長が出席できないということが、また、市長が本来であればここに出席して審
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査に加わるべきだと思いますが、どちらも出席されていない状況では質疑ができな

いというふうに私は思います。 

 よって、この対応について理事会を開催して協議していただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○花田明仁委員長 ただいま、藤原浩平委員から市長への出席要求を求める旨の申

し出がありました。この取り扱いについて、理事会で協議していただくため、この

際、暫時休憩いたします。 

その後、開催する理事会の開始時刻は事務局を通じてお知らせいたしますので、

開始時刻になりましたら第４委員会室にお集まりください。 

 本委員会の再開時刻は、後ほど事務局を通じてお知らせいたします。 

 

 午前 10 時４分休憩 

                          

 

 午前 11 時 30 分再開 

 

○花田明仁委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 この際、私から報告いたします。先ほどの理事会において予算特別委員会への市

長の出席を要請する件について協議いたしました。各理事から出された意見を踏ま

え、正副委員長において市長へ出席を要請したところ、諸般の都合により出席でき

ないとのことであり、このことを理事会で確認いたしましたので報告いたします。 

これより質疑に入ります。 

順次発言を許します。 

最初に、小豆畑緑委員。 

○小豆畑緑委員 おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり）自

民清風会の小豆畑です。 

質疑に入ります前に忘れるといけないので、要望をさせていただきます。 

平成 28 年第３回定例会決算特別委員会において、中世の館の屋根の塗装につい

て質疑させていただきました。そのときには会館運営に支障がないということから、

他の修繕と優先度を検討し、予算計上まで至らなかったという答弁をいただきまし

た。それに対して私は、ぜひ来年は予算要求してくださいということをお話ししま

したんですけれども、その後に職員の方からさびのひどいところだけの補修でよけ

れば対応したいという旨のお話をいただきましたので、てっきりもうされているの

かなと思って、先日浪岡に行ったときに見せていただきましたけれども、残念なが

らまだ補修に至っておりませんでした。何とか予算をつけていただきたいと要望を

申し上げまして、それでは質疑に入らせていただきます。 

 最初の質疑は、薬物乱用防止対策についてです。 
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６月８日付の新聞報道で、「危険ドラッグ密輸疑い 青森市 30 代職員を逮捕」と

いう見出しで、報道された記事が掲載されていました。薬物乱用防止指導員として、

長い間薬物乱用防止のために、市民の方々のために周知啓発活動をして取り組んで

きた私にとって、後ろから頭を殴られたようなとても強い衝撃を受けました。本当

にとても残念でショックな出来事でした。 

危険ドラッグとは、ハーブ、アロマオイル、バスソルトなどと偽って売られてい

ますが、覚醒剤や麻薬に似た化学物質が含まれていることもあり、大変危険な薬物

で、合法でも安全でもありません。また、危険ドラッグは使用のみならず、持って

いるだけで罪になり罰せられることになります。 

この危険ドラッグに添加されている物質は体にどんな影響を与えるのかわからな

いというもので、決して覚醒剤や大麻より危険性が低いわけではなく、中には覚醒

剤や大麻より危険な場合もあります。使用すると健康被害を起こしたり死亡するだ

けでなく、交通事故等で他人を巻き込む事例が多数報告されておりますことは、皆

さん既に御承知のことと思います。 

そこでお尋ねいたします。市は薬物乱用防止対策について、市民に対しての啓発

はどのようにされているのかお示しいただきたいと思います。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。保健部長。 

○浦田浩美保健部長 おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり）

小豆畑委員の薬物乱用防止対策についての御質疑にお答えいたします。 

麻薬や覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどの薬物乱用防止については、好奇心で使

用することの危険性や、使用した場合の心身への重大な健康被害について、広く市

民に理解していただくことが重要であると考えております。 

このことから市では、県や薬剤師会等と官民一体の「ダメ。ゼッタイ。」普及運動

において、薬物乱用防止のポスター掲示や街頭キャンペーンによるリーフレット配

布を行うとともに、自生する大麻やケシの不正栽培の撲滅運動においても、ポスター

等を掲示し啓発を行っているところです。 

また、市ホームページにおいて、危険ドラッグ等の薬物乱用の危険性について正

しい情報を提供するとともに、「ゼッタイに買わない・使わない・かかわらない」こ

とを周知し、広報あおもりにおいても、「危険ドラッグに関わらないで！」の記事を

定期的に掲載し、市民へ呼びかけております。とりわけ若年層に対しましては、薬

剤師による中学生への薬物乱用防止教室のほか、大学の入学式で薬物乱用防止に関

するチラシを配布し、大学入学時のオリエンテーションにおいて薬物乱用防止の講

話を実施しております。また、小学校のＰＴＡの方々を対象とした家庭教育学級説

明会において、薬剤師による薬物乱用防止の出前講座について紹介し、活用を御案

内しているところです。 

また、薬物依存や身体への悪影響等の相談について対応できるよう、危険ドラッ

グを初めとする薬物についての相談窓口を設置しているところです。さらに、薬物
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乱用にかかわる専門機関である警察、消防、税関との合同研修会へ参加し、薬物乱

用防止に関するさらなる知識の習得に努めるとともに、情報共有も図っているとこ

ろです。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 小豆畑委員。 

○小豆畑緑委員 私は、以前中学校とか市民センター、駅などへこの薬物乱用防止

のポスターの掲示をお願いしました。ですけれども、最近市内ではほとんど見かけ

ることがなくなりました。当時の中学校の校長先生からは、張ってとお願いしたと

きには、寝た子を起こすようなことはやめてほしいといった声も多々あったようで

すが、現在どのようなところに、こういうポスターの掲示とかは行われているでしょ

うか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。保健部長。 

○浦田浩美保健部長 再度の御質疑にお答えいたします。現在のポスターの掲示場

所についての御質疑でした。 

ポスターの掲示につきましては、県との連携のもとで掲示しているところですが、

市におきましては現在、「危険ドラッグ」、「不正大麻・けし撲滅運動」、「「ダメ。ゼッ

タイ。」普及運動」の３種類のポスターを元気プラザ内に掲示しているところです。 

○花田明仁委員長 小豆畑委員。 

○小豆畑緑委員 元気プラザ内ということで、本来であればこういうものはもっと

大衆のたくさん行かれる場所、駅とかそれからセンターとかスーパーとか、そうい

うところに掲示していただいてこそ意味があるんだと思います。一部の人だけが行

くようなところではなくて。何とかそこのところを考えていただきたいと思います。 

次に、ＤＶやいじめ対策のように、公共施設のトイレなどにリーフレットやカー

ドを置いていますが、同じように薬物乱用防止の周知のために身体に及ぼす影響に

ついてなど記しているリーフレットなど公共施設に置いて、薬害の周知に努めてほ

しいと思いますがどうでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。保健部長。 

○浦田浩美保健部長 再度の御質疑にお答えいたします。体に及ぼす影響や薬害に

ついて、ＤＶの周知のようにトイレなどで周知していってはどうかとの御提案でし

た。 

広く市民に薬物乱用防止について周知していくということは非常に大事なことだ

と思います。目につくような場所だとか掲示の仕方、あるいは注意を引くような形

で、リーフレットやパンフレットあるいはポスターを小さくするなどさまざまな工

夫を図りながら、いろいろな場所に掲示、設置できるよう工夫をしてまいりたいと

思います。 

○花田明仁委員長 小豆畑委員。 

○小豆畑緑委員 ぜひそのようにお願いします。 
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 次に、市は職員に対してどのような取り組みをしていますでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり）

まず、先般本市職員が、危険ドラッグに関連して逮捕された事案が発生しましたこ

とにつきまして、この場をおかりして改めておわび申し上げます。今後事実関係及

び刑事処分の内容を踏まえまして、厳正に対処することとしております。 

 さて、お尋ねの職員に対する薬物乱用防止策の取り組みについてですけれども、

私ども地方公務員は、法令遵守の徹底と公務員倫理の確立、服務規律の確保が求め

られていますため、本市では研修の機会を通じまして、職員に対しそれらの浸透を

図っているところです。 

具体的には、新採用職員、採用３年目主事級職員、採用５年目から７年目の中堅

職員、新任主査級職員、新任チームリーダー職員など、階層別に受講を義務づけま

した必修研修におきまして、カリキュラムの一つとして公務員倫理の講義の時間を

設け、毎年多くの職員に研修を実施してきております。この公務員倫理の講義にお

きましては、演習を交えながら地方公務員法に定められた服務規律について確認し、

職員一人一人に公務員としての自覚を再認識させますとともに、過去に本市で発生

したさまざまな種類の懲戒処分事案について具体的に例示・解説して、いま一度法

令遵守の徹底を指導しているところです。 

インターネットを介しまして危険ドラッグの流通が容易になるなど、社会情勢の

変化を踏まえまして、このたびの事案についても今後のこの公務員倫理の講義の中

で取り上げ、薬物の危険性について注意を促し、法令遵守の徹底と再発防止に取り

組んでまいります。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 小豆畑委員。 

○小豆畑緑委員 よろしくお願いいたします。 

 次に、保健所として市民に対して、もっと積極的にこの薬物乱用防止について啓

発していくべきと思いますが、市はどのようにお考えでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。保健部長。 

○浦田浩美保健部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

より多くの市民が薬物乱用防止について正しい情報に触れて、関心を持っていた

だくということは必要なことであると考えております。このことから、これまでも

取り組んできた「ダメ。ゼッタイ。」普及運動等、こういった取り組みに加えて、先

ほど小豆畑委員のほうから御提案もありました方法等も含めて、市役所や市民が多

く利用する市民センター等の公共施設、また市民が多く集まるさまざまなイベント

の場なども活用しながら、市民の目にとまるように、また薬物乱用防止に関するポ

スターの掲示やリーフレットの配置・配布ということをしてまいりたいと思います。 

また、薬物乱用防止については、地域で普及啓発活動を推進しておられる青森地
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区保護司会の皆様、また青森県薬物乱用防止指導医の方々とともに、これまで以上

に密接に連携して、ともに啓発活動を行うことや、薬剤師による薬物乱用防止の出

前講座等を地域の中でも御活用いただくなど、さまざまな機会を捉えて薬物乱用防

止の周知啓発に積極的に努めてまいりたいと思っております。 

○花田明仁委員長 小豆畑委員。 

○小豆畑緑委員 そうですね。いろんな関係団体ともっと連携を密にして取り組ん

でいただきたいと思います。ありがとうございます。 

 次は、私たちの脳は 20 歳ごろまで成長すると言われています。特に、小学生、中

学生、高校生の時期は心身ともに急速に発達するときです。この時期に薬物を乱用

すると、脳や体の成長がストップし感情のコントロールができず、意欲がなくなり

怒りっぽくなるなど、心身の発達が損なわれると言われ、この時期に小学校、中学

校における薬物乱用防止教育は、どのように実施されているのかお示しいただきた

いと思います。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局理事。 

○工藤裕司教育委員会事務局理事 薬物乱用防止教育の実施状況についての御質

疑にお答えします。 

各小・中学校における薬物乱用防止教育については、全ての小・中学校において

体育、保健体育科の学習を中心に、道徳、特別活動、総合的な学習の時間などを利

用しながら行っているところです。 

具体的には、シンナーや覚醒剤などの薬物は１回の乱用でも死に至ることがある

こと。薬物の乱用を続けるとやめられなくなって心身の健康に深刻な影響を及ぼす

こと。そして薬物の乱用は法律で厳しく規制されていることなどを学習していると

ころです。 

また、全ての中学校においては、各学校とも学校薬剤師や警察官などの外部講師

を招いて薬物乱用防止教室を年１回開催しておりまして、小学校においても飲酒や

喫煙の防止と関連づけて開催する学校がふえてきているところです。 

教育委員会では今後も関係機関と連携し、学校の行う薬物乱用防止教育が一層充

実するよう支援してまいります。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 小豆畑委員。 

○小豆畑緑委員 厚生労働省で作成している薬物乱用防止指導員向けの指導用テ

キストがあります。とても詳しく、小学校向き、中学校向き、高校向き、そしてさ

らには授業の配分までも記載されたものがありますので、こうしたものを活用して

生徒指導に当たっていただきたいと思います。 

また、保護者にも幅広く理解してもらえるように工夫をしていただきたいと思い

ますので、周知方よろしくお願い申し上げます。この項はこれで終わりです。 

 次に、「パパママゾーン」についてです。 
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現在、本庁舎２階の渡り廊下に設置されている「パパママゾーン」。この前、通り

すがりに初めて気がついて中をのぞいてみましたら、おむつ交換台と授乳台が設置

されていました。大きな商業施設や空港などでは調乳用温水器が設置されておりま

して、洗面台があり使用したおむつを入れるビニール袋とおむつ交換のときに使用

するシートも置かれているようです。また、奥には仕切りがあって、母乳の授乳室

もあるようです。 

本市の場合はおむつ交換台と授乳のスペースがあるのみでした。寒い冬期の場合

は暖房機も必要かと思います。本市の「パパママゾーン」に調乳用の給湯や暖房機

をぜひ設置すべきと思いますが、市の考えはいかがでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。福祉部長。 

○能代谷潤治福祉部長 おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あ

り）小豆畑委員の「パパママゾーン」の調乳用のお湯と暖房器具についての御質疑

にお答えさせていただきます。 

 本市では、国の平成 20 年度補正予算において経済対策として創設された地域活

性化・生活対策臨時交付金及び平成 21 年度補正予算において経済危機対策として

創設された地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用いたしまして、子育て中の

親が安心して外出できる環境整備を目的に、市役所本庁舎及び市民センター10 カ所

などに、授乳やおむつがえのできる授乳室を設置したところです。また、授乳室が

設置されていることが一目でわかるよう、統一した授乳室の案内表示、ステッカー

を作成・掲示したところでもあります。 

市役所本庁舎の授乳室につきましては、平成 21 年 11 月に２階エレベーター横に

設置し、安心してゆったりとお使いいただけるよう、温かみを持った色の内装を施

しますとともに、県産材や畳を使用した授乳用のベンチとおむつがえ用のベビー

シート、さらには荷物置き台を備えまして、授乳・おむつがえ「パパママゾーン」

として御利用いただいているところです。 

この「パパママゾーン」では、そのほかに室内の備品の角や縁に丸みを持たせる

とともに、ベビーシートには子どもが立ち上がった姿勢でもおむつがえができるよ

う、高さの違う手すりを２カ所取りつけるなど、安全性や利便性に配慮していると

ころでもあります。 

調乳用のお湯及び暖房器具についてですけれども、まず暖房器具につきましては、

冬期間、室内に電気ストーブ、セラミックスファンヒーターを設置させていただい

てまして御利用いただいているところです。 

また、調乳用のお湯につきましては、電気ポットとか委員御紹介の調乳用の温水

器の設置などの方法による提供というのが考えられますが、まずこのうち電気ポッ

トにつきましては異物混入ややけどの危険性がありますことから、安全面を考慮し

て設置していないところです。また、調乳用温水器につきましても設置費用が高額

となりますことから設置しておりませんが、調乳用のお湯が必要な場合には近くの
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課のポットのお湯を提供することとしているところです。 

授乳室につきましては、今後も関係部局と連携して、市民の皆様が安全に配慮し

ながら快適に御利用いただけるように努めてまいりたいと考えているところです。 

○花田明仁委員長 小豆畑委員。 

○小豆畑緑委員 この「パパママゾーン」の周知ですけれども、本庁舎正面玄関を

入ったところに設置の説明の掲示が必要ではないかと思うんですね。これについて

はどう思いますか。今のままだと知らなくて――ずっと私も知らないでいたんです

よね。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。福祉部長。 

○能代谷潤治福祉部長 「パパママゾーン」の周知といいますか、案内についての

再度の御質疑にお答えさせていただきます。 

小豆畑委員御案内のように、本庁舎内の授乳室については誘導用のポスター、ス

テッカーということで正面玄関と裏玄関、それと１階エレベーター横と子育て支援

課の正面にこのぐらいのステッカーを張っているんですけれども、正面玄関につい

ては、のぼりと重なったりして見えなくなっているところもあったりして、そうい

うことから案内サインが十分とは言えないものですので、そこにつきましては今後

関係部局と協議しながら、もっと誘導できるような形で周知していきたいと思って

おりました。 

○花田明仁委員長 小豆畑委員。 

○小豆畑緑委員 来年度アウガに引っ越しましたら、ぜひ「パパママゾーン」と、

それから、今１階にありますキッズコーナー、これは１階と２階に分かれています。

子連れのお母さんはやっぱり子どもを遊ばせながら、小さい子は授乳するというこ

とになると思いますので、ぜひこれは近くに置いていただきたいと思います。使い

勝手がいいことだと思います。 

また、調乳用の温水器は、少し高額だそうです。福祉部長がいろいろ調べてくだ

さったんですけれども、80 万円くらいかかるということで、そのほかに給排水設備

が必要だということで、ぜひ新しいアウガには、これを設置していただきたいなと

思います。安全・安心に利用できることですし、アウガは何よりも防災拠点になる

ようですので、ぜひ御一考いただきたいと思います。今の若いお母さん方は、イン

ターネットで行きたい場所にあらかじめおむつ交換や授乳の施設があるかどうか調

べてから出かけているようですので、ぜひ新町を回遊しながら役所で用事を足して、

その間におむつ交換もミルクもあげることができたらいいなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。これは終わります。 

 次に、合浦亭への洋式トイレの設置についてです。５月に合浦公園内にある合浦

亭の和室を利用させていただきました。１回目は読み聞かせを、もう１回はお茶会

で使用させていただきました。和室の障子をあけると目の前に真っ白なスイセンが

水面にあふれるほど咲き誇って、横に目をやると藤の花が藤棚いっぱいに咲いて、
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本当にかぐわしいにおいを漂わせておりました。この季節、安価な使用料でこんな

にすばらしい環境に恵まれた施設を利用できることは、市民にとって本当にありが

たく幸せなことだと思います。 

しかし、長時間この施設を利用するに当たって、欠くことができないのはトイレ

です。高齢者になると足腰が弱く、しゃがんでのトイレができない人が多く、以前

から市民要望がありました洋式トイレの設置をお願いしたいと思いますが、市のお

考えをお聞かせください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 おはようございます。（「おはようございま

す」と呼ぶ者あり）小豆畑委員の合浦亭の和式トイレの洋式化についての御質疑に

お答えいたします。 

文化施設の改修や維持修繕につきましては、指定管理者から提出される修繕要望

や、各種法定点検の結果等に基づく修繕のほか、緊急を要するもの等について対応

しているところです。 

その中で教育委員会では、限られた予算で施設の改修や維持修繕を実施するため

優先度を定めており、優先度の高い順に、１つには、利用者の人命にかかわるよう

な影響が予測されるものや、各種法定点検で指摘を受けたもの。２つには、利用者

に多大な影響を及ぼす可能性があり、施設の利用を停止しなければならないおそれ

のあるもの。３つには、トイレの配水管や換気扇の故障など、法令等の制限はない

ものの施設の使用が制限されるものの３つの条件を設定し、優先度の高い分類に該

当する箇所から修繕を行っているところです。 

現在、合浦亭の和式トイレにつきましては、故障等で使用できないといった状況

ではないこと、また洋式トイレへの改修につきましては多額の費用を要することな

どから、現在のところ工事の優先度としては低いものと考えており、早急に対応す

るということは困難と考えているところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 小豆畑委員。 

○小豆畑緑委員 わかりましたけれども、早急にとは申しませんのでぜひ来年度予

算要求をしていただきたいと思います。 

また、合浦亭を利用するに当たって、お茶の道具を運んだり昼食のお弁当の配達

をお願いしたりすることがありますが、車両が公園内に入れないため駐車場から荷

物を運搬するのは大変な作業になります。せめて台車でも設置してもらってこれを

利用することはできないかという市民の声があります。市のお考えはいかがでしょ

うか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 合浦亭の利用に当たっての台車の設置と

いうことで、少し前に小豆畑委員からお話がありまして、今言ったように台車を設
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置することと、園内の利用に当たって、十分利用が可能かということを検証させて

いただきました結果、可能であると判断しました。それでつい先日なんですが、既

存の台車を、現在合浦亭の用具庫のほうに保管しておりますので、今後は使用する

ことができます。 

台車の利用に当たりましては、合浦亭の使用申し込みの際にあわせて利用の申し

込みをいただくことになりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 小豆畑委員。 

○小豆畑緑委員 早速の対応に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。 

この合浦亭ですけれども、年間利用している団体と利用者はどのくらいあります

でしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

合浦亭の過去３年間の利用団体数と利用者数ですけれども、平成 26 年度の利用

団体数は 31 団体、利用者数は 1040 人。平成 27 年度の利用団体数が 29 団体、利用

者数が 1017 人。平成 28 年度の利用団体数が 18 団体、利用者数が 740 人となって

おります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 小豆畑委員。 

○小豆畑緑委員 わかりました。 

 自然環境に恵まれて風光明媚にすぐれた合浦亭をもっとたくさんの人に利用して

いただけるように、もっと工夫して周知に努めるべきと思いますので、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

以上で質疑を終わります。ありがとうございました。 

○花田明仁委員長 この際、暫時休憩いたします。 

再開は午後１時からといたします。 

 

 午前 11 時 59 分休憩 

                           

 

 午後１時再開 

                 

○花田明仁委員長 休憩前に引き続き、委員会を開きます。 

 質疑を続行いたします。 

 次に、中村美津緒委員。 

○中村美津緒委員 新政無所属の会、中村美津緒でございます。 

さきの一般質問の中で、アウガについて市側の答弁の内容を改めてお尋ねしたい
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ところがあります。 

本日は大きく２つ。 

 １つ目は、アウガを運営管理してきました青森駅前再開発ビル株式会社が行った

平成 24 年度の国と市の補助事業において、その補助事業が当初から基本的なルー

ルが守られていなかったという疑惑を本日ここに解明、解消することが１つ。 

 ２つ目に、平成 23 年度から国の税金、市民の血税が投入され続け、アウガという

フィルターを通して特定の事業所、そして特定の者が国の税金、市民の血税を、経

済的に適正かつ有効に公金が使われてきたのか。以上の２点。この大きく２点をお

尋ねさせていただきます。 

 青森駅前再開発ビル株式会社――以下、ビル会社と呼びますが、平成 24 年度戦略

的中心市街地商業等活性化支援事業並びに平成 24 年度あおもり「食」街道めぐり事

業について、一般質問に引き続き質疑させていただきます。 

 初めに、消防長にお伺いさせていただきます。 

補助事業でありましたスイーツコーナーについて、ビル会社から消防署へ提出し

た消防用設備等設置届出書の内容から、国と市の補助金交付決定前に、事前着工の

疑いがあると私は市側に問いかけました。平成 24 年１月 25 日付、青森消防本部及

び青森地域広域消防事務組合消防長の確認済みの捺印がされている、こちらの消防

用設備等設置届出書に、着工日平成 24 年７月 13 日と記載されております。また、

スプリンクラー設備試験結果報告書の試験実施日は、平成 24 年７月 24 日と記載さ

れております。この報告書とこの届出書、当該執行機関と施工業者、そして試験調

査を実施した業者との信用、信頼が成り立って存在する文書であると私は認識して

おります。 

そこで消防長にお尋ねいたしますが、この消防用設備等設置届出書を受理した日

付が平成 24 年７月 25 日と記載されておりますが、この着工日の日付、そして受理

した日付、間違いがない公式文書であるかどうかの御答弁をお願いいたします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。蝦名総務部理事、消防長。 

○蝦名幸悦総務部理事 ただいまの中村委員の消防用設備等設置届出書に記載さ

れている日付等に問題はないのかという御質疑にお答えいたします。 

 消防本部といたしましては、消防用設備等設置届出書に記載された日付等の内容

に何ら問題はないものと認識しております。なお、当該届出書にかかわるスプリン

クラーヘッドの工事は軽微な工事でありまして、本来、スプリンクラー設備の工事

に着手する 10 日前までに届け出なければならない工事対象設備等着工届出書が省

略されていますことから、届出書に記載される着工年月日につきましては、消防用

設備等設置届出書の届出日以前の日付であれば、問題ないものであります。また試

験実施日につきましては、届出日以前の４日以内であれば問題ないということであ

ります。 

 以上でございます。 
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○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 御答弁ありがとうございました。 

 先ほどの御答弁から、７月 25 日の４日以前であれば問題ないという回答をいた

だきました。ありがとうございます。 

 次に、経済部長にお尋ねいたします。 

さきの一般質問におきまして、経済部長は４月 17 日、５月 22 日、東北経済産業

局及び経済産業省中心市街地活性化室から、先ほどのこの当該届出書だけでは、補

助金交付決定前の事前着工とは断定できないとの答弁を私はいただきました。東北

経済産業局及び経済産業省中心市街地活性化室が、当該届出書だけでは補助金交付

決定前の事前着工と断定できないと判断して、市側にその理由を示した内容をお示

しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 ただいま中村委員から、国の見解の理由についてのお尋ねが

ありました。 

 先般の一般質問におきましても御答弁申し上げたところですが、青森駅前再開発

ビル株式会社から市に提出されました、青森市「食」街道めぐり事業補助金完了実

績報告書によれば、同社はアウガ１階スイーツコーナーの新設工事の実施に当たり、

平成 24 年７月 24 日に国及び市の補助金交付決定を受けまして、翌 25 日に施工業

者と当該工事の工事請負契約を締結しております。 

 しかしながら、先般のアウガ問題に関する調査特別委員会におきまして、スプリ

ンクラー設置工事に係る質疑がなされましたことから、去る４月 17 日、スプリンク

ラー設置工事に係る届出の有無及び内容につきまして、消防本部に照会いたしまし

たところ、同社から消防長に提出された消防用設備等設置届出書では、当該工事の

着工年月日は７月 13 日となっており、国及び市の補助金交付決定以前となってい

るほか、当該補助金の交付決定日である７月 24 日にスプリンクラーの設備試験が

行われていることを確認したところです。 

 このため市といたしましては、念のためこの状況について、同日、補助事業の手

続において問題がないか経済産業省東北経済産業局に問い合わせましたところ、当

該届出書に記載されている内容では、交付決定前に事前着工があったとは断言でき

ないとの回答を得たところです。 

 その後、去る５月 22 日、当該事業の財産処分に関する経済産業省中心市街地活性

化室との協議の中で、東北経済産業局への質問と同様の質問を行いましたが、同じ

く、当該届出書に記載されている内容では交付決定前に事前着工があったとは断言

できないとの回答を得たところです。 

 その理由といたしましては、当該届出書には着工年月日が記載されているが、当

該工事が消防職員が現場に立ち会って直接着工を確認する必要がない工事であるこ

とから、当該届出書に記載されている着工年月日のみをもって事前着工されている
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との断言はできないとのことでありまして、補助事業の手続上は問題はないと認識

しているということでありました。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 先ほどの東北経済産業局及び経済産業省中心市街地活性化室

に、経済部長が直接問い合わせしていただいたのでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 私が直接問い合わせしたのかというお尋ねであります。 

私が直接ではありませんが、私どもの職員が問い合わせしております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 改めて経済部長にお尋ねいたしますが、ほかに違った理由を職

員からお聞きしたことはありませんでしたでしょうか。ほかに違った理由はなかっ

たでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 私が報告を受けております理由につきましては、先ほど申し

上げたとおり、当該届出書には着工年月日が記載されているが当該工事は消防職員

が現場に立ち会って直接着工を確認する必要がないことから、当該届出書に記載さ

れている着工年月日のみをもって事前着工されているとの断言はできないとのこと

であり、補助事業の手続上問題はないとのことでありました。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 経済部長、ほかに違った理由があるのかないのか聞いたのであ

ります。あったんでしょうか。なかったんでしょうか。お願いします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 先ほど申し上げた御答弁以外に理由があったかどうかとの

お尋ねでありますが、理由についてはこの１つで報告を受けております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 経済部長、何か隠していませんか。 

 ここに私が東北経済産業局と話した証拠があります。東北経済産業局は、私にこ

のように説明いたしました。この消防用設備等設置届出書に記載されている消防用

設備等の名称には、フェスティバルシティアウガのガールフレンド、スイーツメモ

リーズリアンの２つの名称が記載されていることから、ガールフレンドが先に７月

13 日に工事をし、先に工事が終わってから補助事業でありますスイーツコーナーの

リアンが補助事業交付決定後に工事をしたかもしれないとも考えられるので、この

書類だけでは断定できないと私に説明をいたしましたが、このことについてなぜ経
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済部長は一般質問、そして今の答弁でそれがないと言ったのか、経済部長の答弁を

お願いします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 ただいまの中村委員が東北経済産業局にお問い合わせに

なったときに、東北経済産業局から理由として示された内容について、一部隠して

いるんじゃないかという御指摘であります。 

私どもは東北経済産業局に確認いたしましたのが４月 17 日。また、経済産業省中

心市街地活性化室に問い合わせしたときの５月 22 日の内容につきまして御答弁申

し上げておりまして、この内容につきましては、私どもが今回答弁するに当たりま

して、昨日、東北経済産業局に確認の上、この５月 22 日、４月 17 日の内容である

ことを確認した上で、本日御答弁させていただいたものであります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 私は、それこそ経済部長がお聞きになった、まずおととい、そ

してきのう、経済産業局に確認して、４月 17 日、５月 22 日に市とのやりとりがあっ

たことはまず確認いたしました。それで間違いなく私に説明していただいたのを市

側に同じことを言ったのですかというのも、こちらに入っております。それではど

こかでまた食い違っている答弁だと私は思いましたが、経済部長に改めてお尋ねし

たいことがあります。 

 もし、私が経済産業局から聞いたことを市の職員が聞いて、経済部長にそれを申

し合わせしなかったのは、これもまた問題だと私は思います。予算特別委員会、そ

してアウガ問題に関する調査特別委員会におきまして、私たち委員、そして議員に

はお示しすることはできませんでしたが、ガールフレンドの見積もりの明細書は今

も市が持っていると思います。そのガールフレンドの見積もりに、スプリンクラー

工事及び消防設備に関する見積もりの内容が記載されているかどうか、御答弁をお

願いいたします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 ガールフレンドの見積もりの明細書に記載があるかどうか

というお話ですが、ガールフレンドの見積書そのものは、そもそも補助事業から外

れているものでありまして、本来、市が保有するべきものではありません。 

 前回は答弁のために、ガールフレンド等の見積書を当時の経営陣の許しを得てお

借りしてまいりました。その資料については、現在お返しして会社清算人等の管理

のもとにありますので、ただいま私どもの手元にあるというわけではありません。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 経済部長にお尋ねいたします。私の記憶しかもう当てになりま

せんが、見積もりの中にスプリンクラー工事はなかったはずであります。あればま
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た、これは大問題。なくても、元々ガールフレンドにはスプリンクラー工事がされ

ないはずであります。国に問い合わせするときに、このガールフレンドが記載され

ていたのであれば、この届出書はスイーツコーナーリアンさんのみに設置されるス

プリンクラー工事でありまして、４月 13 日の着工届はスイーツコーナーリアンさ

んのみのものだと私は考えます。経済部長がその見積もりは今手元にない、そして

弁護士が持っているということでありますので、その見積もりを取り寄せたりする

のはまた堂々めぐりになり時間を要するだけになります。 

 それでは、スイーツコーナーの工事請負契約書の締結日が７月 25 日。工事着工日

が７月 25 日でなければならない何かがあったはずであります。交付決定日以降に

しなければならない理由があるからです。それは、補助金を入手するためだと私は

考えます。 

しかし、７月 25 日から工事を着工し７月 28 日にスイーツコーナーをオープンさ

せるためには、当然、私は物理的に不可能だと思います。当時は７月２日ごろから

入ったと、テナント内装業者は認めております。しかし、それを示すものがありま

せん。工事請負契約書の契約締結日、着工日、工期及び工程表の日付、実績報告書

に記載されている数多くの日付は記載誤りであり、全くの間違いだと私は考えてお

ります。 

今のこの段階での経済部長の認識をお答えください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 補助事業に係るさまざまな契約ですとか、工期の日付が誤り

でないかというお話で、その点に関する私の認識という御質疑であります。 

 一般質問でも御答弁申し上げたところですが、補助事業につきましては原則的に

書類でもって交付申請が行われ、完了した時点で実績報告書を提出することになっ

ております。その提出された書類については、まず私どもとしては、真正なもので

あるということで受け取って事務を処理してまいっております。ですから、今のと

ころは、先ほどの国の見解についてもそうですが、補助手続において問題はないと

いう国と同じ認識であります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 まずこの場が終わりましたら、私はすぐ国のほうに確認するこ

とがまず１つ。 

 そして、当時アウガには副市長が取締役で入ったと思います。さらに、今の工事

の現場のほうに市の職員も確認しているはずであります。しかしながら、それを立

証することもできません。当時の取締役でありました副市長も現場にいたと私はそ

う考えております。 

 それでは、経済部長はどうすれば事前着工であると認めてもらえるんでしょうか。

証拠があれば認めてもらえるんでしょうか。 
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○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 ただいまの御質疑にお答えしますが、先ほど来申し上げてお

りますように、国も市も、当該工事の消防の届出書については、着工年月日は記載

されているが、当該工事が消防職員とその書類の届出の当事者以外の第三者が現場

に立ち会って直接着工を確認する必要がない工事でありますことから、当該届出書

に記載されている着工年月日のみをもって、事前着工との断定はできないというこ

とでありますので、そういう認識であります。 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 いや、経済部長は何かを隠しています。まず証拠はあります。

この事前着工が組織ぐるみで行われていたことは明確でありました。まずそれを１

つずつお示しさせていただきます。 

 これは、当時 2012 年、平成 24 年７月 18 日のアウガのホームページのトップペー

ジであります。スイートメモリーズリアン、７月 18 日ニューオープンとトップペー

ジに記載されております。これも今後確認していただきたい資料の中の一つであり

ます。オープンは７月 28 日であるはずであります。このトップページには７月 18

日と記載されております。 

 次に、スイーツコーナーメモリーズリアンさんの隣にありました、ガールフレン

ドさんのこれは当時のブログです。皆さんも今でもこのブログをごらんになること

は可能であります。この７月 27 日のブログに、４日前の什器備品が入る前ですとい

うような写真があります。この写真にスイーツコーナーのダクトに備えつけられて

いるスプリンクラー。このダクトも４日前にもう施工済みの写真が掲載されており

ます。 

 ということは、７月 25 日からの工事着工、そして工事を締結する請負契約書、こ

れが覆されます。経済部長、答弁をお願いします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 ただいま２カ所御指摘のあったアウガのホームページ及び

ガールフレンドのブログについては、今、初めて聞いた部分でありますので、確認

させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 経済部長、まず確認だけでは済まされません。 

 次に、私は一般質問で見た方がいると言いました。しかし、それは見ただけの証

言でありました。その方にお願いして、その証言を正義ある文章にしてくれないか

というふうにお願いしましたところ、文章を陳述書に書いていただいた方がお二方

いらっしゃいます。 

 平成24年７月24日ごろ、まずアウガの１階に出入りをしていたという店舗の方、

そしてガールフレンドのスタッフの方であります。工事請負契約日が平成 24 年７
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月 25 日。工事着工が平成 24 年７月 25 日。平成 24 年７月 28 日にオープンしたガー

ルフレンドとリアンとありますが、隣接していたガールフレンドのテナントと同時

進行で並行して工事が行われているのを見ておりました。根拠は、ガールフレンド

と同じオープン日とのこともあり、また、店舗が隣接していることから記憶に残っ

ております。平成 24 年７月 24 日以前に工事が着工されたことを目撃したことを証

言いたしますという陳述書をいただきました。経済部長、答弁をお願いします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 ただいまの中村委員のお示ししていただきました情報につ

いて、改めて確認の上、国とも協議してまいりたいと考えております。（「国との協

議は関係ない」「経済部長の意見を聞いてるんだよ」と呼ぶ者あり） 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 証拠の最後であります。着工日が７月 25 日と契約書に記載も

されており、市ではその実績報告書を信用するしかないというふうな御答弁をいた

だきました。しかし市の職員、そしてビル会社の方がわからないわけはないと思う

んです。何かを隠しているとしか疑いを持つことしかできません。 

 それで、このアウガ１階のリアンさんにホイロというパンの生地を発酵させるた

めの機械が納入されたはずであります。それは中古品でありまして、一番最初のス

イーツコーナーのオーナーが自分で持っていたものをビル会社に、そしてビル会社

がそれを購入しました。そしてそのオーナーから契約書を見させていただきました

が、一度ビル会社が購入したものをまたオーナーに１カ月数万円でリースしている。

その文書も私は閲覧いたしました。そのホイロは、平成 21 年式であるものですか

ら、試運転した際にうまく動かなかったそうです。社名を出していいということで

すので、北沢産業さんという厨房機器メーカーがあります。この厨房機器メーカー

様が、平成 24 年７月 23 日にそのスイーツコーナーのオーナーである方から依頼を

受けまして、修理に行ったそうであります。そのホイロはもう事前に設置され、通

電されており、また給水排水もされていることから試運転が可能だったと。そして、

７月 23 日にはそのホイロは正常に動かすことができた、修理ができたという当時

の伝票と、社判・社名の押された文書があります。 

 経済部長、もうここまで来れば事前着工を認めるしかないと思います。なぜそこ

まで隠す必要があるのでしょうか。この事前着工を経済部長が認めるのか認めない

のか、答弁をお願いいたします。（「国は関係ないぞ」と呼ぶ者あり） 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 先般、これも一般質問で申し上げたとおりでありますけれど

も、アウガ問題に関する調査特別委員会委員長報告書におきまして、委員会の意見

といたしまして、「今後も市において、その権限の範囲内において、さらなる事実の

解明に努め、必要に応じて適切な措置を講じることを求める」とされておりまして、

これについては十分尊重しなければいけないとお答えしたところです。 
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このようなことから、ただいま中村委員からいただいた情報をもとに、その権限

内において調査したいと考えております。 

 以上でございます。（「答弁になってない、全然」と呼ぶ者あり） 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 調査するのは当然のことです。今ここで認めるのか認めないの

かであります。認めるのであれば、その法のもとにその罰を施す執行機関に報告す

るのか、認めないのであれば、私が用意したこの証拠を覆すような、７月 25 日以降

に工事したという証拠を提出していただきたい。 

認めるのか認めないのか、もう時間がありません。経済部長、答弁をお願いしま

す。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 まずは調査させていただきたいと考えております。私ども先

ほども申し上げましたように、一度提出されてこれを真正なものとして受け取りま

して、事務処理を行っております。それについて新たな情報が出てきたということ

であれば、調査の上、判断させていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 いや、経済部長はごまかしている。経済部長は絶対これは知っ

ていたはずであります。本当にわからなかったんですか。市の職員は知っていたん

じゃないんですか。１カ月もかかる工事です。かかった工事です。業者も認めてい

るんです。１階のガールフレンド、スイーツコーナーだけではありません。地下の

ヤマト運輸もです。ヤマト運輸周辺にかかわる工事もです。それが、市の職員もア

ウガの職員もたくさん見ているはずであります。もう経済部長は逃げられないはず

であります。調査するのであれば簡単に済むはずであります。一般質問でも言いま

した。協力したその業者、何度も出てきました建築会社Ａの当時の主任技術者、今

でも在籍中です。確認するのであればすぐ確認できたはずであります。なぜそこま

でかばいますか。なぜそこまでかばう必要がありますか。もうアウガ問題を解決し

ましょう、経済部長。経済部長も自分の代で解決したいとそう思っているはずであ

ります。私もその思いは一緒であります。 

 経済部長、最後です。認めるのか認めないのか。この中途半端な答弁はないはず

であります。調査するのは今すぐであります。認めるのか認めないのか、経済部長、

答弁をお願いします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 ただいま地下のヤマト運輸の工事の話も出てまいりました

が、市といたしましては、先ほども申し上げましたように、権限の範囲内において、

さまざまな方々に協力を受けながら、調査を進めてまいったところです。その結果、

施工業者の一部の方から、市に協力しないわけではないが、公平公正な司法の場で
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議論したいので、市の調査に関してはこれ以上の協力はできない旨のお話をいただ

いて、現在に至っているわけであります。 

ただいま中村委員から提示いただいたさまざまな情報につきましては、隠してい

たんじゃないかということですが、それは私、本日初めてお伺いした情報ですので、

さらに調査させていただきまして判断したいと考えております。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 経済部長はこれまで何度も業者が――今私たちのやっている

ことが公平公正じゃないと、あたかも私たちを悪者扱いしているような言い方をし

ているみたいでありますが、公平公正な司法の場で議論する。その前に、自分がちゃ

んとしっかりしていれば、私は協力できるはずだと思うんです。なぜ協力できない

のか。私はまずそこが理解できません。 

経済部長が今、調査すると言ったことは、経済部長は認めたということでしょう

か。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 認めたということかということですが、先ほど来申し上げて

おりますように、私どもは完了実績報告書を受理しておりまして、それが真正なも

のとしてこれまで扱っております。ただいま中村委員から新たな情報を得ましたの

で、改めて調査した上で判断すると申し上げているところです。（「それ完了は完了

だの、いつ始まったかだよ」と呼ぶ者あり） 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 先ほど後方からもお話がありました。これは補助金事業です。

交付決定前に工事はしていけないことになっております。実績報告書云々かんぬん

は、事前に工事が行われたという証拠であります。 

 調べると言いましたので、調べる内容がもう１つありますので一緒に調べていた

だきたいと思います。質疑を続けさせていただきます。 

アウガ問題に関する調査特別委員会――以下、調査特別委員会において、ヤマト

運輸のテナント内装に係るスプリンクラー工事の見積もりで計上している工事を、

施工したのか施工していないのか何度も議論させていただきました。施工したので

あれば、消防長へ無届けの設置工事となります。また、施工していないのであれば、

架空請求の疑いがあります。 

 一般質問でも申し上げましたが、５月２日に市の許可を得まして、地下１階ヤマ

ト運輸のスプリンクラーヘッドの製造年月日を全て確認させていただいた結果、地

下に関しては、全てオープン当時の 17 年前の 2000 年の刻印、00 と刻印されており

ました。新たに増設された形跡は、私は一切確認できなかったところです。我々議

員には提示されませんでしたが、ヤマト運輸の見積もりを市側は持っているはずで

あります。それもまた弁護士のほうに返したのであれば、話はまた遠くなってしま
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いますが、その中に電気温水器の見積もりも計上されていたと思います。しかし現

場には電気温水器は納入された形跡は一切ありませんでした。ヤマト運輸のスタッ

フの方も、電気温水器は最初から入っていないとお話をされました。 

 改めて経済部長にお尋ねしたいことがあります。市としてもう一度、ヤマト運輸

のスプリンクラー工事が施工されたかどうか、電気温水器が納入されていないこと、

これは架空請求の疑いを早急に払拭すべきと私は考えております。何度も依頼申し

上げてきましたが、経済部長の答弁をお願いします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 ヤマト運輸の区画の工事についての御質疑であります。 

 見積書につきましては、一連のガールフレンドの資料等と同様、返却しておりま

す。先般のアウガ問題に関する調査特別委員会及び一般質問でも、これも御答弁申

し上げましたが、ヤマト運輸の区画につきましては、補助事業ではなく、青森駅前

再開発ビル株式会社と建築会社との間の民間事業者同士の契約工事であります。し

たがって、本来は市が内容を把握している工事ではありませんが、去る３月 29 日開

催の当該委員会におけます中村委員からの御指摘を受けまして、できる限りの調査

を行うべく、去る３月 30 日、ヤマト運輸株式会社様の造作工事の内容を確認するた

め、青森駅前再開発ビル株式会社において、市の職員同席のもと、同社の社員が検

査報告書などの資料を探したものの、発見することができなかったところです。 

 このため市は消防本部に対しまして、当該工事の消防設備等に係る届け出の有無

について問い合わせいたしましたが、届け出がなされた事実を確認することができ

なかったところです。その後、３月 31 日に工事の施工業者の代表者に対しまして、

工事内容を電話で確認いたしましたところ、市への協力をしないわけではないが、

公平公正な司法の場で議論したいので、市の調査に対してこれ以上の協力はできな

い旨のお話をいただいたところです。 

 このため、スプリンクラー設置工事が行われたかどうかにつきましては、現時点

におきましては、現場の状況の目視と確認した見積書しか判断する材料がないこと

から、判断ができない状況です。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 経済部長、今の答弁を胸張って言えますか。 

 補助金が関係ないと今おっしゃいましたが、先輩議員がクリスマス議会に２億円

を融資した公金が含まれていて、見積もりに計上されているが、実際に工事がされ

ていないかもしれない。そして、納入されていない事実があるにもかかわらず、補

助金だから関係ないと胸を張って言う経済部長の答弁が、私はとても許せません。 

 先ほど来、その見積もりがない、だからわからないと。であれば、このスイーツ

コーナーの見積もりは皆さん持っていらっしゃると思います。この補助金事業の最

後の見積もりについてお尋ねいたします。 
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６月 13 日に私は、アウガに立ち入り調査させていただきました。そのスイーツ

コーナーは現在解体されております。その解体現場を見て私は気づきました。この

見積もりの中にガス工事が計上されております。しかし、実際の現場はガス工事が

されておりませんでした。私は不思議になって、その株主である青森ガス株式会社

にお伺いして、お話を伺いました。もともとこのスイーツコーナーは、洋食屋さん

が入っていたそうであります。その洋食屋さんでは、確かにガスは使っておりまし

た。しかし、その洋食屋さんが撤退し、アパレル系の洋服店にかわった際に、ガス

は全部撤去したそうであります。ガス工事はされておりませんでした。そして私は

さらに図面で確認いたしました。設置されている什器備品は全て電気式であります。 

 過去に建築会社Ａがビル会社へ提出した見積もりを時系列に調べてみました。平

成 24 年２月７日、公募申請の際の見積もりに、ガス工事代として 10 万円、スイー

ツコーナー合計税込 435 万円。平成 24 年５月 21 日――これは、国に交付申請をし

た際に添付されていた見積もりですが、日付が平成 24 年５月 21 日であります。ガ

ス工事代として 10 万円、税込 435 万円は変わらずでありました。 

 しかし、不自然なのがここからであります。平成 24 年６月７日、実績報告書に添

付されている見積もりが税込 720 万円に、まず上がっている。そして、ガス工事代

として 25 万円計上されておりました。以前から、見積もりの計上の仕方が非常に不

自然であると、私は何度も市側に質問させていただきました。 

 不自然なのがもう１つ。平成 24 年５月上旬には設計図ができ上がり、以前も出て

きました某設計業者から、平成 24 年５月上旬には、建築会社Ａに設計図が渡ってい

るはずなんです。そうすると５月上旬には、この什器備品に、どのような電気が必

要なのか水道が必要なのか、排水が必要なのかガスが必要なのか、わかっていたは

ずであります。配置図もしっかり載っておりました。それなのになぜ、また中古備

品、その利用する明細書も見積もりに記載されております。ガス工事代として 10 万

円から、実績報告書の段階で 25 万円に金額を上げてきた、この不自然な計上の仕

方。そして、一括請求を上げて、この建築会社Ａに振り込みされております。私は

念のため、もう一度青森ガス様に確認しましたところ、スイーツコーナーの跡地に

実際のガス工事はされていないと、青森ガス様の営業の方より６月 14 日に回答を

いただいております。 

 以上のことから、これは見積もりの計上の仕方が意図的であり意識的であり、こ

れは作為をもって見積もりが操作されたと疑ってしまうのが私は自然ではないかと

思います。 

 これまで何度も、スプリンクラー工事が行われたのか行われていないのか、いろ

いろな什器備品が納入されたのか納入されていないのか質問した際に、経済部長は、

追加の工事があったかもしれない、それの相殺だというふうに答弁を逃げてきまし

た。でも、もうこの見積もりの計上の仕方は、もう逃げることはできないでしょう。

この 25 万円の差額の追加工事があったというその証拠をお示しすることができま
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すか。ガス工事をやらなくなって、ほかに工事をやることになったので相殺したと

いうような証拠を経済部長はお示しすることができますか。もしできないのであれ

ば、これは明らかに架空請求の疑いを意味するものであります。実際に見積書もこ

ちらにあります。現場も今動かずにそのまま残っているはずであります。経済部長、

答弁をお願いいたします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 ただいま中村委員から、見積書の積算の内訳についての御指

摘がありました。 

 この前の特別委員会等で申し上げてきたことでありますが、まず見積書そのもの

は、いわゆる入札書の札にかわるものということで、合計金額を書いた紙が見積書

であります。それに添付されている内訳とは、あくまでも、その見積もりを積算す

るために会社が積算した内訳であって、見積書の添付書類というわけではありませ

ん。見積書の内容をもって、それがそのまま工事の内容だと言うことはできないこ

とですので、その内容について、事実であるかどうかについては、詳細に調査等確

認が必要なものと考えております。 

 以上でございます。（「実績報告書はどうなの、そうすれば」と呼ぶ者あり） 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 経済部長、厳しい答弁ですよ。だって、この２社の見積書も出

ておりますが、たしかガスの見積もりは計上されておりません。本当に公平公正な

見積もりがされて、札だけで決まったというんですか。内容はどうでもいいんです

か。だって、実績報告書の中にいろんな見積もりをする業者を集めて、いろんなこ

とを設計当初に説明して見積もりしたと言ってるんですよね。 

 先ほど来、実績報告書をもとに答弁をしているんですよね。全部覆されるじゃな

いですか。うそばっかりじゃないですか。初めてうそという言葉を使わせていただ

きましたが、（「経済部長、謝罪だ謝罪」と呼ぶ者あり）経済部長、もうアウガ問題、

解決しましょうよ。経済部長が調査すると言ったということは、認めているという

ことですよね。 

 先ほど来の見積書、そして工事について、そして事前着工と調べることがたくさ

んあります。経済部長、いつ調べるんですか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 ただいま調査の時期について御質疑いただきました。 

速やかに調査に取りかかりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 調査して、私たちにいつ報告していただけますか。もう時間が

ありません。いつ調査して、いつ報告してくださいますか。それだけで結構です。

御答弁をお願いします。 
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○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 ただいま調査の時期、結論を出す時期、報告の時期について

御質疑をいただきましたが、まず調査の方法等について、あるいは相手方をどこま

で考えて調査を広げるかという問題もありますので、今ここですぐに時期を明確に

御答弁することはできません。 

 以上でございます。（「いいのか、そういう答弁で」と呼ぶ者あり） 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 これは特別清算が終わってしまうと調べられないんですよね。

代表監査委員にちょっとお聞きしていいですか。だめ……（「いい、いい。美津緒君

やって」と呼ぶ者あり） 

市は調査する決定というのは与えられていないんでしょうか。ないから、ずっと

このまま時間ばかり経過して、逃げようとしていませんか。 

○花田明仁委員長 答弁できますか。代表監査委員。 

○杉田浩代表監査委員 ただいまの中村委員の御質疑ですけれども、代表監査委員

に対する質疑ということなんですけれども、これは市のほうに調査依頼するとか、

私のほうから答弁できる内容ではないかと思います。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 代表監査委員、知識不足で大変申しわけございませんでした。 

 それでは経済部長、調査すると今おっしゃいました。しかし、業者は公平公正な

場でなければ申し上げられないと言っております。それでは、市は市で業者から協

力を得られるような形をとるべきだと私は思いますし、議会は議会で調査を得られ

るような、議会の、私たちがすべき行動もあると思います。そういった中で、時間

ばかりが過ぎることは、私はもう許すことができません。 

 経済部長、今本当に、いついつまでに調査するというのはできない、言えないと

言いましたけれども、できるはずであります。やる気があれば、本気があれば。経

済部長の本気を見せてください。最後に。今もう、私たちの代で解決しましょう。

調査できるような権限のある委員会を設置しましょう。経済部長も市も調査をすべ

きであります。経済部長、答弁をお願いします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 ただいま中村委員から、議会も市も調査できる場を設置しま

しょうという話がありました。 

 市といたしましては、まず権限が限定されている、市ができるものというのはあ

ります。ですから、当然にしてその権限内で、市は調査する必要があると。議会に

つきましては、議会のほうでのそれなりの対応ですとか、お考えがあるものと考え

ますので、それについての私からの言及は控えさせていただきます。 

○花田明仁委員長 中村委員。 
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○中村美津緒委員 今ここは、市の代表で経済部長は立っているんですよね。経済

部長、私を見てもう１回言ってください。経済部長、調べましょうよ。調べるのか

調べないのか、それだけで結構です。最後の答弁をお願いします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 先ほど申し上げましたように、市においてはその権限の範囲

内で、アウガ問題に関する調査特別委員会の委員長報告書にもあるとおり、市にお

いて、その権限の範囲内においてさらなる事実の解明に努める、それによって必要

に応じて適切な措置を講じるということを求められておりまして、それについては

尊重して、私どもも真摯に対応していきたいと考えております。 

議会側でどのような検討組織をつくってということかは、やはり市長部局から申

し上げる話ではありませんので、立場上、私からは、それについての発言は控えさ

せていただきます。 

○花田明仁委員長 中村委員。 

○中村美津緒委員 アウガがオープンして 17 年間続いてきましたこのあしき組織

と疑われるこのきずなを、私たちの代で断ち切るべきであります。私たちの代で解

決しなければなりません。経済部長もそう思っていると思います。職員もそう思っ

ているはずでございます。 

今後市は、アウガ問題に対して、市の姿勢を改めて明らかにすべきでございます。

議会は議会のやり方で、市民に対して疑惑をなくし、疑義を全て消し去り、市民に

より丁寧な説明責任を私たちはここで果たすべきだと私は考えております。（「そう

だ」と呼ぶ者あり）アウガ問題を徹底的に改めて調査すべきと切に願いまして、私

の質疑を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

○花田明仁委員長 次に、天内慎也委員。 

○天内慎也委員 日本共産党の天内慎也です。 

３点質疑しますが、まずは消防団の機械器具置き場のトイレの水洗化の状況につ

いて質疑します。 

本市の消防団機械器具置き場も市の公共施設に入ると思いますが、平成 19 年度

に包括外部監査から指摘を受けたのが、浪岡の北中野公民館です。そこから全庁的

な調査が始まり、結果的に 84 の施設について、排水設備の接続がされてきたという

のが経緯であると思います。あともう一方では、環境部のほうが主となって、汚水

処理施設の整備も行ってきていますが、公共の下水道事業と農業集落排水事業で進

めていく地域もあります。 

そういった要因も考えながら質疑しますが、まず消防団機械器具置き場の数に対

するトイレの設置数と、トイレ設置数に対する水洗トイレの設置数の現状について

お示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。蝦名総務部理事、消防長。 
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○蝦名幸悦総務部理事 ただいまの天内委員の消防団機械器具置き場のトイレの

現状についての質疑にお答えいたします。 

消防団は地域防災のかなめといたしまして、中核的な役割を果たしている重要な

消防機関であり、その中で、機械器具置き場は火災・水害などあらゆる災害に備え

て、消防団車両や資機材を配備しておく地域の防災活動拠点となる重要な施設であ

りますことから、これまでも設備・機能等の充実強化に努めてきたところでありま

す。 

現在青森市消防団には、108 棟の機械器具置き場が配置されておりますが、トイ

レが設置されている機械器具置き場は 78 棟となっており、そのうち水洗トイレを

設置している機械器具置き場は 50 棟となっております。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 天内委員。 

○天内慎也委員 答弁がありましたけれども、108 棟の置き場数に対してトイレが

設置されているのが 78 棟、浪岡は 17 分団があってトイレは全部設置されています

が、水洗になっていないのが６つです。それで、青森のほうが少ない。30 棟に設置

されていない。そして、その中身は５つが資材置き場になっていて、当然倉庫なの

でトイレはないと。25 棟にトイレが設置されていません。 

その要因として、私も 25 棟全部を歩いて調べたわけではありませんが、聞くとこ

ろによれば、場所が狭い、つくる場所がない、人が集まる場所がないということで、

車両だけを置くということだと思うんですが、そういうさまざまな要因があるとい

うことだと思います。 

それともう１つ言っていましたけれども、機械器具置き場の隣にコミュニティー

施設があるからいいんだという話もしていました。果たしてコミュニティー施設が

隣にあるからといって、使いたいときに鍵が常時あいているのかとか、そういう問

題もあると思います。本来、人が集まるところにもやはりトイレが当然必要なので

はないかなと私は思いますし、推測もされます。 

実際に、それぞれの地域によって実情は違うと思っているんですけれども、ちょっ

と聞いたんですけれども、例を挙げれば、原別の分団は１班と５班にトイレがあり

ません。その１班と５班のそばにはコミュニティー施設がないということですから、

話の聞いた限りだとどうなっているのかなと、困っているんじゃないかなと思って

います。先ほども言いましたけれども、立地条件もあるし、建物が狭いというとこ

ろは、やはりつくれない状況なので、それはわかるんですけれども、条件はクリア

しているんだけれどもまだトイレがないというところがあるとしたら、早く環境を

整備してほしいと思います。 

 次の質疑ですけれども、トイレが設置されているんだけれども、水洗化になって

いないところです。その要因は、公共下水工事だとか農業集落排水施設の進捗状況

などにもよるものだと思います。集合処理工事の見通しがつかず簡易水洗化を進め



- 28 - 

ていく個別処理工事事業、いわゆる合併浄化槽に補助を出していく地域があります

けれども、変更した地域もあると思いますが、そうしたところも機械器具置き場の

簡易水洗化を進めていくべきだと思いますが、お示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。蝦名総務部理事、消防長。 

○蝦名幸悦総務部理事 ただいまの天内委員の再度の御質疑ですけれども、トイレ

の設置数に対しての水洗トイレの設置数が少ないということで、その理由というこ

とでよろしいでしょうか。 

〔天内慎也委員「トイレの水洗化になっていないところがあって、合併浄化槽

に補助を出すところもあったりして、そういうところは進めていくべきでは

ないかという質疑です」と呼ぶ〕 

○蝦名幸悦総務部理事 ただいまの天内委員の再度の御質疑にお答えいたします。 

現在、青森市内の置き場には、老朽化による外壁及びホース乾燥台修理のほか、

優先的に維持修繕が必要な置き場が多数あることなどから、限られた予算の中で各

事業を進める上で、現在、下水道管が整備されていない地域においても、くみ取り

式のトイレを簡易水洗トイレに改修することは現段階では考えていないところです。 

しかしながら、天内委員もおっしゃっていましたけれども、今後におきまして、

下水道未整備区域に下水道管が布設された場合には、速やかに水洗化してまいりた

いと考えておりますし、また、老朽化等に伴う置き場の建てかえの際には、水洗ト

イレの設置を視野に入れ、関係各局と協議してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 天内委員。 

○天内慎也委員 市の方向としては進めていっているんですよね。環境部としては、

環境をきれいにしようということです。そうした流れに乗っていけばやっぱり進め

ていくべきだと思います。 

最後、要望にとどめておきますが、今回資料ももらいましたが、消防署職員は、

たしか電話で調査したと思うんです。ここの現場を見て、本当にコミュニティー施

設があるのかどうか調査してほしい。そして、ないところはその優先順位に並べて

つけていってほしいということを要望して、消防団への質疑は終わります。 

 次に、大釈迦経由浪岡線市民バスについてお聞きします。青森駅発の最終が午後

２時 30 分にあるんですけれども、何人かの利用者から、出発時刻を午後３時以降に

変更することができないか要望がありました。理由は、青森駅周辺や他の公共施設

に浪岡からバスに乗って会議に来てるんだそうですけれども、午後３時まで大体や

るそうです。そうなればバスがないということで、どうか午後３時以降に変更でき

ないかということですが、答弁を求めます。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 天内委員から御質疑のありました市民バスの運行時刻

について、お答えいたします。 
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市民バス大釈迦経由浪岡線の現在の運行時刻につきましては、本格運行の前に実

施いたしました社会実験における利用状況の検証及び寄せられた利用者の声や浪岡

自治区地域協議会の御意見を伺いながら作成したところです。当該路線の利用者数

ですが、本格運行２年目を迎えた平成 28 年度におきまして、若干ながら増加してい

ることからも、広く市民の皆様に御利用いただいているものと認識しているところ

です。 

 委員お尋ねの市民バス大釈迦経由浪岡線の運行時刻の変更についてですが、現在

の運行時刻で御利用いただいている方への影響が懸念されることや経費の増加につ

ながる可能性もあることから、慎重に検討することが必要と考えているところです。 

○花田明仁委員長 天内委員。 

○天内慎也委員 慎重に検討するという話なんですけれども、このバス路線再編の

とき、平成 26 年第３回定例会一般質問で質問しました。合併したときは空港経由と

大釈迦経由で 16.5 便走っていましたが、赤字だということで市営バスが市民バス

になって６往復。民間の弘南バスが６往復。計 12 往復というのが、現在の便数にな

ります。そのとき私は、地域の利便性が向上しますと言って合併したのにあんまり

だと言いましたが、当時の都市整備部長は、社会実験を見きわめながら、浪岡自治

区地域協議会にも丁寧に説明をしながら進めていきたいと答弁もしています。 

私の今回の質疑内容は――いつだったか、浪岡自治区地域協議会を傍聴している

んですけれども、そのときにも浪岡自治区地域協議会の委員から出されていました。

丁寧に対応、調査していくと言っていますので、再度利用者の声を確認するなり実

際に職員が乗り込んだりして、乗っている人の意見も聞いて確認して進めていって

ほしいと思いますが、どうですか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

市民バスの運行に当たりましては、地域の皆様の御意見を伺いながら、これまで

も運行計画を作成してきたところですが、今後につきましても、利用者の皆様から

の御意見等を伺いながら、運行してまいりたいと考えているところです。 

○花田明仁委員長 天内委員。 

○天内慎也委員 そのようにお願いします。これで市民バスの質疑は終わります。 

 次に、地域医療ですけれども、４月 27 日に会派の視察で、以前から勉強したかっ

たところなんですが、宮崎県延岡市の地域医療を守る条例の制定の経緯を勉強して

きたので、その延岡市の経緯を簡単に紹介しながら質疑したいと思います。 

延岡市がなぜ地域医療を守る条例をつくったかといえば、医療崩壊の危機に直面

したので条例をつくったということなんですけれども、延岡市は宮崎県の北部に

あって延岡を含めた医療圏の中核が県立延岡病院で、許可病床数は 460 床で医師が

58 名。市民病院と大体同じ規模だと思いますが、三次医療については、宮崎大学医

学部附属病院と熊本大学附属病院がドクターヘリで搬送して連携体制がとられてい
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ました。 

医療崩壊の原因は、夜間・休日救急患者数の増加で、平成５年度 2842 人から平成

19 年には夜間・休日の患者が 9237 人と３倍にまで増加したことにあると。そのこ

とによって、医師が次々と過重負担で退職しています。平成 14 年には麻酔科５人退

職、平成 18 年眼科休診、平成 19 年精神科休診、平成 20 年消化器内科休診、平成 21

年神経内科休診という危機的な状況になったと。 

そこで行政が動き、県や医師会、市、延岡病院、住民が一致団結して協議しまし

た。実行したことは、安易な時間外受診抑制の住民啓発と、初期救急医療体制の整

備をして医師の負担軽減を図ったと。そうした取り組みの中で、さらに腎臓と神経

内科医の医師が６人もまた退職したという事態になっていました。そんなどん底の

状態になっていましたが、やはり行政にも限界があるということで、さらに商工会

やさまざまな市民団体と力を合わせて署名を集めて、１カ月で 15 万 1907 人の署名

が集まったんです。県に提出をして医師６人の補充に成功しているということです。 

こうした厳しい経験もしてきていますが、この取り組みを継続していかなければ

ならないということで、平成 21 年９月に全国の市町村で初めてとなる地域医療を

守る条例が制定されたということであります。内容としては、地域医療を守る、健

康長寿を目指すという理念になっていますけれども、私が特に大事に思ったことな

んですが、市の責務と市民の責務、医療機関の責務という３つの責務を明確にして、

力を合わせて取り組んでいるところです。特に、市民は医師に信頼と感謝をする、

医療機関は患者の立場の理解と信頼関係の醸成に努力するというお互いに感謝し合

うというところです。 

こういう内容も踏まえて質疑しますけれども、本市でも市民に対する意識の啓発

活動が大事だと思いますけれども、取り組みをお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。保健部長。 

○浦田浩美保健部長 天内委員の地域医療についての御質疑にお答えいたします。 

ただいま委員からも具体的に御紹介がありましたけれども、延岡市地域医療を守

る条例は、宮崎県立延岡病院において、医師の退職が相次ぎ複数の診療科が休診せ

ざるを得ない状況となり、地域医療の崩壊危機に直面することとなったことから、

その対応として、行政、地元医師会、医療機関、地域住民が団結し、課題解消に向

けた取り組みを進めたことに端を発し、さらに地域医療を守る取り組みを継続する

ために制定されたものと承知しております。 

当該条例には、地域医療を守るための市民の責務として、１つには、かかりつけ

医を持つよう努めること。２つには、診療時間内にかかりつけ医を受診し、安易な

夜間及び休日の受診を控えるよう努めること。３つには、医師、歯科医師、薬剤師、

看護師その他の医療の担い手が市民の命と健康を守る立場にあることを理解し、信

頼と感謝の気持ちを持って受診すること。４つに、みずからの健康長寿を推進する

ため、検診及び健康診査を積極的に受診するとともに、良好な生活習慣に留意し、
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日頃から自己の健康管理に努めることの４項目が規定されております。 

 委員お尋ねの本市の市民における意識啓発についてですが、本市におきましては、

市民への意識啓発のための取り組みとして、まずかかりつけ医につきましては、か

かりつけ医を持つよう周知チラシを作成・配布するとともに、在宅医療・かかりつ

け医相談窓口の紹介、また、各種検診についてもかかりつけ医での受診を勧奨する

など周知啓発を行っております。 

また、医療機関の適正利用につきましては、市のホームページへの掲載や、毎月

１日号の「広報あおもり」及び救急医療施設の適正利用の特集記事による呼びかけ

等により啓発しているところです。さらには、日ごろの健康管理や各種検診の受診

について、チラシやポスターを配布し、市民や事業者に対し積極的に呼びかけてい

るほか、対象となる方への無料受診者証の送付や個別に繰り返し受診勧奨するなど、

生活習慣病等の早期発見・早期治療の必要性、重要性について啓発しているところ

です。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 天内委員。 

○天内慎也委員 いろいろと今、延岡市でやられていることが、本市でも重なって

やられている部分もあると思いますが、学ぶべきところもあると思います。それと、

延岡市みたいにまでは、医師が退職したとか不在とかは、本市はまだそこまではいっ

ていませんけれども、やはり学ぶべきところは取り入れていくべきだと思います。 

私は本市の市民病院と浪岡病院について、浪岡に住んでいるので浪岡病院のこと

はいっぱい耳に入ってくるんですけれども、市民病院のことはあんまり入ってこな

いんです。市民病院に対して医師がどうたらこうたらということは、私は余り聞い

たことがないです。そんな苦情はないのかなと思うんですけれども、ただ浪岡病院

については、予算特別委員会でも何度か紹介してきました。もう退職した人に対し

て悪口言うのも何ですが、院長先生の口が悪いとか、そういう住民からの苦情も聞

いてきましたし、ここでも紹介しました。延岡市でやられていることは、そういう

ことも大事なんだけれども、それをもっと大きな視点に立って、お互いに理解し合

いながら地域医療を守るんだという条例の取り組みなんです。相互理解というんで

すか、信頼関係を築いていくということです。 

今回市長は、病院改革をすると発信していますが、私は市民が医師を信頼する、

医者は患者さんを信頼して尊重するということも、地域医療を守るために、やっぱ

り発信していってほしいなとそう思う次第であります。そのことを要望として質疑

を終わります。 

ありがとうございます。 

○花田明仁委員長 次に、工藤健委員。 

○工藤健委員 市民クラブ工藤健です。よろしくお願いします。 

アウガの庁舎整備から質疑なんですが、アウガの新庁舎の２階、男女のトイレが
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設置されるとのことでありますので、御礼申し上げます。ありがとうございます。 

また、青森市つどいの広場「さんぽぽ」ですけれども、やはり２階に移動するこ

とになるんですが、場所が今までは奥の方でしたけれども、そこのあたりが入る窓

際ということです。それもエレベーターのすぐ前になりますので、お母さんと子ど

もがよく利用している６階の市民図書館の児童書コーナーも、エレベーターを介せ

ばそんな距離ではないというふうに、アクセスしやすくなったと思います。 

いくつか確認させていただきますが、まずアウガの新庁舎で１階から４階までの

うち、土日・祭日の、いわゆる平日以外も市民対応する部署というのはどういうと

ころになるのか教えてください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 工藤委員のアウガ庁舎整備についてのお尋ねにお答えいた

します。 

アウガ・新市庁舎に係る新たな対応方針でお示ししておりますアウガ１階から４

階に配置する部局等のうち、市民課につきましては現在も土曜日の午前９時から午

後５時まで開庁しておりますが、アウガへの総合窓口の開設に伴いまして、市民サー

ビスの向上などの視点から、土曜日のほか日曜日や祝日に開庁できないかなど、現

在開庁日を拡大する方向で関係課等と協議、検討しているところであります。 

また、青森市つどいの広場「さんぽぽ」は、現在土曜日、日曜日及び祝日も午前

10 時から午後４時まで開設しているところであります。 

 市といたしましては、市民サービスの向上に加え、アウガ周辺のにぎわいを維持

できるよう、引き続きアウガ窓口等の開庁日や開庁時間について、関係課等と協議、

検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 工藤委員。 

○工藤健委員 わかりました。２階のさんぽぽについては最低今までどおり、それ

以外は日曜・祝日の開庁も含めて今検討中ということですね。 

２階はさんぽぽがありますから、ほかに出入りをしませんので、多分そうなると

トイレも利用するということにもなるんだと思います。一部開庁ということになる

と、もちろんほかのやっていない部署もありますので、セキュリティーというのは

これから考えていく必要があるかと思います。その２階のトイレですけれども、さ

んぽぽに来る方、利用する方というのは、小さなお子様連れのお父さんもいますけ

れども、大体はお母さんが来ます。そういう方が日曜・祭日、そのフロア自体は多

分さんぽぽ以外はほとんど閉まってると思うんですけれども、トイレは結構奥の方

にありますので、その途中の防犯もきちんと考えていただきたいと思います。 

では次に、以前に質疑ありましたけれども、庁舎内で手続してる間の託児につい

て、これはどのように検討が進んでいるのかお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 
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○鈴木裕司総務部長 アウガに市役所機能移転後の託児所の設置のお尋ねであり

ます。 

以前御質疑ありまして、さんぽぽを６階から２階に移してということで、そのさ

んぽぽの活用も含めて検討中ということでありまして、現在のところもまだ結論と

しては出ていませんので、検討中ということです。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 工藤委員。 

○工藤健委員 わかりました。さんぽぽで対応するとなると、多分手続の間でしょ

うから、もちろん無料なんだと思います。預かるとなると、保育士も必要になると

いうことになると思います。 

 １度話は次に行きますが、アウガの立地自体、新町商店街に面しております。さ

らに青森駅前ですので、もともと商業ビルとして年間少なくても 400 万人が訪れた

ということで、そういうロケーションにある場所です。庁舎としての利用というこ

とにはなるんですけれども、そのほかにも土日・祭日の対応も含めて、もちろん観

光客の方もいらっしゃいますので、この庁舎の立地のメリットと効果――あそこの、

あの場所にという。それを何か生かすことを考えているのかお伺いいたします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 アウガの立地のメリットをどう生かすのかという趣旨のお

尋ねであります。 

アウガの場所は青森駅前にありまして、従来、商業テナント施設という、まちの

にぎわいに関しては非常に恵まれた、かつ責任のある場所を占める建物と考えてい

ます。その１階から４階について市役所機能を移転するということで、基本として、

現在の改修工事というのは、庁舎機能の整備のための工事をしております。アウガ

が場所として、にぎわいの創出のために非常にいい立地であると認識はしておりま

して、これまでアウガの１階エントランス部分等について、さまざまな催事をやっ

ていますけれども、それらの取り扱いについて今後も従来の取り扱いと同じような

対応をしたいと考えております。 

市として、庁舎ということを主眼において整備はいたしますけれども、立地につ

いての認識は先ほど申し上げたとおり、にぎわいに貢献できる場所であると認識し

ています。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 工藤委員。 

○工藤健委員 ありがとうございます。 

もちろん中心市街地、駅前商店街含めて、あのエリアのにぎわいにぜひ引き継ぐ

形で進めていただきたい。エントランス部分は、ＮＰＯとかいろいろ市民活動の方

とかいらっしゃいますので、幾らでも使っていただける形はあると思いますし、ア

ウガの前は今、駐輪場になっています。ひょっとするとこのままいくと、そのスペー
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スはそのまま駐輪場になるのかもしれませんけれども、ちょっともったいないです

よね、あのスペースも。あそこにもいろんなにぎわい、人が集ってそこで何かをす

るようなスペースになれば、大分アウガ庁舎というのも外から見ばえのするところ

になるのかなと思います。ぜひ、中心市街地活性化の一助になるように進めていた

だきたいと思います。この件は終わります。 

 次に、インバウンド対策についてでありますが、特に外国人観光客の受け入れ環

境整備についてお伺いいたします。ことしの５月、市から提供されました外国語コ

ミュニケーションシートの作成と活用について、利用者の方の声、また、周知方法

をお知らせください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部理事。 

○坪真紀子経済部理事 工藤委員の外国語コミュニケーションシートに関する御

質疑にお答えいたします。 

市は急増する外国人観光客の受け入れ態勢の強化を図るため、ホテル及び飲食店

等の従業員の方々が外国語を話せなくても外国人観光客と意思疎通できるよう、指

で文章を指して会話する外国語コミュニケーションシートをこのたび作成したとこ

ろです。このコミュニケーションシートは、飲食店でのやりとり、温泉の入り方、

浴衣の着方、トイレの使用方法、宿泊施設のルール、体調が悪いときの対応の６種

類となっており、英語、韓国語、中国語の簡体字、台湾向けの繁体字の４カ国語で

作成し、それぞれ日本語を併記しております。このシートは市のホームページから

ダウンロードできるほか、各事業者みずからが自分たちの使い勝手がよいよう工夫

して使えるよう、加工用のデータもあわせて掲載しております。 

 シートの周知等につきましては、市のホームページへの掲載のほか、５月上旬に

市内の宿泊施設を初め、129 の事業者などへコミュニケーションシートの使用方法

等のお知らせを行い、あわせて「広報あおもり」５月 15 日号においても周知を行っ

たところであります。 

 シートを実際に利用している事業者の方からは、新しいツールとしてとても役に

立っている、多言語音声翻訳アプリと併用することで、より効果的な案内が可能と

なったなどの感想を得ているところです。今後は個人旅行者のさらなる増加も見込

まれますことから、宿泊施設のみならず飲食店等での利活用や翻訳アプリなど他の

コミュニケーションツールとの併用など、より効果的な活用方法の周知を図ります

とともに、利用された事業者からの御意見を踏まえながら、よりよい受け入れ態勢

の充実に努めてまいります。 

○花田明仁委員長 工藤委員。 

○工藤健委員 ありがとうございます。 

私も、助かっているという声は聞いています。イラスト対応なので、コミュニケー

ションをとる一番最初の部分もやりやすいということです。 

内容を見ますと、飲食店、あとはホテルや旅館対応のものが多いんですけれども、
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物販対応のシートについてはどうなんでしょうかという要望があるんですけれども、

それはいかがでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部理事。 

○坪真紀子経済部理事 お答えいたします。 

物販等ということでありますが、実は青森商工会議所もこのシートをつくってお

りまして、免税店での利用のパターンというのをつくっています。今後、青森商工

会議所や青森観光コンベンション協会の方々からも意見を聞きまして、必要に応じ

て考えてまいりたいと思います。 

○花田明仁委員長 工藤委員。 

○工藤健委員 ありがとうございます。 

コミュニケーションシートについては、県が作成しているもの、コンベンション

協会、あと観光協会とか調べますと、ほかの自治体でもつくっているところがたく

さんあって、いわゆる会話コミュニケーションというのは、ある程度固有名詞さえ

すりかえると、ほとんど対応可能なものが多いので、そういう意味では市で調べる

にはそういう素材はとてもたくさんあるんだと思います。 

先ほど、音声翻訳ツールというのもあるということでお伺いしましたが、一部商

業者の方はうまくそういうアプリをダウンロードして使っています。そういうのは

やはり現場の知恵なんですけれども、市のホームページがありますよね。外国人観

光客インバウンド対応のあたりにそういう情報が入っていると思いますが、そこに

そういうものを全て載せてあげるといいんだと思うんです。 

その物販についてもこれからある程度つくるということでありますけれども、ほ

かの団体でつくっているものもありますし、音声翻訳アプリという便利なものもあ

ると。あとは高校生がつくった挨拶シートというものもあります。その高校生と一

緒につくった現場の値切りに対する会話術みたいなものも、言語に達者な方が現場

対応でつくっているものもあるんです。別に開放しても構わないということですの

で、そういったものをどこかを見るとそういう情報、いわゆるインバウンド対応で

いろいろお店屋さんとかが観光客に対して、コミュニケーション、会話ができるよ

うなツールとしてそろっているようなページに、ぜひしていただきたいと思います。

これは要望ですので、これで終わります。 

 最後に、市民からの情報提供についてなんですが、先日、高齢者の方から電話が

ありまして、公園で子どもたちがよく遊んでいる木材の遊具があって、一部が朽ち

ていてささくれのようになっていてちょっと危ない。子どもがよく遊ぶ人気のある

遊具だそうでして、全てを撤去されると困るので、危険なささくれ部分だけ取り除

いてほしいと。その状況をメールで市のほうに伝えようとしたんだけれども、結局

今の市民の声というのは、テンプレート自体、文字だけです。その状況を画像とか

を添付してお知らせすることができないので、何とか伝えてくれというので私のほ

うに来て、私を経由してお伝えしたところなんです。その方は自分の年齢を考えて
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去年早めに免許証を自主返納された方ですので、そういう方もいらっしゃいます。

市民から市へ情報提供する手段というのはどういうものがあるのか、現状をお知ら

せください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。横内市民政策部理事。 

○横内修市民政策部理事 市民の皆様が情報提供する手段という御質疑でありま

した。 

その手段といたしましては、電話、郵便、ファクス、市役所本庁舎や各支所、市

民センターなどに設置している市長への手紙ポストへの投函、市ホームページから

の市民の声の提出のほか、雪に関する市民の相談などにつきましては電子メールも

可能としているものもあります。 

○花田明仁委員長 工藤委員。 

○工藤健委員 そうなんです。一番手っ取り早いのはメールなんですけども、市民

の声はメールに画像添付ができない構造になっています。同じページに都市整備部

で雪に関する市民相談窓口のメールアドレスがあります。 

それで１つお伺いしますが、これまで雪に関する情報等で画像添付のある情報提

供というのはどのくらいあるのかお知らせください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部理事。 

○八戸認都市整備部理事 工藤委員の画像や動画が添付されている情報提供され

た事例は、どれぐらいあるのかという再度のお尋ねにお答えいたします。 

昨冬における雪に関する市民相談窓口へのメールによる情報提供につきましては、

画像が添付された事例が全メール受信件数 193 件のうち 101 件でありました。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 工藤委員。 

○工藤健委員 半分以上画像添付があったと。もちろんその状況を伝えるためには、

一番手っ取り早い方法ですが、では、受けた側としては画像添付による情報という

のはどうでしょうか。有用でしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部理事。 

○八戸認都市整備部理事 工藤委員の再度のお尋ねにお答えいたします。 

市民からの情報提供などがあった場合、あらかじめ画像による情報があることに

より、現地の状況把握が容易になるなど、一定の効果は認められるものと考えてい

るところです。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 工藤委員。 

○工藤健委員 ありがとうございます。 

やはり市民からの情報提供はやっぱり言葉だけでは限りがあるので、その内容に

よりますけれども、画像あるいは動画も今は送れます。確認はしないともちろんだ

めだと思いますけれども、そういう状況を画像の情報から一定の判断というか想定
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が可能になりますので、ぜひそういう構造にしていただきたいと思うんです。 

その市民からの通報、情報提供は、台風、災害という緊急時ももちろん含まれて

きますので、情報把握のためには画像あるいは動画が添付できるように、スマート

フォンからのものも含めて、そういう対応をしていただきたいと思うんですが、い

かがでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。横内市民政策部理事。 

○横内修市民政策部理事 市民が市に情報提供をする際に、画像や動画を添付でき

るようにしていただきたいといったことでありました。 

最近のスマートフォンなどの普及を踏まえますと、画像や動画での情報提供につ

きましては、先ほど八戸都市整備部理事からもあったように、現場の状況把握に有

効な手段と考えます。 

しかしながら、画像等による通報の運営に当たりましては、今年度から――これ

は実は雪に関する市民相談メールも一部当てはまることになるんですが、インター

ネットリスクへの対応として、県内市町村が利用している県のセキュリティークラ

ウドシステムでは、受信した全ての動画及び画像の一部が削除される仕組みとなっ

ております。これを復元するために、別途ウイルスチェック作業が必要となること

や所管課とのファイルの受け渡しなど、運用上の課題があります。したがいまして、

今後画像等での通報導入に向け、その対応については検討してまいりたいと考えて

おります。 

○花田明仁委員長 工藤委員。 

○工藤健委員 もちろんセキュリティーの問題はあると思いますけれども、市民か

らの情報提供とどちらをとるかということではありませんが、やはりぜひ進めてい

ただきたいと思います。これによって、職員の皆さんの業務的な負担というのもか

なり軽減します。それは雪の相談窓口のほうでも実証済みだと思いますので、これ

はある程度市のほうからも、率先してセキュリティー問題をクリアして進めていた

だきたいと要望して終わります。 

○花田明仁委員長 次に、山本武朝委員。 

○山本武朝委員 公明党の山本武朝です。早速質疑に入らせていただきます。 

 最初の質疑は、平成 28 年度の包括外部監査において、青森市浪岡交流センター

「あぴねす」の低温熟成施設の活用実績について、活用実績が規模と比較して少な

いことから、改善を求める意見が指摘されています。市は低温熟成施設のさらなる

活用について、どのように考えているのか示してください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。浪岡事務所副所長。 

○相馬紳一郎浪岡事務所副所長 山本委員の低温熟成施設のさらなる活用につい

ての御質疑にお答えいたします。 

低温熟成施設につきましては、これまで直営あるいは指定管理者によりまして、

雪室及び完熟試験庫に貯蔵したリンゴの糖度・酸味データの計測を行うとともに、
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東青地域県民局からの依頼によりまして、カブの長期保存の実証実験などを実施し

てきたところです。 

 しかしながら、平成 28 年度の包括外部監査におきましては、低温熟成施設の規模

に比して活用実績が少ないと感じられるとともに、試験データも実績として芳しい

とは言えないことから、市は施設の活用方法を指定管理者に提案させるだけではな

く、市としても広く活用方法を募り実行してほしいとの御意見をいただいたところ

です。 

 このことから、市といたしましては今後、施設の設計事業者や農作物の研究機関

等からも御助言をいただきながら、施設の有効な活用策を検討、実施してまいりた

いと考えております。また、指定管理者が行う新たな商品開発などにつきましても、

積極的に支援してまいります。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 山本委員。 

○山本武朝委員 それでは、指定管理者から今年度提案があったのかどうか確認し

たいんですけれども、地元農産物を活用した新たな商品開発など、具体的なものを

お示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。浪岡事務所副所長。 

○相馬紳一郎浪岡事務所副所長 再度の御質疑にお答えいたします。 

指定管理者から提案のあったその内容ですけれども、指定管理者からは、平成 29

年度におきましては、浪岡産のトウモロコシを低温熟成施設――雪室になりますけ

れども、そちらのほうに一定期間貯蔵し、広く一般の方からもレシピを募集して、

トウモロコシを使った料理を創作したいということでした。また、その成果を新た

な商品開発につなげていきたいということでした。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 山本委員。 

○山本武朝委員 ありがとうございます。 

浪岡ですからね、バサラコーンですね。雪室に入って糖度が増していますという

検証がされるのかと思いますので、それは期待いたします。 

 次に、答弁にもありましたけれども、この低温熟成施設の雪室は、試験研究施設

です。ここで保存した農産物等に関して、販売することは可能であるのか示してく

ださい。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。浪岡事務所副所長。 

○相馬紳一郎浪岡事務所副所長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 低温熟成施設で保存した農産物は販売できるのかというお尋ねでしたけれども、

市が指定管理者に示しております浪岡交流センターの管理運営業務仕様書というも

のがありますが、そちらでは指定管理者みずからが農産物等を販売目的で低温熟成

施設に貯蔵することは、原則的にしないことといたしておりますけれども、一般の
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方が、例えば農産物に付加価値をつけてブランド化を図るために試験的に低温熟成

施設のほうに農産物等を持ち込みまして、それを試験が終わった後に販売するとい

うことは可能といたしております。 

 ただ、公の施設ですので、使用の公平性を確保する観点から、貯蔵の申し込み状

況に応じて、貯蔵量の調整というのはさせていただくということにしております。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 山本委員。 

○山本武朝委員 答弁は了解しました。 

指定管理者みずからが販売できないのはもちろんであります。ただ、農産品を提

供した一般の農業者は、その試験が終わってから返していただいて販売できるとい

うことで、せっかくなので道の駅アップルヒルじゃないですけれども、ここのあぴ

ねすとかの前でちょっと販売していただいたり、雪室の施設のＰＲ効果もあります

ので、そういう利用があるのかなと思っております。 

 最後に要望を述べます。もう一度包括外部監査の指摘を読もうかと思ったんです

けれども、答弁にありましたので、まずしっかり指摘されておりますので、活用策

をしっかり管理者ともども、市もアイデアを出していくことを要望して、この項は

終わります。 

 ２つ目の質疑に入らせていただきます。２つ目はふるさと納税について。 

本市のふるさと納税による寄附金が年々ふえております。先日も常任委員会で報

告、また、つい昨日、地元紙にも報道があったところですが、平成 27 年度は１億

2230 万円、昨年度、平成 28 年度は約１億 8580 万円と、年々着実に増加してきてい

るわけですけれども、市はどのような取り組みを行ってきたのかお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。横内市民政策部理事。 

○横内修市民政策部理事 ふるさと納税をふやすための市のこれまでの取り組み

という御質疑でした。 

平成28年度の青森市ふるさと応援寄附制度による寄附金の実績は、１万2740件、

約６億 8580 万円となっており、１件５億円の寄附がありましたので、その分を除い

ても平成 27 年度と比較して、件数は 1.3 倍、金額は 1.5 倍に増加しており、毎年順

調に増加してきております。 

 寄附額増加に向けた取り組みについてですが、当該制度はふるさと納税を通じて

本市のまちづくり等に応援していただくという趣旨でありますことから、応援して

いただきたい事業や、寄附金を活用して実施した事業について、写真と解説を加え

ホームページで公開するなど、寄附される方にわかりやすく紹介してきたほか、各

地の県人会や都道府県等でのイベント等でのパンフレットの配布により、ＰＲに努

めてきたところであります。 

 また、平成 27 年１月から、ふるさと納税として本市へ１万円以上の寄附をしてい

ただいた方に、返礼品として、本市の魅力をアピールするために特産品等を進呈し



- 40 - 

ておりますが、平成 28 年度は、その種類を前年度の 72 種類から 155 種類へと充実

させたことも、寄附件数、金額の増加につながったものと考えております。 

○花田明仁委員長 山本委員。 

○山本武朝委員 ありがとうございます。 

着実に平成 27 年度から伸びていると。件数は 1.3 倍、金額も５億円を除いても

1.5 倍だということで。 

それでは、ふるさと納税をしていただいた方の中で、先ほども触れていましたけ

れども、１万円以上からということで、おそらく圧倒的に多いのは１万円だと思い

ます。１万円の納税者は何件か、また、納税者に対する割合もお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。横内市民政策部理事。 

○横内修市民政策部理事 寄附金額が１万円の平成28年度の件数ですが、１万1192

件。全体の約 88％となっております。 

○花田明仁委員長 山本委員。 

○山本武朝委員 ありがとうございます。 

全体の 88％ということで、大半が１万円の寄附者で、しかも進呈品、返礼品をい

ただくということで納税されるんだなという、数字の上でもはっきり出ているわけ

です。 

 さて、総務省は今年４月１日付の通知で、進呈品の調達用の寄附金額を３割以下

にするよう全国の自治体に要請していますが、本市における寄附額に対する進呈品

の調達費用の割合をお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。横内市民政策部理事。 

○横内修市民政策部理事 寄附額に対する進呈品の調達費用の割合についてであ

ります。 

本市では、返礼品の進呈を開始した当初から、寄附額に対する進呈品の額を基本

的に３割以内とした価格で調達してきたところです。その結果、寄附額全体に対す

る進呈品調達額の割合につきましては、平成 27 年度が 21.3％、平成 28 年度は 5.8％

ですが、このうち１件５億円の寄附分を除いた計算でいきますと、22.1%となります。 

○花田明仁委員長 山本委員。 

○山本武朝委員 ありがとうございます。 

本市は返礼品の割合、金額の調達費用の割合は、二十一、二％であるということ

がわかりました。 

さっき寄附者への進呈品――先ほども一昨年度が 72 品種から昨年度 155 品種と、

ラインナップも充実しているわけですけれども、この進呈品の提供事業の事業者の

選定に当たり、公平性をどのように保っているのか、その取り組みをお示しくださ

い。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。横内市民政策部理事。 

○横内修市民政策部理事 進呈品選定における公平性を保つための取り組みにつ
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いての御質疑でした。 

寄附者への進呈品として取り扱う商品は、４カ月ごとに入れかえを行っておりま

す。その商品の選定は、庁内関係部局や関係団体からの提案があった商品のほか、

事業者、生産者からも提案を募るなどし、行っております。 

 これらの商品につきましては、市内事業者により、市内で生産、製造または加工

したもの、もしくはこれらを原料とした商品、あるいは市内で提供されるサービス

という条件に適合するかどうか。また、衛生面に問題がなく、寄附者からの申し込

みに速やかに対応できる出荷体制となっているかどうかという条件のほか、今年度

からあおもり産品の販路拡大とＰＲ強化のため、あおもり地域ビジネス交流セン

ター「ＡｏＭｏＬｉｎｋ〜赤坂〜」への出展も条件としており、これらの条件を満

たしているか確認の上、公平公正に審査、選定を行っております。 

 なお、事業者、生産者に対しましては、市のホームページで広く提案を呼びかけ

ており、昨年度はサクランボやミニトマトなど、農家の方などから提案のあった商

品を選定しており、今年度も、若手農家の方からの提案により、新品種のリンゴを

進呈品に加えたほか、現在、夏からの進呈品追加に向け、野菜や果物など、商談を

進めているところです。 

 今後につきましても、広く市内の事業者、生産者の皆様からの御提案をいただく

ことにより、公平性を保ちながら寄附された方に喜んでいただける商品の提供がで

きるよう、進呈品の充実を図ってまいりたいと考えております。 

○花田明仁委員長 山本委員。 

○山本武朝委員 ありがとうございます。 

基本的に産品は受け付けると。ただ、さまざまな条件が今あるということで。今

年度から「ＡｏＭｏＬｉｎｋ〜赤坂〜」も出展が条件だということで、赤坂のほう

でもさまざまな商品を探して大変なので、その条件はありがたいなと思っておりま

す。 

進呈品の上位 10 社の欄が、この間も常任委員会でお示しだったそうですけれど

も、１位リンゴ、２位リンゴジュース、３位お米。活ホタテ、サクランボとずっと

続いてるんですけれども、やっぱり圧倒的に１位２位でリンゴ、リンゴジュースで

66％ということで、青森市はやっぱりリンゴなんだなあという思いでいっぱいであ

ります。 

そこで最後に確認いたしますが、この中にサクランボが挙げられています。実は

大変傷みやすいものです。これらリンゴ、サクランボなどの生の農産物出荷発送に

関して、品質管理、クレーム対応は、生産者としっかり打ち合わせすべきだと思い

ますが、その対応はどうなっているのかお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。横内市民政策部理事。 

○横内修市民政策部理事 ただいまの再質疑にお答えする前に、答弁の訂正をさせ

ていただきたいと思います。 
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先ほどの答弁の中で、各地の県人会や都道府県等でのと申し上げましたが、正し

くは各地の県人会や首都圏等でのイベントでありますので、謹んでおわびし訂正さ

せていただきます。申しわけございませんでした。 

 再度の御質疑は、農水産物の品質管理とクレーム対応について生産者としっかり

打ち合わせをすべきだといった御質疑でした。山本委員御指摘のとおり、商品に傷

んだものがある場合など、市にクレームが寄せられることがあります。そのため、

進呈品の調達、配送及び品質管理を委託しておりますヤマトホームコンビニエンス

株式会社と定期的な打ち合わせをしており、商品については細心の注意を払ってお

届けするよう依頼しております。 

 なお、クレームが寄せられた際には、市から寄附者におわびの御連絡をした後に、

ヤマトホームコンビニエンス株式会社と商品提供事業者、生産者に伝達し、代替品

を発送するなど、速やかに対応しているところです。 

○花田明仁委員長 山本委員。 

○山本武朝委員 以上で質疑を終わりますが、ふるさと納税、１億 2000 万円、昨年

は１億 8000 万円と、徐々にふえております。本市のさまざまな事業を支える大事な

ふるさと納税ですので、納税者が喜んでいただけるようしっかり取り組んでいただ

ければと思います。 

以上で終わります。 

○花田明仁委員長 この際、暫時休憩いたします。 

再開は午後３時 30 分からといたします。 

 

 午後２時 58 分休憩 

                          

 

午後３時 30 分再開 

 

○花田明仁委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

この際、申し上げます。本委員会の開催要領では、会議時間は午後５時までとなっ

ておりますが、あらかじめ会議時間を延長したいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○花田明仁委員長 それでは、あらかじめ会議時間を延長いたします。 

 質疑を続行いたします。 

次に、仲谷良子委員。 

○仲谷良子委員 社民党の仲谷良子です。 

 ３点質疑いたします。 

１点目は、旧駒込清掃工場について質疑します。 

 平成 19 年３月末に廃止した旧駒込清掃工場について、現在どのように管理して
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いるのか示してください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。環境部長。 

○小松文雄環境部長 旧駒込清掃工場の管理についての御質疑にお答えいたしま

す。 

 平成 19 年３月をもって廃止した旧駒込清掃工場につきましては、常駐する職員

がいなくなることから、敷地内への進入を防止するための防護柵の設置や、建物内

への進入を防止するための１階窓への合板の打ちつけを行いました。 

 現在、当該施設の日常的な施設管理といたしましては、定期的――大体２カ月に

１回程度ですが、定期的な施設周辺の見回り、年１回の敷地内の草刈りの実施、屋

上にたまった雨水の水抜き等を実施しております。また、敷地内の樹木が大きくな

りすぎ電波障害の原因になっているほか、大量に発生する落ち葉の片づけが大変で

あるという近隣住民からの御意見を踏まえ、平成 27 年度には、当該樹木を伐採した

ところであります。 

 市といたしましては、当該施設が近隣住民への迷惑にならないよう管理しており、

今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。 

○花田明仁委員長 仲谷委員。 

○仲谷良子委員 年１回、草取りをしているということでありますけれども、私い

つもあそこを通るたびに非常に見苦しいです。草がすごく高く生えてしまって、大

変見苦しい状態なんですけれども、現状のままの管理を続けていくのか、お尋ねい

たします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。環境部長。 

○小松文雄環境部長 旧駒込清掃工場の跡地につきましては、青森市ファシリティ

マネジメント推進基本方針に基づいて、検討していくこととしております。市とし

ての方向性が決まるまでは、現状の管理を続けていくこととなります。今後、当該

施設は年々老朽化してまいりますが、今後とも、近隣住民に御迷惑がかからないよ

う、引き続き適切に対応してまいります。 

○花田明仁委員長 仲谷委員。 

○仲谷良子委員 以前、大分前になりますけれども、私にも電話があって、子ども

たちの野球の練習場にお借りしたいというお話もありました。市として、それは貸

し付けができるのかどうなのか、お尋ねいたします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。環境部長。 

○小松文雄環境部長 土地の貸し付けに関しての再質疑ですが、現在、旧駒込清掃

工場内の土地は普通財産として管理しており、地方自治法第 238 条の５の規定によ

り、貸し付けができる土地であります。貸し付けする場合は、青森市財務規則第 203

条の規定により、貸付料を徴収しなければならないこととなっております。仮に、

平成 29 年度において貸し付けする場合は、１平米あたりの貸付単価が、１年間約

588 円。１日当たりの貸付料は、面積を乗じて得た金額の 365 日で割り返したもの
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となりますが、１平米当たり約 1.6 円ぐらいになります。例えば、清掃工場内にあ

るテニスコートとゲートボール場の面積が 1920 平米ありますので、この場合１日

当たりの貸付料は約 3100 円と算定されております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 仲谷委員。 

○仲谷良子委員 私にお電話くださった方は、草取りもみんなやるから無料で貸し

てほしいとのことだったのですけれども、金額を多分聞いたので、お借りしないこ

とになったのだろうと思います。 

 もし建物を解体するとしたら、解体費用は幾らぐらいかかるものなのでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。環境部長。 

○小松文雄環境部長 再質疑にお答えいたします。 

 平成 24 年度に一度試算しておりますが、この試算では旧駒込清掃工場の建屋の

解体にかかる費用として、約３億 1200 万円を見込んでおりましたが、５年経過後の

現時点においては、労務単価が上昇していることにより、これを上回るものと考え

ております。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 仲谷委員。 

○仲谷良子委員 解体も相当のお金がかかる。約３億 1200 万円もかかるというこ

となんですが、現在、優先順位でいくと、あれを利用するということがないという

ことで、今のところはどうにもできないことだろうと思います。担当職員の方には

大変申しわけないんですけれども、今、年１回草刈りをしているということで、春

と秋ぐらいに、年２回ぐらい草刈りをするともう少しいいのかな、草の伸び方もい

いのかなと思いますので、ぜひ理解していただけるように私から要望といたします。

この項はこれで終わります。 

 次に、労働関係法規等の講義についてです。 

 現在、労働関係法規等について、中学生にどのように教えているのか現状を示し

ていただきたいと思います。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員事務局理事。 

○工藤裕司教育委員会事務局理事 仲谷委員の中学生の労働関係法規等の学習状

況についての御質疑にお答えいたします。 

 教育委員会では、将来、社会に出て働く子どもたちが労働関係法規等について学

ぶことは、労働の意義や労働者の権利について学ぶだけではなく、労働関係のトラ

ブルから身を守るために大切なことであると考えております。 

 各中学校では、学習指導要領に基づいて、労働時間や賃金などの最低限度の基準

を示した労働基準法。労働者が労働条件を改善するために労働組合を結成できるこ

となどを定めた労働組合法。そして、労働者と雇用者の間に立って、意見の調整な

どを行うことを定めた労働関係調整法のいわゆる労働三法について学習しておりま
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す。指導に当たっては、過酷な労働により過労死に至る事例、そして、労働環境の

問題から起こる事故の事例など、近年社会問題となっている労働災害に係る具体的

な事例について触れることとしております。 

 教育委員会としては、これらの学習に資するよう、関係機関から提供された資料

及びリーフレット等を配布したり、学校訪問等において、その活用方法について指

導、助言したりしているところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 仲谷委員。 

○仲谷良子委員 ６月 18 日、つい最近の新聞に、「中高生向け労働法講義、制度利

用 本県低迷」と東奥日報に書かれております。それを見ましたら、中学生、高校

生を対象に、労働局の担当者が労働関係法の内容について講義する厚生労働省の講

師派遣制度なんだそうです。2011 年から運用を始めているということです。厚生労

働省が費用を負担するということでありますが、本県は 2014 年度から 2016 年度は

高校が１校だけ、本年度は中学校、高校それぞれ１校の申し込み。これも青森県の

労働局が、余りにも少ないために何とかということで呼びかけて、１校ずつ申し込

みになったということを書いておりました。私も以前にブラック企業、それからブ

ラックバイトについて、高校生でも非常にそれに巻き込まれることがあるので、学

生時代にきちんと理解が必要だというようなことも聞きました。 

この講義を、ぜひ中学生に対しても行うようにしたらどうかと考えますが、見解

を示していただきたいと思います。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局理事。 

○工藤裕司教育委員会事務局理事 中学生の労働関係法規等の講義について、教育

委員会の認識についての御質疑にお答えいたします。 

 厚生労働省が行っている労働関係法規等の講義は、経験豊富な職員が働く人たち

を守る法律について、具体的な事例を示しながらわかりやすく解説する内容となっ

ております。そのため、現在キャリア教育の一環として職場体験をしたり、社会科

学習において、労働の意義や労働者の権利について学んだりしている中学生にとっ

ては、大変有意義な講義であると認識しているところです。 

 教育委員会としては、厚生労働省が行っている労働関係法規等の講義について、

今後も学校訪問や各種研修会などを通して、周知に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 仲谷委員。 

○仲谷良子委員 ぜひその取り組みを進めていっていただきたいと思います。 

 この質疑はこれで終わります。 

ありがとうございました。 

 続きまして、青森駅を中心としたまちづくり基本計画の都市サービス施設につい
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て質疑します。都市サービス施設計画は今後どのようにするのか示していただきた

いと思います。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 仲谷委員から御質疑のありました都市サービス施設に

ついてお答えいたします。 

 青森駅周辺の整備につきましては、昨年７月１日に本市、青森県、ＪＲ東日本の

３者間におきまして、青森駅自由通路整備等に関する基本協定を締結し、その後、

昨年度末まで基本設計を行ってまいりました。現在は、今年度行う実施設計のため

の協定締結に向け、ＪＲ東日本等と協議を行っている状況です。 

 都市サービス施設につきましては、平成 24 年２月に策定いたしました青森駅を

中心としたまちづくり基本計画において、官民の連携により多様な都市サービス施

設の整備に取り組むことを位置づけているとともに、先ほど申し上げました基本協

定におきましても、市とＪＲ東日本が協力して検討することとしているところです。 

○花田明仁委員長 仲谷委員。 

○仲谷良子委員 第１回定例会で中田議員が、都市サービス施設について一般質問

いたしました。金子前都市整備部長が、まちづくり基本計画を踏まえまして、検討

を進めさせていただきたいと考えていると答弁していますが、今後進めていくと考

えていいのでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 御質疑のありました都市サービス施設につきましては、

先ほども申し上げましたとおり、ＪＲ東日本と締結をいたしました青森駅自由通路

整備等に関する基本協定の内容を踏まえるとともに、現駅舎撤去後の工事着手とな

りますことから、それまでの期間を活用しながら、今後協議、検討を進めてまいり

たいと考えております。 

○花田明仁委員長 仲谷委員。 

○仲谷良子委員 そういたしますと、検討を進めさせていただきたいと考えている

ということは、私はこの答弁を聞いたときに、検討を進めさせていくということは

進めることだなと思ったんですが、今の都市整備部長の御答弁ではまだ何も決まっ

ていないということなんですけれども、前の都市整備部長との整合性がとれないん

じゃないですか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 先ほども申し上げましたとおり、基本協定におきまして、東口駅舎跡地の有効活

用策につきましては、青森市とＪＲ東日本が協力して検討するということになって

おりますので、これに基づきまして、今後検討を進めていきたいと考えているとい

うことです。 

○花田明仁委員長 仲谷委員。 
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○仲谷良子委員 検討を進めていきたいというのは、都市サービス施設について検

討を進めていくというふうに捉えていいでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 東口駅舎の跡地の有効活用策については、青森市及びＪＲ東日本が協力して検討

することと基本協定ではなっております。また、先ほど申し上げましたまちづくり

基本計画におきまして、都市サービス施設についても位置づけられているというこ

とですので、これについて、今後協議、検討を進めていくということですけれども、

これから青森駅自由通路の整備の実施設計を行っていくということですので、現駅

舎撤去後の工事着手となりますことから、まずは自由通路の実施設計等を着実に進

めてまいりたいと考えています。 

○花田明仁委員長 仲谷委員。 

○仲谷良子委員 それでは、中田議員に答弁したことではないということで受けと

めてもよろしいでしょうか。まちづくり基本計画を踏まえまして――何度も中田議

員は聞いているんです。都市サービス施設について、本当にやるのかということで、

何度も質問しています。それで検討を進めさせていただきたいと考えているという

ことは、私はこの都市サービス施設を進めていくものだなと受けとめたんです。で

も同じ答弁でしょう。今、何度も質疑したって同じ答弁でしょう。 

 変えます。やるかやらないかわかっていないんだなと、まだ進めていくかどうだ

かわからないんだなということです。でもいろんなこちらの疑問がありますのでお

聞きします。 

 まず、どこが主体で都市サービス施設を建設するのか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 都市サービス施設について、どこが整備をするのかという御質疑ですけれども、

それも含めましてＪＲ東日本と協議、検討を進めていくということであります。 

○花田明仁委員長 仲谷委員。 

○仲谷良子委員 ＪＲ東日本と青森市しかないですよね――青森県は入ってはい

ますけれども、施設の主体になっていくのはどっちかじゃないですか。 

 それでは、管理していくということも、どこかわからないということでしょう。

主体がどこかわからないから、管理はどこがしていくのかと聞いても答えられない

ですよね。聞き取りのときにほとんどかみ合わないでしょうと言われたんですが、

一方的に言わせていただきたいと思います。 

 これまで、商業サービス施設と公共公益施設の複合化として整備すると計画され

ていましたけれども、アウガに窓口部門がほとんど入ることになりましたが、公共

公益施設はどのようなことが考えられるのか質疑します。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 
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○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 御質疑で公共公益施設について、どのようなものが入るのかということですけれ

ども、具体的な内容につきましては、今後ＪＲ東日本と協議、検討していくことと

しているところです。 

○花田明仁委員長 仲谷委員。 

○仲谷良子委員 ほとんどかみ合わないのですが、私は、市長が 10 階建て 100 億

円の新庁舎を建設する余裕は青森市にないと。これは選挙期間中も言ってきたこと

だし、選挙後も言ってきたことです。だから３階建ての新庁舎にし、アウガにも窓

口部門を置いて、改装費も極力切り詰めてきたと。私はこれまでも質問してきまし

た平和大使のことでも、わずか 127 万 1000 円の平和大使事業も多額の経費がかかっ

ていると廃止したことなどから考えて、都市サービス施設にかける財政的な余裕が

あるのかどうなのかお聞きします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 都市サービス施設にかける財政的な余裕があるのかという御質疑ですけれども、

先ほども申し上げましたとおり、何をつくるのか、誰が整備するのかということも

含めまして、今後ＪＲ東日本と協議、検討していくということですので、現時点で

整備費等もお示しできる段階ではありませんので、財政的な余裕があるのかという

ことについてもお答えできないという状況であります。 

○花田明仁委員長 仲谷委員。 

○仲谷良子委員 100 億円もかける余裕がないと言いながら、もしこの施設をつく

るとしたら、私は何のために切り詰めてきたのかなと思うんです。つくるとしたら

ですよ。まだこれは全然決定されていないということになっておりますので、まだ

決まっていないんだなと受けとめます。 

 もし、市には庁舎に 100 億もかける余裕がないんだ、だからさまざまなものを切

り詰めていかなければいけないと言いながら、都市サービス施設をつくるのだった

ら、私は市民に対して本当に言いわけできるのかなと思うんです。都市サービス施

設をつくるために新庁舎の予算を切り詰めたとしか思えないんです。もしつくると

したらですよ。ここでは予算を聞いても答えないと思って聞きませんでしたけれど

も、予算だってさまざまな予算がこれくらいかかるんじゃないかというのも、これ

まで言ってきたことなんです。30 億円かかるかもしれない、もっとかかるかもしれ

ない、100 億円近いんじゃないかとそんな臆測が随分出されてきました。 

 だから、どれくらいかかるかわからないということが――つくるかつくらないか

も今のところではわからないという、今後もそうやってずっといくんだろうと思い

ますけれども、もしそれをつくるのだとしたら、きちんとした説明責任が市にはあ

ると思います。こんなに切り詰めた予算をつくって、庁舎も 10 階から３階建てにし

たと。アウガにもギリギリとみんな入れたということで、それについて私は、今後
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それが整備するということになったときの市民に対しての説明は、本当にきちんと

したものでなければならないと思います。 

決定する前に予算を含めて、市民の意見を聞くべきだと思いますが、どのように

考えますでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 都市サービス施設を整備するに当たって、意見を踏まえるべきではないかという

御質疑ですけれども、先ほども申し上げましたとおり、都市サービス施設につきま

しては、基本協定の内容を踏まえまして、今後ＪＲ東日本と協議、検討していくこ

ととしているものですので、現時点でそういった手法等についてお答えできる状況

にはないというところです。 

○花田明仁委員長 仲谷委員。 

○仲谷良子委員 そうですか。前の都市整備部長は、市民の意見もきちんと聞くと

答弁しています。ですから、それはきちんと私はやっていただきたいと思います。 

例えばの話で、市民の意見を聞くとしたら、どんな場が考えられますか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

先ほどから御質疑いただいております都市サービス施設につきましては、具体的

な内容をこれから協議、検討していくということですので、どのようなことがある

かということについてはお答えできないところですけれども、例えばということで

すので、一般的な話といたしまして、例えば、現在整備しております青森駅自由通

路につきましては、市民参加のワークショップなどを利用しているところです。 

○花田明仁委員長 仲谷委員。 

○仲谷良子委員 要望であります。この都市サービス施設を整備するときは、本当

にきちんとした市民に対しての説明責任が市にはあると思っています。市長に投票

した人でも全てをお任せしたわけではないんです。ここだって３階建てにつくると

言ったのは、市長が選挙のときに言ったわけではないでしょう。ただ、10 階建てに

もお金がそんなにかけらない、100 億円もかける余裕がないと市長はそう言ってき

たけれども、誰も３階建てなんて思わなかった。アウガに全部入るなんて思わなかっ

たわけです。ですから、そのときは、市民に対してはうそ、偽りのない説明をこれ

からきちんとしていただきたいと要望いたします。終わります。 

○花田明仁委員長 次に、中田靖人委員。 

○中田靖人委員 自由民主党の中田靖人です。 

 それでは款項目、第８款土木費第４項都市計画費第１目都市計画総務費及び第７

款商工費第１項商工費第２目商工業振興費に関連して、質疑してまいります。 

 一般質問でも取り上げておりますけれども、中心市街地活性化基本計画、それか

ら立地適正化計画について質疑してまいります。 
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 まず、第２期青森市中心市街地活性化基本計画の策定過程は、これまでどういっ

た経緯を経て策定されてきたのか、お示しいただけますでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 第２期青森市中心市街地活性化基本計画の策定経過につい

ての御質疑にお答えいたします。 

 中心市街地活性化基本計画に係る国の認定につきましては、計画の方針や、活性

化を実現するために重要となる事業等を整理した上で、国と事前相談、調整を行う

こととされています。 

 そのため、第２期計画の策定に当たりましては、第１期計画と継続した平成 24 年

度を始期とする計画の認定を目指しまして、国と事前相談、調整を行いました上で、

平成 23 年 10 月に新たな計画を策定することについて国の了解を得まして、12 月に

は計画素案を取りまとめております。 

 その後、平成 24 年１月の市民並びに関係機関等からの意見聴取を経た後に、２月

に国へ認定申請を行い、３月 29 日に認定を受けたところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中田委員。 

○中田靖人委員 今の経済部長の答弁で、平成 23 年 10 月、国の了解を経て 12 月

に素案をまとめ、平成 24 年１月、市民及び関係機関からの意見聴取を行って、２月

に国に認定の申請をしたと。そして平成 24 年３月 29 日、国から正式に認定を受け

たという経緯が示されました。第２期青森市中心市街地活性化基本計画の策定まで

に、少なくとも約半年の期間を要していたということがわかりました。 

 一般質問でも指摘しましたけれども、来年の４月に切れ間なく、第３期青森市中

心市街地活性化基本計画を策定していくということにするのであれば、既に準備を

始めなくてはならないと思いますけれども、新規計画の策定において、具体的にど

のようなことが求められるのかお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 来年４月に切れ間なく中心市街地活性化基本計画に取り組

むためには、新規計画の策定においてどのようなことが求められるのかという御質

疑であります。 

 国の中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアルによりますと、基本計画の策

定に先立ちまして、現行の認定基本計画について検証を行い、その成果や反省を踏

まえて基本計画を作成することが求められているところです。 

 また、新たな基本計画の策定に当たりましては、中心市街地活性化協議会等が組

織され、十分な協議が行われ理解が得られていること。基本計画に掲げる事業等が

厳選されたものとなっていること。基本計画に掲載された事業等が円滑かつ確実に

実施されることが見込まれ、それらの事業等の実施が中心市街地の区域の活性化に

相当程度寄与することが合理的に説明されていることなどが、基本計画認定の要件
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として示されております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中田委員。 

○中田靖人委員 今の答弁で、第２期の検証、反省を踏まえて、第３期においては

３つ検討する項目があると。１つには中心市街地活性化協議会との協議、そして理

解を得るようにすること。そして事業の裏づけがとれること。事業が確実に実施さ

れていく見込みがあること、合理的に説明されていること。これらが求められると

いうことでした。 

 この３つのうちの中心市街地活性化協議会とは現時点でも協議が進められている

のか、ちょっとお示しいただけますか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 中心市街地活性化協議会との協議が進められているかとい

うお尋ねであります。 

 中心市街地活性化協議会におきましては、定期的に会議を開催しておりまして、

その中で継続的に具体的に計画づくりというところまでは至っておりませんが、中

心市街地の活性化については常々協議を行っております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中田委員。 

○中田靖人委員 今の経済部長の答弁で、中心市街地活性化協議会とは定期的に会

議を開いて、常々協議しているという説明でした。 

 ということは、中心市街地活性化協議会については、第３期策定に向けて市は動

いているというふうに認識していると思いますけれども、市の見解はどうでしょう

か。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 第３期の中心市街地活性化基本計画に関する市の認識とい

うことですが、一般質問でも答弁申し上げましたが、市としては第３期青森市中心

市街地活性化基本計画につきましては、現在検討を進めております立地適正化計画

の策定過程において、人口減少社会における今後の国との施策の方向性や中心市街

地における民間のまちづくりの動向など、さまざまな環境変化を見きわめながらそ

の必要性も含め検討をする必要があると認識しているところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中田委員。 

○中田靖人委員 ちょっと角度を変えますけれども、中心市街地活性化基本計画の

認定と連携した経済産業省の支援策にはどういったものがありますでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 中心市街地活性化基本計画と連携した経済産業省の支援策

にどのようなものがあるかという御質疑であります。 
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 経済産業省におけます認定と連携した支援策の一例といたしましては、まちなか

の商機能の活性化、維持を図る先導的・実証的な商業施設等の整備への補助金であ

ります地域・まちなか商業活性化支援事業補助金や、あるいは中心市街地活性化に

関する課題について、専門知識等を有するアドバイザーを派遣する中心市街地商業

活性化アドバイザー派遣事業などがあります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中田委員。 

○中田靖人委員 今の経済部長答弁で出ております地域・まちなか商業活性化支援

事業補助金、それからアドバイザーを派遣する中心市街地商業活性化アドバイザー

派遣事業、ほかにもあると思いますけれども、こういったものがあると。 

 先ほど、私がこの質疑をする前のほうで、一般質問でも御答弁いただきましたけ

れども、立地適正化計画のほうの策定段階で第３期青森市中心市街地活性化基本計

画の策定の必要性も含めて検討していくというふうな御答弁でした。今の質疑もそ

ういうふうな御答弁でしたけれども、中心市街地活性化基本計画だから担える補助

金というのがあると思います。それは先ほど聞きまして、経済産業省のほうの例え

で出していただきましたけれども、私から見るとソフト的な部分が大きいのかなと。

立地適正化計画というのはどちらかというとハードで、全体的な総論になっていく

のかなと思っております。 

 ただ、一番最初に聞きましたけれども、中心市街地活性化基本計画の策定には約

半年かかるとなると、物理的に間に合わなくなるんじゃないのかなというのが懸念

されております。１年間の延長を第２期のほうでしておりますけれども、この期限

というのが来年の３月までということになっております。となると、やはり今の段

階からもう第３期青森市中心市街地活性化基本計画の策定に向けての準備は、進め

なくてはならないのかなと思っておりましたが、立地適正化計画を優先順位として

いくのであれば、中心市街地活性化基本計画のほうがその策定過程において必要が

ないとみなされた場合には、もしかしたら第３期がないということも言葉を裏返せ

ばあるのかなと思います。 

 ちょっと１点、経済産業省の補助金を活用している事業というのはありますで

しょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 現在の第２期基本計画に位置づけている事業の中におきま

しては、今年度においては経済産業省所管の補助金を活用している事業はありませ

ん。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中田委員。 

○中田靖人委員 新規計画を策定しなければ、認定と連携した支援策が活用できな

くなると思いますけれども、市の見解をお示しください。 
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○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 新規の計画を策定しないと、認定と連携した支援策が活用で

きなくなると思うがどうかというお尋ねであります。 

 中心市街地活性化基本計画の位置づけが必須となっている国の支援策につきまし

ては、確かに活用できなくなるのですが、現在のところ経済産業省所管の補助事業

を活用する具体的な民間の取り組みの予定については把握していないところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中田委員。 

○中田靖人委員 先ほどの中心市街地活性化協議会との協議の中で、今後新規事業

が立ち上がる可能性というのはないのでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 中心市街地活性化協議会の中の議論で、今後補助事業を使う

ような事業の議論がないかということですが、現在のところは具体的に経済産業省

の補助を使うような、いわゆる基本計画への位置づけが必須となっているようなも

ので経済産業省の事業を活用するものについて、事業の具体的な検討は特にないよ

うに聞いております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中田委員。 

○中田靖人委員 来年の３月までに第３期青森市中心市街地活性化基本計画の策

定が間に合わないとなった場合、第３期青森市中心市街地活性化基本計画は一旦停

止して、準備が整い次第、再度、国とやりとりして策定するということは可能なの

でしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 中心市街地活性化基本計画についての策定の基本的な考え

ですが、まず市としては、１つに、青森駅を含む中心市街地につきましては、今後

はビジネスを起業し、雇用を生み、さらには新たな産業を育成するスタートアップ

の場としての潜在力を生かしていく必要があると考えています。２つには、基本計

画に位置づける事業への国の支援のあり方が見直されてきておりまして、その動向

を見きわめる必要があること。また３つには、アウガへの市役所窓口機能の移転等

を契機とした民間のまちづくりの気運の高まりや事業熟度を見きわめていく必要が

あること。これらを総合的に判断する必要があると考えておりまして、策定の必要

性も含め、時期を定めずに検討してまいりたいと考えているところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中田委員。 

○中田靖人委員 私が聞いたのはちょっと違うんですけれども、来年の３月までに

第３期青森市中心市街地活性化基本計画の策定が間に合わなかった場合、そのとき

には必要性も含めて検討していくということでしたけれども、例えば１年後とかに
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第３期を策定しますということが可能なのか。要は間があいてしまうということは

可能なのか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 来年度、第３期青森市中心市街地活性化基本計画の策定が間

に合わなかったときに、その後、１年か何年かで策定することは可能なのかという

お尋ねですが、制度上は可能であると考えられます。 

○花田明仁委員長 中田委員。 

○中田靖人委員 制度上可能であると。そうすると間があいても、もう一度第３期

を策定することは可能であるという今の経済部長の答弁でしたので、仮に立地適正

化計画策定段階で間に合わなかったという場合にも、中心市街地活性化基本計画と

いうのは進めていくということも可能性としてあるということが示されました。 

 それでは、時間がないので立地適正化計画については私のほうからお話しして終

わりたいと思います。 

 中心市街地活性化基本計画との連携をしていくと。これを庁内で各計画とも整合

性がとれるように連携しながら、速やかに取り組んでいただきたいということを要

望して、この項については終わりますけれども、先ほど仲谷委員から出ておりまし

たが、現在、中心市街地活性化基本計画の中には、青森駅を中心としたまちづくり

基本計画も策定されております。また、青森駅まちづくり有識者会議、市民とか有

識者の方が入っての会議も存在しております。こういったもろもろのところとも

しっかりと意見を聞きながら、第３期に向けた策定を速やかに進めていただきたい

ということを要望して、この項については終わります。 

 次に、第 10 款教育費第６項保健体育費第１目保健体育総務費に関連して、一般質

問でも取り上げましたけれども、青森国体について確認していきたいと思います。 

 国体が 2025 年の８年後ということで――あすなろ国体のころは余り記憶がない

んですけれども、これまで私も今は面影ないんですけれども陸上選手でした。大分

痩せておりまして、高校３年間それから大学２年間出て、５回青森県代表として出

場しております。沖縄、京都、札幌、山形、あともう１カ所どこだか出ておりまし

たけれども、それが青森で開催されるということで、これを成功に導くための取り

組みをやっていただきたいと思っております。 

 青森市では、国体の開催地について、昨年実施した開催希望協議意向調査で本市

では 14 競技希望して、そのうち 11 競技が選定されているということでしたけれど

も、第一次選定で会場地が選定されていない競技をお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 中田委員の青森国体において会場地が選

定されていない競技についての御質疑にお答えいたします。 

 青森国体の各競技会場につきましては、本年４月 19 日、県準備委員会第２回常任

委員会において、本市開催競技 11 競技を含む 29 競技が県内各市町村を会場地とし
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て選定されました。 

 しかしながら、本市開催競技として選定されていたボクシング競技につきまして

は、青森国体ではクレー射撃とともに隔年実施競技とされており、去る６月 16 日、

公益財団法人日本体育協会の国民体育大会委員会において、青森国体の隔年実施競

技がクレー射撃に決定したことにより、実施しないこととなりました。この結果、

現時点におきまして、本市開催競技は 10 競技を予定しているところです。 

 青森国体における正式競技及び特別競技のうち、第一次選定として選定されてい

ない競技は、水泳、ボート、ホッケー、セーリング、軟式野球、馬術、ライフル射

撃、山岳、銃剣道、クレー射撃の 10 競技であります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 中田委員。 

○中田靖人委員 ボクシングがなくなったということは、青森産業会館で開催予定

だったけれども、青森市のほうで開催競技が１つなくなったということですね。 

 済みません、ちょっといろいろあったんですけれども時間がないので、国体開催

の本市負担のことも一般質問で取り上げましたけれども、この件に絞っていきたい

と思います。 

 青森国体開催のための経費をどのようにして今後、青森市として捻出していくの

かということが、大きな課題になってくると思います。他都市――これまで開催し

てきた先催都市の費用捻出方法を、どのように取り組んできたのかというのをお示

しいただきたいと思うんですけれども、聞き取りの段階で、福井県の取り組みのこ

とはお話しさせていただきました。ふるさと納税を活用する方法で、寄附金を募っ

ていくという方法については私は傾聴に値すると思っておりますが、そのほかにど

ういった例があるのかお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 中田委員の他都市での国体に当たっての

財源の捻出方法についての御質疑にお答えいたします。 

本市と同規模の先催都市の状況ですけれども、平成 28 年の盛岡市と、平成 26 年

の長崎市では開催年の運営費を一般財源から一括で支出しているというのがありま

す。ただ、平成 27 年開催の和歌山市ですけれども、開催の４年前に国体開催のため

の基金を設立しまして、平成 23 年には４億円、平成 24 年には２億円を積み立てし

て、国体開催の財源としております。 

 そのほか、県の取り組みですけれども、ことし開催の愛媛県ですとか、今、委員

から御紹介ありました平成 30 年開催の福井県ですけれども、それも国体開催に係

る基金を設立するとともに、県民及び企業から募金、協賛金を募って国体の財源と

しております。本県におきましても、今年度国民体育大会の開催基金を設立したと

聞いております。 

 以上でございます。 
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○花田明仁委員長 中田委員。 

○中田靖人委員 先ほど、公明党の山本委員のふるさと納税の件でも示されており

ましたけれども、平成 28 年で１万件以上の寄附があって、総額６億 8000 万円、５

億円は特別ですけれども、それを引くと１億 8000 万円です。だいたい 1.3 倍から

1.5 倍くらいに膨らんできているということでした。 

 国体を契機として、青森市をＰＲしていく１つのツールにもなり得るし、青森市

出身の県外にいらっしゃる方々で、青森市の国体を大きく成功に導いていきたいと

いうことのＰＲをしていただきたいと思います。そのあたりは、早めに策定してい

ただきたいということを要望します。 

 それで１つ確認なんですけれども、仮にふるさと納税で寄附が募られた場合に、

それは開催年度まで積み立てしていくことは可能なんでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 ふるさと納税の積み立てが可能かということですけれども、私そこの財政的なこ

とは余り明るくないので、それについては申しわけないのですが、もし財務部のほ

うでわかればお答えを。 

○花田明仁委員長 答弁できますか。市民政策部長。 

○福井正樹市民政策部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 ふるさと納税で市のほうに受け入れしたものにつきましては、活用までの間、基

金のほうに積むことになっています。どういう形で活用するかということについて

決まれば、基金から繰り出してということは可能だと思いますので、その辺は今後

どういうふうに活用するかということが決まれば、そこは柔軟に対応できるものと

考えております。 

○花田明仁委員長 中田委員。 

○中田靖人委員 一般質問でもお話ししましたけれども、愛媛県とかは平成 17 年

度から条例化して、大分長い期間かけて企業、それから一般市民の方々からの寄附

を募りながら、その財源に充ててきたということもあります。 

 単年度でいきなり８億円から 10 億円捻出するというのは、財政調整積立金のほ

うに積み立てしていたとしても大変な財政負担になると思いますので、私は１つの

方法としてふるさと納税を活用して、今の市民政策部長の話ですと、基金のほうに

積み立てという形でやっていこうと思えば、ふるさと納税で積み立てできるという

ことでしたので、十分検討していただきたいということを要望して終わります。 

○花田明仁委員長 次に、橋本尚美委員。 

○橋本尚美委員 無所属、橋本尚美です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ２つ質疑がありますが、最初は市民病院の医療機器の更新、胃カメラについての

質疑です。 

 青森市公立病院改革プラン 2016―2020 には、急性期病院としての機能強化を主
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な取り組みとして、医療機器の更新や最新機器の導入による高度医療提供体制の維

持とありますが、消化器内科の胃カメラの更新はどのようになっているのかお示し

ください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。市民病院事務局長。 

○木村文人市民病院事務局長 橋本委員の市民病院の医療機器の更新についての

御質疑にお答えいたします。 

 市民病院の医療機器につきましては、急性期機能の維持強化を図り、地域の中核

病院として地域医療の確保と安心できる良質な医療を提供するため、医療機器の必

要性、採算性及び緊急性等を考慮し、毎年度更新しているところです。 

 お尋ねの消化器内科で使用しております胃カメラにつきましても、平成 28 年度

に上部消化管汎用ビデオスコープを３本更新しており、いずれもその時点で最新型

のものとなっております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 橋本委員。 

○橋本尚美委員 ありがとうございました。 

 私は全くの素人ですので、専門的な知見はないので、インターネットなどでいろ

いろ調べておりました。検索しますと、まず真っ先に苦痛の少ない胃カメラという

ことで、最近は特に、太さが讃岐うどん程度で５ミリメートル程度のもの、そして

さらに性能も非常によいというものが開発されております。青森市内の個人病院で

も 13 件、ずらりと出てまいります。私も実際に行った個人病院ですと、待合室に写

真、ポスターが張ってあって、鼻からでも口からでも、どちちからでも希望に応じ

て選択できますと紹介もありました。 

 このように、細いものが主流になっているようですが、市民病院にちょっと聞き

ましたら、昨年度購入した３本は全部太いんです。最新の細さに比べて倍くらいの

太いものなんです。実際に検査した方の印象ですと、やっぱり随分負担がなくなっ

て楽になったと聞いておりますが、なぜ前年度購入した最新のタイプのものであっ

ても、３本とも全て太いタイプの機種を選んだのか理由をお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。市民病院事務局長。 

○木村文人市民病院事務局長 外径が細いタイプのスコープより、外径が太いス

コープを選んだ理由といたしましては、まず１つに、解析度が高いということがあ

ります。２つに、定期検査にも使用でき、かつ治療や処置にも利用可能であるとい

うこと。３つに、ズーム機能が搭載されていることなどによるものです。 

 当院を受診する患者さんにおきましては、個人病院からの紹介状により、当院を

受診し検査を受けられております。そのため、何らかの症状である患者さんであっ

たり、処置を要する患者さんの検査が多いという状況にあります。そのようなこと

から、検査、治療及び処置等をより確実に行うため、従前と同じ太さの胃カメラを

選定したところです。 
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 以上でございます。 

○花田明仁委員長 橋本委員。 

○橋本尚美委員 確かにズームですとか解析の度合いですとか、専門的なところで

は理由があっての選択かと受けとめましたが、性能の向上や高画質の進歩が目覚し

いということをお聞きしたりすると、できれば負担が少なくて細くて、さらに性能

もいいものを購入できないものかなと勝手ながら思ってしまうところがあります。

それで、現在 13 本ある胃カメラの一覧も手元にいただいているんですけれども、１

本が５ミリメートルで鼻用となっていまして、処置用というのが２本あって、あと

は空欄なので備考のところでもどういうものに使うかわからないんです。一般的な

検査であれば、最新型の細い５ミリメートル程度のものでも検査可能ということだ

と思います。市民病院で、例えば念のためにやりましょうとか、紹介されて何か発

見があって検査する患者さんでなければ、全く何も処置をしないで胃カメラを飲む

ということもいろいろあると思うんです。それであってもやっぱりこの太いので検

査しなければならないとなると、ちょっとそこのところで患者負担が大きいのでは

ないかと私は思うのですが、そういった点でどのように受けとめていますか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。市民病院事務局長。 

○木村文人市民病院事務局長 まず先ほども御答弁を申し上げたとおり、市民病院

の役割というのが、いわゆる検査とかそういう簡単な治療ということでの役割を

担っている病院ではなくて、急性期の医療を提供するという担いがありますので、

その担いに見合った医療器具の購入をしていくということになろうかと思いますの

で、処置であったりとか治療であったりとか、そういうものも可能な太めな胃カメ

ラを導入しているところです。 

○花田明仁委員長 橋本委員。 

○橋本尚美委員 私も昨年度、盲腸で入院して、念のために胃も腸もやっておきま

しょうねということでの検査も受けるんです。そうなると、何の異常もない場合も

やはりこのように検査を受けるので、できましたら今後更新する際にはそういった

患者負担を考えて、一般的な検査にも十分可能である最新の細いタイプも購入して

ほしいと要望いたします。市民病院の件は以上です。 

ありがとうございました。 

 次は、アウガの駐車場の質疑です。 

 来年１月にいよいよ総合窓口が開設となってオープンします。３月、４月など繁

忙期には駐車場の混雑が心配です。駐車場の出入り口付近や、また駐車場の流れを

スムーズにするために、混雑時を想定した料金所での精算方法を考えておいたほう

がいいかと思いますが、市の見解をお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 アウガ駐車場についての料金所の精算方法についての御質

疑にお答えいたします。 
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 アウガ駐車料金の精算に当たりましては、駐車場の出口に料金所を２カ所設置し

ており、通常時は１カ所を開設しているところです。ねぶた祭を初め、土日・祝日

など中心市街地でイベントが開催され、駐車場利用者の増加が見込まれる際には、

２カ所とも開設し、駐車場の出庫をスムーズにできるよう対応してきたところです。 

 今後、アウガへ市役所庁舎機能が移転した場合においても、多くの利用者が見込

まれる際には、これまで同様、料金所を２カ所開設することで対応してまいりたい

と考えております。 

 なお、アウガへの移転後において、駐車場利用に関して、利用者に御不便をおか

けするような事態がある場合には、速やかにその対策を講じてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 橋本委員。 

○橋本尚美委員 ありがとうございました。 

 イベント時でさらに転出・転入などで市民課がにぎわう季節は、私も今から本当

に心配するところなのですが、迷惑があるような場合には速やかに対応という御答

弁ですと、やっぱり今から何らかの対策を備えておく必要があるのではないかと思

います。 

 それで私なりに考えていたんですけれども、これまで事前精算機が３台アウガに

ありました。２台はもう撤去されていて、１台は５階の駐車場のところに故障中と

いう張り紙があって、まだ置かれていたかと思います。その実績をデータでいただ

きましたが、丸々年間通じてデータ化されているのが平成 27 年度なんですけれど

も、まず２階の事前精算機は、全体の駐車場の台数に占める割合は、わずか 1.9％。

５階の事前精算機は 3.5％。また地下の駐車場は 5.1％と、いずれにしましても余り

機械での精算が使われていなかったということになります。 

 私は、よく５階でこの機械を使って便利なものだなと実感していましたけれども、

現実問題余り使う人がいないのだなと受けとめました。それで、今現在は全く事前

精算機が使えない状況にありますので考えたのですが、実際に料金所で大きなお札

しかないということに気づいたりですとか、また慌てて駐車券を探したりですとか

トラブルがあったりなどして、長蛇の列ができるのではないかなということも懸念

されます。 

 それで例えばですが、総合案内インフォメーションなどのところで現金扱い、つ

り銭なども済ませてしまって、実際に料金所に行ったときには、無料と言いますか、

お金を介さないでただただ駐車券を差し出すだけで、スルーできるような状況に

持っていければ、スムーズに駐車場が流れるのではないかなとイメージしているん

です。もちろん全ての人がそのような手続をとるということは考えられませんので、

何割かの人でもそれを率先してやっていただければ、多少なりとも流れがよくなる

と考えたのですが、このアイデアに関しましては市はどう考えますか。 
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○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 お答えいたします。 

駐車場に関するさまざまな精算方法がありまして、橋本委員御提案の方法もその

うちの一つだとは存じます。現在、市の施設を使った場合の方と、そのほかに近隣

の商店街の利用券をお持ちの方、さらに地下の市場で買い物した方、複数の場所で

複数の割り引き、いわゆる駐車料金が無料になるというような券の発行をしていま

す。それらを 1 つに合わせてということになりますと、結局のところ料金所は人で

の確認というほうが効率的な場合もあります。 

 したがいまして、さまざまな料金の精算方法はいろいろと考えられますけれども、

今後ともよりお客様に迷惑のかからないように、速やかな精算ができるような方策

については今後も検討を続けてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 橋本委員。 

○橋本尚美委員 ありがとうございます。 

 聞き取りの際も数種類の駐車券があるということで、やはり全体的に人での確認

が必要だということは私も理解しました。料金所でのやりとりで渋滞が生じるので

あれば、先ほど紹介したような形で、そこに行く前に精算ができていればまた違う

かなと考えますので、もし実際に頻発して車が列をなしたりする場合が生じました

ら、御一考いただければと思います。 

 今回は駐車場内部での渋滞と言いますか、混雑を想定して質疑しましたが、以前

からたくさんの議員の方々も周辺道路の渋滞を懸念していますので、事前の対策と

しても考えておいていただければと、道路のこともよろしくお願い申し上げまして、

質疑を終わります。 

 ありがとうございました。 

○花田明仁委員長 次に、小倉尚裕委員。 

○小倉尚裕委員 新政無所属の会、小倉尚裕です。 

 いじめについて、質疑いたします。 

 いじめを訴えて自殺をした、青森市立浪岡中学校２年、葛西りまさん、当時 13 歳

を無料通信アプリＬＩＮＥ上で中傷したとして、青森南署と青森県警少年課が同校

の女子生徒 10 人弱を侮辱や名誉毀損の疑いで調査し、児童福祉法に基づいて児童

相談所に通報した。そして、青森県警幹部によると、子どものいじめ問題をめぐり、

警察がＬＩＮＥなどのインターネット上の中傷を通告するというのは、全国でもな

い、異例だと言う。通報された生徒 10 人弱は、いずれも中傷した疑いのある時期に

12 歳から 13 歳で刑事上責任を問われない触法少年、いわゆる 14 歳未満に該当す

る。したがって、青森県警は生徒たちに専門機関による指導が必要だと判断して、

児童相談所に通告した。青森県警はこれまでに葛西さんに関係するＬＩＮＥの履歴

を調べる一方、同校の生徒数十人から任意で事情を聴取した。葛西さんが１年、２
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年、いずれもＬＩＮＥ上や学校生活で、今回通告された生徒たちから事実無根のう

わさを流されたり、また、容姿を侮辱されるなど、中傷を受けたとみて、慎重に調

べを進めてきた。捜査関係者によると、中傷が書き込まれたとされる当時、ＬＩＮ

Ｅ上は多数の生徒が閲覧できる状態であった。青森県警はこの点を踏まえ、いわれ

のない批判が他の生徒に広がるおそれが十分あり、刑法が定める侮辱罪や成立に必

要な必然性を満たしているとの見方を固めた。 

 今回の問題は、やはりいじめはあったということであります。大人が子どもたち

に、改めていじめというのは罪である、そしてまた罪は罪、罰は罰であるというこ

とを教えていかなければなりません。したがって市議会も、まずはいじめがあった

ということを前提にして、議論していかなればならないものと思います。 

 まず初めに、浪岡での重大事態を受けて、今後、新たな委員による審議が進めら

れるものと思います。進捗状況をお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 小倉委員の新たな委員による審議に向けた進捗状況につい

ての御質疑にお答えいたします。 

 青森市いじめ防止対策審議会は、昨年９月以降、浪岡中学校における重大事態に

係る調査・審議を進め、その結果を報告書案としてまとめ、３月 26 日及び４月 11

日の２回にわたって御遺族に説明しております。その後、４月 23 日に御遺族及び代

理人弁護士から要望書が提出され、対応を検討するためのいじめ防止対策審議会連

絡会を複数回開催したところであります。要望書には、県外からの新たな委員によ

る再検討を求める事項等も含まれておりましたことから、青森市いじめ防止対策審

議会としては、報告書案は一定の完成を見ているとする一方で、現段階での報告書

の提出は困難であると判断し、５月 31 日、御遺族に対して再度の説明を行い、この

日をもって全員の任期が満了となったものであります。 

 現在、御遺族との確認作業を経て、新たな委員を職能団体に推薦していただく手

続を行っているところであり、推薦が得られ次第、御遺族に確認し速やかに審議に

入れるよう進めてまいります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 小倉委員。 

○小倉尚裕委員 今回の問題において、市長がいじめ防止対策審議会の調査中に委

員の交代や再調査を公言しました。遺族は、審議会で議論されていた思春期鬱の件

に反発をしていました。市長はその思いに寄り添い、速やかに修正、また対応すべ

きとの判断で、市はあくまで市長が代表である、したがって教育委員の任命者でも

ある。判断するならば早めにするべきである。仮に判断を誤ったと考えるならば、

早めに修正すべきであるとの判断のもとに、市長は今回委員の交代等を述べました。

この市長の発言について、教育委員会はどのような認識でしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 
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○成田一二三教育長 市長の発言についての教育委員会の考えについての御質疑

ですが、市長と私はその都度、情報交換しておりまして、市長にもかなりの頻度で

報告をしておりますし、市長からも市長のお考えを伺っております。また、教育委

員会としての考えも市長のほうには十分に伝えているところです。 

市長の発言については、民意を代表するものとしての市長の発言であって、私の

捉えとしては、スピーディーにこの事案の解決に向けて取り組むようにというよう

な意思を表したものだと考えているところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 小倉委員。 

○小倉尚裕委員 私も先月の 25 日――命日が８月 25 日であります。したがって月

命日の 25 日、私も何度か慰霊に線香を上げております。その中で、遺族の方と話を

したときに、やはり今回のこの問題はどこにあったのか、遺族にどのように情報を

伝えていたのか、この点が遺族からすれば最も不信感を持っていたと思うとのお話

をお聞きしました。当然後ほどお聞きしますけれども、思春期鬱の発言の問題があ

ります。 

 まず、御遺族にこのように意思の疎通が速やかでない状況がある。今後どのよう

に情報を伝えていくのか、これは最も大きな点であると思います。この点について

お考えをお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 御遺族に今後どのように情報を伝えていくかとの問いでし

たけれども、教育委員会としては３月に示された新しいガイドラインに沿って重大

事態の審議を行っておりますので、その経過について適宜、審議会が開催される折

に触れて、進捗状況を経過報告という形で伝えてまいりたいと思っておりますし、

今現在は、委員の選任について推薦団体、さらにはどういう者がいるのかというこ

とについても、御遺族に情報を伝え、確認しているところです。 

 また、御遺族のほうからは再発防止についての要望もありましたので、新たに教

育委員会が取り組む再発防止策、さらには当議会や委員会での答弁の内容等につい

ても適宜伝えてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 小倉委員。 

○小倉尚裕委員 ただいま教育長からもありましたけれども、私は今回の市長の発

言の判断、これは適正であったものと思っています。やはり今回の審議会において

何が一番の問題であったのか。報告書の中で示された思春期鬱という表現でありま

す。これがどういう形で遺族に伝えられたのか、当然誰が考えても 13 歳の少女が自

分の命を絶つ、それも列車に飛び込んで命を絶つということは、当然通常のもとで

は考えられない。 

では、そのような状況になったのは何が原因であったのか。それが仮に自分たち
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の身で考えて、自分たちの子どもがそういうふうになったならば、その審議会の中

間報告において、この子どもが、少女が、自分の娘が自殺をした。飛び込んだ原因

が思春期鬱という、その年代にあり得ることが原因であると仮に言われたならば、

当然家族が思うのは自分たちがそれを防ぐことができなかった、この思いが当然大

きいはずであります。 

 私も御遺族のお話を聞く中で、当然時間がたつ中で、初めはいろいろいじめた方

に対して思いがあった。でもだんだん時間がたつにつれて、あのとき自分たちがこ

ういうことができなかったのか、そういう思いがだんだん大きくなってきますとい

う中で、その報告書の専門的な意見の中で、自殺の原因は思春期鬱という、その状

況に問題があったのだというふうに言われれば、家族からすればその問題は自分た

ちにあったのではないか、そういう思いが起きてくるというお話を聞いて、今回の

発言は、私は適正ではない。あくまで思春期鬱というものも、当然いじめというも

のがあって初めてそのような精神状態にあった。そのような発言であれば、私は思

春期鬱という表現もその一つにはあるだろうと思いますけれども、思春期鬱があっ

て自殺の原因であるとなれば、なぜ言った専門家の方はその生徒の診断もしたこと

もない、会ったこともない、その状況の話だけでそれが判断できるとは思いません

という家族の話を聞いて、私も当然だと思います。 

 思春期鬱、この表現についての認識をお尋ね申し上げます。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 思春期鬱についての認識ですけれども、審議会のほうからは、

今回の重大事態で中学生が亡くなったことについては、いじめがかかわった死であ

るというような認識を審議会は示しております。ただ、報告書案の中には思春期鬱

という部分が出てまいりますし、御遺族のほうからはその部分に納得できないとい

うようなお考えも何回にもわたってお伺いしております。 

 これについては、このたび新しく審議会の委員が選任されて、その中で引き続い

て審議が継続してまいりますので、委員の選任に際しては、その段階で既に推薦依

頼をかける際には、思春期鬱というようなことで御遺族からの納得が得られていな

い部分があるということもお伝えした上で、推薦していただくという手順になって

おりますし、また今後委員が選ばれた後にも、このことは十分に御遺族が考えてい

らっしゃること、御遺族のお気持ちを十分伝えた上で継続して審議に入っていただ

くよう伝えるということを考えているところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 小倉委員。 

○小倉尚裕委員 私はそういうふうな意味で、ある意味で全く認識がない中で、新

たな委員、例えば青森市での関係団体からの推薦とかではなくて、全くしがらみの

ない判断をしていただく委員の選任というのが今回は適正ではないか、そのような

方にいろいろ判断をしていただきたいと私は思うのであります。 
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 まず、関係生徒への再度の聞き取り、この調査は行うのでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 関係生徒への再度の聞き取りがあるかという問いですけれ

ども、現在学校が行った基本調査並びに、その後に行った詳細調査によるかなりの

数のデータが蓄積されておりますし、また審議会そのものがおよそ 100 人に及ぶ聞

き取りもしております。したがって判断材料となるものについては、相当量あると

認識しております。 

 ただ、新しく選任された委員の皆さんがどういうふうに判断されるのかというの

は、今ここで私のほうから確定的に申し上げることはできませんが、資料となるも

のは相当数ありますので、その資料を使えば、子どもたちに対して再度また――新

たにかなりの数の子どもが聞き取りを受けるというようなことはないだろうという

ふうに今考えているところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 小倉委員。 

○小倉尚裕委員 今回の児童相談所に通告された、これも異例のことであります。

この通告された生徒には、やはり罪は罪、罰は罰である、この認識を改めて認識さ

せる必要があります。 

 学校はどのような指導を行ってきたのでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 この児童相談所に通告された生徒も含め、それ以外の関係し

た子どもたちに対しましても、まずは学校としては、学級担任を中心に個別に面談

することに加えて、青森市の教育委員会にいる指導主事も数度にわたって個別に面

談をしております。その中で自身の言動だとか、自身の振る舞いについて振り返さ

せるというような指導をこれまで何回もしてきているところでありまして、さらに

は電話連絡も家庭訪問も通して、今お話ししたような指導を徹底するようにという

ことで努めてきたとは考えております。 

 これに加えて、今回児童相談所に通告された、もしくは関係しているというよう

な形で対話というか、聞き取りを受けた子どもたちだけでなく、浪岡中学校の子ど

もに対しては、いじめはひきょうな行為であって、これは絶対に許されない行為な

んだということを繰り返し学校は指導しているところです。また、そうならないた

めにどうするのかという取り組みも、現在スタートしているところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 小倉委員。 

○小倉尚裕委員 新たな審議会が立ち上がります。今回の重大事態に対し、今後教

育委員会はどのように対応していくのでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 今後、新たな審議会が立ち上がって、教育委員会はどのよう
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に対応していくかということですが、まずは今回の重大事態に至る要因と考えられ

るいじめの行為が――いじめがあったということは既に審議会が認めておりますの

で、いつごろから行われ、どのような対応であったのか、そしてこのいじめを生ん

だ背景や子どもたちの人間関係、どの辺に問題があるのかということ、さらには学

校の教員がどう対応していればそれを防ぐことができたのかということについて、

まずは可能な限り明確にしたいと考えております。その上で、こういうことが二度

と起こらないように対応策というものを十分に実効性のあるものとして考えてまい

りたいと思っております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 小倉委員。 

○小倉尚裕委員 今回のケースは、やはりさまざまな要因が重なって最悪の事態を

招いたものと思います。たまたま、担任の先生も一生懸命であったけれども、なか

なか経験のない先生が担任であった。その中でも一生懸命にやったんですけれども、

このようなことが起きてしまった。さまざまな要因が重なって起きたものと思って

います。 

 最後に、現在浪岡中学校が行っている取り組みについてお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 浪岡中学校が今行っているいじめ防止というか、いじめ撲滅

に対する取り組みについて御説明させていただきます。 

 まずは全ての子どもがいじめに向かわないという視点で、浪岡中学校は昨年度か

ら生徒会が中心になって、定期的に言葉遣いや思いやりについて考えさせる思いや

り集会というのを実施しております。そして、その中で子どもたちが話し合い活動

を通して、自己有用感や充実感を持てるような取り組みに力を入れているというふ

うに学校からは報告を受けております。 

 また、今後新たに子どもたちが地域の店舗等を回って、浪岡中学校の子どもたち

が地域の中で活動していくということをアピールするという取り組みも計画されて

いると伺っておりますので、子どもたちが地域の中でいわゆる評価される子どもた

ちになっていく、それを実感する子どもたちになるというような取り組みに学校が

今後取り組むという計画があるということを御説明させていただきます。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 小倉委員。 

○小倉尚裕委員 最後に、やはり私は浪岡地区の住人として、浪岡中学校はおらほ

の中学校です。何としても地域で守っていきたいという思いであります。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。終わります。 

○花田明仁委員長 次に、村川みどり委員。 

○村川みどり委員 日本共産党の村川みどりです。 

 教育行政について、いじめ防止対策審議会と市教育委員会の対応について質疑し
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ていきたいと思います。 

 浪岡中学校当時２年生の葛西りまさんが、夏休み明けの始業式の翌日８月 25 日、

北常盤駅のホームで命を落としました。あれから、はや 10 カ月がたとうとしていま

す。しかし、いまだに死亡に至る原因が何であったのか特定されず、いじめ防止対

策審議会からの報告書は現在、宙に浮いた状態となっています。 

 先日私は御遺族にお会いし、お話を聞くことができました。きょうこれから話す

内容は、全て御遺族の了解を得ているものです。御遺族の方のお話の中で、娘が残

した言葉は、いじめをなくしてほしいだった。しかし今は、そのことよりも審議会

や市教育委員会と戦うことになっていることが非常につらい、残念だ。さらには、

今誰を何を信じればいいのか、もうわからなくなってきましたと、このように話さ

れていました。今、ここまで御遺族を苦しめている現状に、果たして市教育委員会

や審議会は気がついているのでしょうか。私は、これまでの市教育委員会や審議会

の対応を検証していくという立場で質疑していきたいと思います。 

 まず最初に、市教育委員会はこれまで遺族に寄り添ってきたと認識しているので

しょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 村川委員の市教育委員会は御遺族に寄り添ってきたと認識

しているのかとの御質疑にお答えいたします。 

教育委員会では、平成 25 年 10 月に文部科学省から示されたいじめの防止のため

の基本的な方針に基づき、御遺族に寄り添いながらさまざまな取り組みを重ねてき

たところであります。 

まず、審議会につきましては、会長・委員を含めた組織の状況、詳細調査の方法

や調査対象のほか、審議会の臨時会における審議結果等について、その都度説明し

てきているものであります。 

また、教育委員会定例会において協議されたいじめ防止対策の内容、議会でのや

りとり等についてもその都度御遺族に報告してきております。さらに、御遺族が要

望する再発防止策につきましても、各小・中学校に対する青森市立小・中学校いじ

めの認知に係る標準指針の策定や「フレンドリーダイヤル７４３―３６００」の設

置、浪岡地区教育環境充実プロジェクトチームの活動状況、子どもの危機に向き合

う緊急支援チームの設置等、本市のいじめ防止対策の取り組みを説明してきており

ます。その上で、審議会の新委員の選出に当たっては、御遺族の要望を受けとめ、

全国組織の職能団体等に推薦依頼を行っているところであり、推薦された委員につ

きましても御遺族に確認することとしております。 

 今後におきましても、これまで同様御遺族に寄り添うべく努めてまいります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 村川委員。 

○村川みどり委員 これまで同様寄り添っていくということは、寄り添ってきたと
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いうふうに認識しているということだと思います。しかし先ほども言ったように、

御遺族は市教育委員会や審議会に不信感を増幅させています。私は御遺族のお話を

聞いていて、これほどまでに市教育委員会や審議会に対し、信頼を失っている原因

に向き合って、そして寄り添って解決に向かわなければいけないというふうに思い

ました。 

 そこでまず、これまで市教育委員会や審議会が行ってきたアンケート調査結果の

開示について質疑します。 

 御遺族は、再三にわたって審議会に対して原本を見せてほしいと要望してきまし

た。それなのになぜ、パソコンで打ち直したものしか御遺族に開示しないのでしょ

うか。当然、個人名の部分は黒塗りした上で、私は原本を開示すべきと思いますが、

いかがでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 この原本を開示するかどうかについては、自殺があったとき

の調査の指針というものの中に例として、書いたまんまの字であると個人が特定さ

れるというようなことも懸念されるので、もちろん墨塗りしたりそれから打ち直し

をしてというようなことが書かれてあったわけで、教育委員会としてはそれにした

がって開示したということであります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 村川委員。 

○村川みどり委員 調査の指針にしたがって個人が特定されるから打ち直して開

示したということでした。 

これまでの経緯はこのようになっています。 

 昨年 11 月ごろ、審議会に対し御遺族からアンケート結果を見せてほしいとお願

いしました。最初、学校も審議会もそのことに対しては消極的だったんですけれど

も、その後審議会では、できる限り見せたいと言い、その後見せたいと思っている、

検討はしていると言い、その後審議会は、見せますと御遺族に説明してきました。 

そして御遺族にそのアンケート結果が明らかになったのは、年明けの１月下旬ごろ

だったと御遺族は記憶していると。しかもパソコンで打ち直したものを見せられた

ということでした。個人名はもちろん黒塗りにはなっていたんだけれども、そのほ

かに接続詞なども黒塗りになっていて、全く意味がわからないものだったと言って

います。 

 先ほど御遺族に寄り添ってきたと言っていますけれども、御遺族から個人名を削

除したそういう原本を見せてほしいとお願いされ、そして要望に応えたいと言いな

がらも結局は見せてもらえなかったというふうに不満を募らせています。 

 やはり私は御遺族に開示するべきだと思います。先ほど個人が特定されるからと

いうことを言いました。しかし筆跡を見る鑑定士でもないわけですから、特定され

るわけはないと思います。今後、御遺族に原本を開示する考えはありませんか。 
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○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 教育委員会としては、あくまでも指針にしたがって指針に書

かれているように打ち直し等というようなことをもとに、今の段階では考えている

ところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 村川委員。 

○村川みどり委員 市教育委員会は御遺族に、なぜ見せないのかと聞かれたら、こ

のパソコンを打ち直したものは一語一句すべてそのままです、とにかく信じてくだ

さいというふうに言ったそうです。その信じてくださいという証拠もなければ、何

を信じていいのかわからないと御遺族は言っています。 

こうしたまず、この審議会や市教育委員会に対する不信感がここから始まったん

じゃないかなと私は思っています。御遺族は真実が知りたい、ただそれだけなんで

すと、自分たちの思いどおりに審議会を動かしたり市教育委員会を動かしたり、思

いどおりにしてくれと言っているわけではなく、学校で一体何があったのか、その

真実だけを知りたいというふうに強く願っているんです。指針のとおりとかそうい

うことではなくて、御遺族が知りたい真実が何なのかということにもっと市教育委

員会は寄り添うべきだと思います。 

あくまでも指針どおり行くということですか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 重大事態に至る原因が何で、どのようなことがあってこうい

う重大事態が起きたのかということについては、今後御遺族に丁寧に説明してまい

りたいと考えておりますけれども、今この段階で、子どもたちが書いた原本をその

ままというような考えを持ってはおりません。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 村川委員。 

○村川みどり委員 私はこのアンケートの開示問題にきちんと向き合わない限り、

先に進めない課題だと思っています。このアンケートの原本の開示、公表を拒む明

確な理由とその根拠を示さなければ、また教育委員会は何かを隠蔽しているという

ことを公にすることになると思います。遺族に包み隠さず伝えるとともに、遺族が

願っている真相の解明に遺族も参加することを、もっと保障するべきだと私は思っ

ています。 

 加害者の子どものプライバシーの保護ということを理由に遺族の知る権利を認め

ない市教育委員会の姿勢は、改めるべきだと指摘したいと思います。 

 次に、審議会の委員の解任問題について質疑します。 

御遺族は昨年９月、審議会が調査を開始した当初から医師の交代を要望していま

した。それは事実ですか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 
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○成田一二三教育長 医師の交代については、私も今ここに資料がないので、審議

会がスタートした直後だったか 11 月ごろだったか、その辺だったというふうには

記憶しておりますけれども、そういう要望があったのは事実であります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 村川委員。 

○村川みどり委員 御遺族は審議会が立ち上がった９月に、市教育委員会に対して

この医師の交代を要望していました。なぜその御遺族の要望に応えなかったので

しょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 委員として推薦された医師は、青森市の医師会が推薦してき

ている方です。その段階で解任するための理由は、設置条例にありますように適格

性を欠くという部分だとなっております。その段階で市の医師会から適任というこ

とで推薦を受けた医師に対して、御遺族が要望しているので解任しますというよう

な判断はなかなかできかねるものがあったということであります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 村川委員。 

○村川みどり委員 医師会から推薦されたということでした。 

 私、さっきのアンケートの開示問題もそうだし、遺族が９月の時点で委員の交代

を要望しているということに応えてこなかったと。ここからやっぱり不信感が始

まっているんだというふうに思っています。それが先ほど質疑した小倉委員のこと

にもつながってくるんですけれども、一番の問題となっている思春期鬱の問題につ

ながってくると思っています。 

 この遺族が交代を要望した医師は、八戸北高校で起きたいじめ自殺の際に審議会

の臨時の委員として入っています。結局、この医師が臨時の委員として入り、八戸

北高校で起きたいじめ自殺は、本人の素因である摂食障害であったというふうに結

論づけたのがこの医師です。最終的には、県の審議会によってこの摂食障害による

ものだという主張は覆されたわけですけれども、御遺族は９月の時点で自分の娘も

結局病気のせいにされるのではないか、そもそもそういう医師を審議会のメンバー

に入れることに疑問を感じていたと言います。そして、審議会の会長である櫛引会

長にも病気にされることはないですよねと確認したら、病気にされることは絶対に

ありませんと言っていたそうです。しかし、報告書の原案には直前まで思春期鬱と

いうものはなかったのに、最終的に出てきたのが思春期鬱と書かれ、家庭の事情な

どいじめという単純なものによる死ではないと結論づけられたそうです。まさに、

御遺族が審議会発足当時に最初に心配していた事態が起こったということです。 

 この医師は、先ほど医師会の推薦により審議会のメンバーになったということで

したけれども、私が調べた結果、この医師は医師会には入っていません。医師会の

メンバーにはなっていません。その事実は、教育長は御存じですか。 
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○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 医師会が選んできた医師が医師会に入っていないというの

は、今、ちょっと私も初めて聞きましたので、その事実がどうかというのは、ちょっ

と今私は承知しておりません。 

○花田明仁委員長 村川委員。 

○村川みどり委員 私は調べました、医師会員。そしたら、医師会にも所属してい

ないし、他のお医者さんが加盟する組織にも加盟していないということもわかりま

した。考えようによっては、なぜ医師会がこの人を推薦してきたのかということを

考えずにはいられないわけです。八戸北高校でこのように自殺を病気として結論づ

けたこの医師を、青森市の審議会のメンバーに送り出してきたその意図は何なのか

と考えずにはいられないわけです。 

 私は、最初に遺族が最初の段階で交代の要望に、なぜ青森市がきちんと調査せず

に応えなかったのか。今となっては、大変悔やまれることです。そして、先ほどの

アンケートのこともありましたし、審議会委員のこともありました。その結果が今、

市教育委員会と審議会に対して深い溝ができてしまったのではないかというふうに

思っています。 

 遺族から市教育委員会に対する審議会委員の解任要望書にも、冒頭でこのように

述べています。以前から私たち遺族は、この医師に対する不信感がありました。こ

のことについて、市教育委員会の方々も御存じだと思いますとつづられています。

こうした当初からの遺族からの要望があったにもかかわらず対応しないというのは、

やはり遺族に十分寄り添ってこないとしか私には見えません。 

 先ほど、青森市いじめ防止対策審議会条例第５条で、解任には情報を漏らしたり

だとか、あるいは適格性を欠くことがあった場合、解任すると定められています。

御遺族が主張してきたとおり八戸北高校の審議会で後に覆されたんですけれども、

八戸北高校の子どもは、こう結論づけています。この子の症状は、摂食障害による

ものであり、死にたくなったり万引きしたり、男に走ったりする。このように言っ

ているそうです。万引きという事実もなければ、男に走るというのも普通の女の子

たちが先輩や同級生を格好いいと言っている程度のものです。自責の念に駆られて

いる御遺族に、さらに追い打ちをかけるものだというふうに語っています。こうし

た不安な思いやこの医師の判断に不信感を訴えている御遺族の思いを受けとめよう

と思えば、私は、調査開始当初の審議会委員の適格性を欠くという解任理由に十分

なり得るのではないかと思います。御遺族から要望があったのにもかかわらず、結

局この医師は審議会の委員として来たことが、今回の思春期鬱という病気という結

果になったと私は思っています。 

 御遺族は４月 11 日の会見で、会ったことも診断したこともない人に勝手に診断

される、私たちにとっては２度殺される思いだと語っています。私は、この言葉の

重みはどれほどのものだろうと思うと、私たちが想像できないくらいの悲しみの中
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にいるんだろうなというふうに思うことしかできませんでした。 

 先ほど、医師会が推薦してきたから、その人を遺族からの要望があったからといっ

て解任できないと言っていますけれども、何度も言うように、私は八戸北高校の審

議会での委員として果たした役割などを見れば、十分適格性を欠く理由に当たるの

ではないかと思っています。そしてこの５月末、任期満了という形で、曖昧な形で

終了させてしまったということになってしまいます。そして、結局いまだに思春期

鬱と判断した根拠も、そして報告書原案にはこの思春期鬱という言葉が残った形で

終了したことになってしまいました。 

 そこで、先ほどの質疑ともかぶるかもしれないんですけれども、市教育委員会は、

報告書にある思春期鬱について納得できるものだと認識しているのか、お尋ねいた

します。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 お答えする前に、村川委員のおっしゃるのは先ほど９月の段

階ですか、医師の交代の要望があったのは事実というふうに私申し上げましたけれ

ども、正確には医師をどのようにして決めたのかという質疑を受けたということで

ありました。ただ、その後、医師の交代要求は出てくるわけでありますので、早い

段階での御遺族の問いかけはそうであったということであります。 

 それから今、御質疑のあった思春期鬱を市教育委員会は認めているのかというこ

とでありますけれども、解任要求というのが出ておりますけれども、我々教育委員

と私で教育委員会の会議を構成しておりますが、その中で判断されたのは、条例に

照らし合わせて適格性をこの医師が欠いているかということなわけで、先月の上旬

に審議会からそのことについての説明は受けておりますが、その中では資料等を提

示され説明を受けたところであります。その中で、それが本当かどうかということ

については、高度な専門性を要することでありますので、教育委員としては、その

説明を聞く中でこの医師が適格性を欠いているんだというような判断にならなかっ

たということであります。 

 以上でございます。 

〔村川みどり委員「思春期鬱について聞いたんですけれども」と呼ぶ〕 

○成田一二三教育長 ですから、思春期鬱を教育委員会がそれは正しいと思ってい

るかどうかということではなくて、そこのところは高度に医師という専門性を要求

される部分での判断ですので、我々が説明された中で、この医師に適格性を欠くよ

うな状況を感じることがなかったということを申し上げているわけであります。 

ですから、教育委員会が思春期鬱を正しいとかというようなことを言っているわ

けでなくて、よって新しい精神科医も入れて、再度それをこれから検証していくと

いうことであります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 村川委員。 
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○村川みどり委員 私は、市教育委員会が報告書に思春期鬱と書いていること、そ

して、その高度な専門性を持っているという人に説明されたことに対して、市教育

委員会は納得できるものだったんですかと聞いたんです。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 我々が判断したのは、解任要求に対する判断ですので、その

説明の中で適格性を欠くような部分を感じたかということを今お答えさせていただ

きました。その中で、適格性が欠いていると判断できるものではなかったというこ

とであります。 

ですから、教育委員会が思春期鬱が正しいんだというような判断をしたというこ

とではありませんので。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 村川委員。 

○村川みどり委員 ちょっと納得できないですね。 

 御遺族の方が再三にわたって思春期鬱と診断した、判断した根拠は何かと審議会

に対して聞きました。そしたら何と言ったかというと、この子は昔からそういう素

養があった、色つきのリップを塗っていた、服装が肩の出ていたものを着ている、

眉毛が半分出ていた、そういうことを根拠として示されたそうです。さらには、新

聞記事でも書いていたでしょうとか、そういう話もしていたそうです。さらに、参

考書に載っているからだと言って示してきた医師の参考書も見せてもらいましたけ

れども、これに書いている思春期鬱というのは、確かに一般的な思春期鬱の話を書

いているだけの話で、りまさんが思春期鬱だという根拠は全く示されていないわけ

です。これでは、小倉委員も言っていましたけれども、到底納得できるものではな

いと思っています。 

 話は、報告書の扱いについて伺います。 

 まず、市教育委員会の対応の問題点を指摘しますけれども、５月 22 日午後６時過

ぎ、御遺族に対し市教育委員会から電話がありました。きょう自宅にお伺いしても

いいかと言ったら、葛西さんはその日は用事があったので断ったら、何時に帰って

くるんだ、その用事何時に終わるんだとしつこく食い下がったとおっしゃっていま

した。しかも、夜の６時といえば夕食時だし、何て失礼で非常識なんだろうと思っ

たそうですけれども、それで仕方なく葛西さんは、その用事をキャンセルして市教

育委員会の方を自宅に呼ぶことにしたそうです。 

 こういう小さいことなんですけれども、私はやはり一般常識に欠けるようなこう

いう市教育委員会の行動一つ一つが、遺族に対する信頼を損ねているというふうに

思っていますけれども、教育長はどう思いますか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 ただいま村川委員が紹介されたケースにつきましては、５月

の上旬に教育委員会が、審議会の委員から５点の要望が出ておりますけれども、こ
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れについての説明を受けたと。さらに中旬に御遺族のほうから委員の選任について、

どういうような委員でというような要望があっております。それを受けて、教育委

員会として判断するという段になったときに、重要な問題でもありますので全員の

委員が全部そろう日ということで選んだのが、今御指摘のあった日でありました。

その中で、１つは解任のことについて、もう１つは新たな委員をどういう形で選ぶ

のかということを話し合ったわけでありますけれども、昼から話し合いが始まって、

たしか終わったのがもう６時を回るくらいだったと思います。そういう段階で結論

が出たと。そこで御遺族には、その結論は一刻も早くお伝えしたいということで、

先ほどお話をされたような対応になったということであります。 

 また、翌日常任委員協議会が予定されておりましたので、前日にその重大な方向

が決まったわけでありますので、その場で委員の皆さんにもお伝えする必要がある

かということで、急なことで大変失礼なことだったと思いますけれども、できるだ

け早くお伝えしたかったということでそういうことになったわけで、今後できるだ

けそういうふうな形にならないようには注意したいなと思っております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 村川委員。 

○村川みどり委員 そういう重要な会議があって、その後御遺族にもお話ししたい

んだというのであれば、事前にこの日こういうことがあるから、そして決まった結

果はこの日お伝えしたいからと、事前に言っておくことだってできるわけですよね。

私はこういう一つ一つの常識が欠けるような行動が、やはり信頼関係を損ねる１つ

の要因になっていると思います。また、常任委員会が次の日、23 日あるからという

ことですけれども、御遺族に関してはそんなことは関係ありませんよね。なのにそ

れがあるからということで、何か向いている方向が違うんじゃないかなと私は思い

ます。 

 ちょっと時間もなくなってきたので、それでは原案について。 

そのときのやりとりの中で、御遺族は、じゃ今、この思春期鬱と書かれている報

告書の原案は残るんですかと聞いたら、市教育委員会は残ると答えました。そして

どういう扱いになるんですかと聞いたら、次の委員の資料にすると答えました。そ

れじゃ、審議会のための審議会になるんじゃないですかと言ったら、まあそういう

ことになりますと答えていますけれども、教育長も同じ認識でよろしいですか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 審議会のための審議会というのは、前の審議会を検証する審

議会だよということでありますか。 

 私は、今ある膨大な調査資料と、それから既に報告書案としてまとまっているも

の、それも全て含めた上で新しい審議会が審議すると捉えておりますので、単なる

資料というような形で考えているものではありません。 

 よろしいでしょうか。 
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○花田明仁委員長 村川委員。 

○村川みどり委員 じゃ、やっぱりその原案というのは、審議会のための資料とし

て、審議会のためのものとして使われるということですね。いいです、もう時間が

なくなってきたので。 

 私はさっき言ったように、根拠も全く示されない、思春期鬱ということが記載さ

れた報告書原案をもとに新たな委員の資料にするということは、結局結果は変わり

ませんよというふうに言われているようなものだと、これは御遺族もこのような心

境を語っています。 

 先ほど言ったように、思春期鬱と書かれて、私たちは２度殺されたようなものだ

というこの御遺族の気持ち、市教育委員会は本当にわかっているでしょうか。事実

でないこの報告書原案が、あたかも真実のようにこれから扱われていくわけです。

さらにこれから裁判になった場合は、この報告書が真実として扱われてしまうとい

うことにもなります。 

市教育委員会はこの原案について、これまでどのようにマスコミに語ってきたの

かということなんですけれども、まず５月 12 日の地元紙によると、現委員のもとで

は報告書の答申は見送り、新たな委員のもとで原案の内容が見直される見通しであ

ると市教育委員会は語っています。それから、違う日の地元紙には、櫛引会長が語っ

ているのは、報告書原案の取り扱いについては、市教育委員会からは明確な回答が

ないというふうにしています。この原案の扱いをどういうふうにするかというのは

非常に重要なことだと思っているんですけれども、先ほど小倉委員にも答弁してい

ましたよね。 

私はやはり――いいです、もう答弁は――新たな委員としてやはり再度の調査を

行って、御遺族に全て開示して、そして事実を明らかにしていくということが私は

新たな審議会には求められていると思います。何度も言ってきたとおり、御遺族は

自分たちの思いどおりに報告書を書いてくれとは思っていません。きちんと説明し、

そしてその根拠を示してくれと。そして何よりも事実を知りたいんだと、学校で一

体何が起こったのかということを知りたいんだと、そして遺書にもあったように、

いじめをなくしたい、これが遺族の一番の願いなわけです。そのことにもっと市教

育委員会として寄り添わなくてはいけないと思います。 

最後に、先ほど小倉委員が聞いたので重なる部分もあるんですけれども、児童相

談所に通告された子どもたちについて、質疑します。 

児童相談所に通告された児童・生徒に対し、市教育委員会はどのような対応をし

てきたのかもう一度お聞きします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 児童相談所に通告された子ども、さらにはその子ども以外に

も今回の事案に関係している子どもについては、学級担任もしくは学年主任等の浪

岡中学校の教員、さらには、それに加えて定期的に指導課の指導主事も面談をして
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おります。その中で自分の言動を振り返るですとかそういうような指導をしてきて

いるところです。また、いじめは絶対に許されない行為だというようなことについ

ては、この子どもたちだけでなくて中学校の生徒全てに対してそういうような指導

も繰り返し行っているところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 村川委員。 

○村川みどり委員 すごくその子たちに対するケアというのは、今後非常に大事に

なってくるんだと思うんですけれども、まず聞くところによると、その児童相談所

に通告された子どもたちは、またいじめを行っている、それからその子たちが生徒

会の役員になったり部活動の部長をやっている、このように聞いていますけれども、

それは事実でしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 ただいまの質疑については、その子どもたちがまたいじめを

しているというようなことについて、私のほうからお答えするのは、ちょっと控え

させていただきたいと思います。 

 また、確かに運動部の部長をしている子どもがいるにはいますけれども、これは

もう既に、この事案が発生する前にそういう状況があったわけですので、その辺は

御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 村川委員。 

○村川みどり委員 私はケアの仕方としてはちょっと間違っていると思います。 

 御遺族も校長先生に聞いたそうです。なぜいじめを行った子にそういうふうに対

応しているのかと聞いたら、その子たちにも居場所が必要だからというふうに言っ

たそうなんですけれども、教育長もそういうやり方でいいと認識していますか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 どういうやり方が望ましいとおっしゃっているのかですけ

れども、学校教育において子どもを罰するというような考え方というのは恐らく学

校では持っていないというか、この子たちをどうやって正しく伸ばしていくかとい

う視点で対応しているんだと考えております。ですので、学校はこれまで精いっぱ

いこの子どもたちについての対応を、できる限りのことをしてきていると考えてい

るところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 村川委員。 

○村川みどり委員 私は決して罰を与えるということを言っているつもりはあり

ません。子どもたちがこれからどう立ち直るのかと、それが今回の児童相談所に通

告された、このときがやはり１番のチャンスだったと思っています。そしてその子

たちが児童相談所に通告されたということはどういうことなのか、そして自分たち
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がやってきたことを振り返るチャンス、向き合えるチャンスだったと思っています。

その上で学校が、その子たちにどういうふうに向き合ってきたのかということが問

われているということです。 

 私たちは、いじめ防止対策推進法が策定される際に、罰則規定を設けましたけれ

ども、そのことに対しては一貫して反対を貫いてきました。罰則を子どもたちに科

して、子どもたちが教育を受ける現場で成長するはずがないと思っています。私た

ちは、児童相談所に送られた子どもたちがＬＩＮＥによる言葉の暴力で一人の子ど

もたちが命を断ってしまったということに対して、しっかりと子どもたちがそのこ

とに向き合って自分たちのしたことに反省して、やはり遺族に対してきちんとした

謝罪をする、そのことが立ち直るきっかけになるのではないかと思っています。 

あれこれ市教育委員会がいろんなことをやってきたと言って、それを否定するも

のでもありませんし、ぜひこれからも強化していただきたいと思いますし、さらな

る子どもたちの立ち直りのために全力を注いでほしいということをお願いして、私

の質疑を終わります。 

○花田明仁委員長 次に、木下靖委員。 

○木下靖委員 市民クラブの木下でございます。私からは、３点質疑いたします。 

 まず、平成 28 年度除排雪対策事業費の内訳をお知らせください。 

 次に、都市計画道路３・２・２号内環状線浜田工区について、整備の進捗状況を

お知らせください。 

 ３点目、スポーツ施設機能整備事業について、冷温水配管の劣化により、冷暖房

設備に支障が生じている盛運輸サンドームについて、冷暖房設備の更新を行うため

の経費として、3277 万 8000 円が補正として提案されています。この補正予算が可

決されるという前提で質疑いたしますけれども、サンドーム空調設備改修工事の内

容及びスケジュールをお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部理事。 

○八戸認都市整備部理事 木下委員の平成 28 年度除排雪事業についての御質疑に

お答えいたします。 

 昨冬は、青森地区においては最大積雪深が 56 センチメートルとなり、平成 27 年

度の 100 センチメートルに比べ 51 センチメートル少なく、また累計降雪量が 474 セ

ンチメートルとなり、平成 27 年度の 553 センチメートルに比べ 79 センチメートル

少ない状況でした。また、浪岡地区におきましては最大積雪深が 65 センチメートル

となり、平成 27 年度の 79 センチメートルに比べ 14 センチメートル少なくなった

ものの、累計降雪量が 520 センチメートルとなり、平成 27 年度の 420 センチメー

トルと比べ 100 センチメートル多い状況でありました。 

 除排雪の実施状況につきましては、昨冬は寒気が入り込んでも長続きせず、青森・

浪岡地区ともに平均値を下回り少雪でしたが、降雪・積雪状況に応じてパトロール

を行い、町会や市民からの相談内容を確認しながら、除排雪業者と連携し適宜除排
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雪を実施したところです。 

 平成 28 年度の除排雪対策事業費につきましては、現時点での見込み額ですが、青

森地区におきましては、生活道路等のシーズン契約分の除排雪委託料が約13億2800

万円。幹線、補助幹線等の単価契約分の除排雪委託料が約８億 2000 万円。その他、

防雪柵設置撤去、人力除雪、凍結防止剤の購入や除雪機械の点検整備などの経費が

約１億 500 万円、合計約 22 億 5300 万円となっております。 

 また、浪岡地区におきましては、除排雪委託料が約２億 5800 万円。その他、防雪

柵設置撤去、人力除雪、凍結防止剤の購入や除雪機械の点検整備などの経費が約

2300 万円、合計約２億 8100 万円となっております。 

 青森・浪岡地区を合わせて約 25 億 3400 万円を見込んでおりまして、平成 27 年

度の約 29 億 9800 万円と比較して、約４億 6400 万円減少したところです。 

 続きまして、木下委員の都市計画道路３・２・２号内環状線浜田工区についての

御質疑にお答えいたします。 

 都市計画道路３・２・２号内環状線は、一般国道７号青森環状道路の桑原地区か

ら浜館、浜田、三内地区を経由してフェリー埠頭に至る市街地の東西を結ぶ骨格的

な道路として、交通ネットワーク上重要な路線であり、全長約 12 キロメートル、幅

員約 30 メートルの環状道路です。 

 このうち浜田工区は、主要地方道青森浪岡線の見性寺付近から一般国道 103 号の

浜田小学校付近までの約 620 メートルの区間であり、平成 15 年度から用地買収等

を進めてきたところです。 

 当該路線の進捗状況についてですが、平成 28 年度末での事業進捗率は、事業費

ベースで約 39％であり、このうち用地買収の進捗率は、事業費ベースで約 51％と

なっております。今年度は、引き続き用地買収５件を進めるほか、一般国道 103 号

側から東側へ約 80 メートルの区間におきまして、歩道整備を含む道路改良工事を

実施しており、平成 29 年度末での進捗率は約 41％となる見込みであります。 

 市といたしましては、今後も引き続き用地買収等を進め、着実に事業の進捗を図っ

てまいります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 木下委員のサンドーム空調設備改修工事

の工事内容及びスケジュールについての御質疑にお答えいたします。 

 サンドームの空調設備は、暖房用温水配管からの漏水のため、昨年 11 月下旬から

暖房運転を停止しており、以降は、トレーニング室などの施設内の各部屋に代替の

暖房器具を設置し、施設の利用には支障が生じないように対応してきたところです。 

 本定例会に予算案を提出しておりますサンドーム空調設備改修工事の内容であり

ますけれども、配管を交換する工事とした場合には、漏水箇所以外にも劣化してい

る配管全体の交換が必要となり、多額の費用と長期の工事期間を要することになり
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ます。そのため、空調設備を温水方式から、配管を使用しない電気エアコン方式に

更新する内容としたものです。 

 工事のスケジュールにつきましては、本定例会において予算案の御議決をいただ

きましたならば、速やかに工事の手続を進め、この秋には復旧する予定としており

ます。なお、工事に伴いトレーニング室等の使用を一定期間中止する必要が生じる

こととなりますが、利用者の皆様には、使用中止期間について事前に館内掲示やホー

ムページなどでお知らせし、できるだけ御迷惑がかからないように配慮の上、復旧

に努めていくこととしております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 木下委員。 

○木下靖委員 ありがとうございます。順次、お尋ねしてまいります。 

 まず、除排雪対策事業費ですけれども、平成 28 年度約 25 億 3400 万円、平成 27

年度に比べて約４億 6400 万円減ったと。確かに降雪量自体が少なかったので、これ

は納得できるところだなと思います。ただ、雪の量というのは当然年度によって違っ

て、雪が少なければ苦情も少ないし、事業費も少なくて済むということなんですけ

れども、青森市における冬期間の雪の課題というのは恒久的なものがあると思いま

す。 

そこで、年度が新しくなりまして、除排雪事業者に対するヒアリングですとかさ

れていると思います。また、かなり件数は減ったようですけれども、市民による雪

の相談窓口への苦情等を経まして、青森市の除排雪対策事業における課題、問題点

等、市が認識しているものをお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部理事。 

○八戸認都市整備部理事 木下委員の再度のお尋ねにお答えいたします。 

 昨年度の除排雪の検証や今年度の除排雪体制の維持のために、業者ヒアリングを

毎年実施しております。ことしは５月中旬に実施したところでして、ヒアリングの

中では前年度が少雪であったことから、市民生活に直接かかわる除排雪作業におい

て大きな問題はなかったということを確認しているところです。 

 また、除排雪体制の維持に関しましては、今後予想されますオペレーターの高齢

化や除雪機械の老朽化、維持費の増加などの状況については、大多数が現時点では

維持体制に影響はないという認識でした。 

 一方で市民からの相談につきましては、昨冬はまとまった降雪後に気温が上昇し、

道路がぬかるみ状態になった際の除雪要望というものが多く寄せられておりまして、

このような気象状況が予想される場合における除雪指示のタイミングのとり方等が

課題だというふうに考えているところであります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 木下委員。 

○木下靖委員 ありがとうございます。 
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 業者のヒアリングでは大きな問題はなかったという話でした。ただ毎年言われま

すけれども、除排雪業者によって担当する工区が違いますので、その業者によって

特定の業者が粗末であるという話は毎年出てきます。当然そういった業者間の技術

レベルの差と言いますか、作業の丁寧さと言いますか、そういったものの差が出な

いように、技術レベルの向上に向けた取り組みというものが必要になってくると思

います。 

 私がずっと前からすごく心配していたのは、除排雪事業というものが、決して事

業者にとっておいしい仕事ではないために、毎年除排雪事業から撤退する事業者が

出てくる。除排雪事業者がいなくなったら除排雪ができなくなってしまうので、そ

の点を何とか食いとめたいなという思いがありました。ただ聞くところによれば、

最近はこれでも安定しているというお話でしたので、重機の手配といいますか、な

かなか重機のメンテナンスだとか、維持に費用がかかるとかという問題点があるよ

うですので、市としてもできる支援というものは続けてやってほしいなというふう

に要望いたします。 

 次に、都市計画道路３・２・２号内環状線浜田工区について、先ほど平成 28 年度

末での進捗率が 39％、平成 29 年度末で 41％の見込みであるというお話でした。１

年かかって２％ということなんですけれども、この事業期間が平成 15 年から平成

35 年までとなっています。ということは、平成 29 年度で 15 年間やることになるわ

けです。15 年間やって進捗率 41％ということで、非常に先は長いんだなと。恐らく

あと６年で、この事業期間内に終えることはかなり厳しいなという認識を持たざる

を得ません。 

 そこで、都市計画道路３・２・２号を全体で見ますと、担当課から整備状況の資

料をいただきました。全体では 12 キロメートルのうちの整備済みが約６割、施工中

が１割、全く未整備というところが３割あります。三内小学校から甲田中学校付近

までが約2231メートルあるんですけれども、ここの部分と見性寺から古館地区1440

メートル、これがまだ未整備です。この地図を見ますと、この辺は住宅が密集して

おりますので、これはまだまだ買収も含めて相当な期間を要するなと考えざるを得

ません。 

 そこで、この内環状線の件については１点。この事業の進捗を左右する要因とい

うものは何なんでしょうか。改めて聞きますけれども。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部理事。 

○八戸認都市整備部理事 再度の御質疑にお答えいたします。 

 事業の進捗率を左右するものということですが、この工事につきましては、国の

補助事業ということで実施しているものでして、なかなか国のほうの内示の予算に

よっては、進捗に大きな影響が出てくるというふうなものと考えています。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 木下委員。 
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○木下靖委員 国の補助事業ということで、これはあれですか。その補助率という

のは５割とか当然決まっていると思うんですけれども、例えば５割だとすると、最

初に、国の来年度の補助金が幾らですよと示されて、それに伴って市の事業費が出

てくる、そういう形のものなんですか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部理事。 

○八戸認都市整備部理事 今の事業費のことでの御質疑に再度お答えいたします。 

 今回の事業費については、都市計画、国土交通省のほうの街路事業というものを

使っておりまして、毎年県を通して予算要求しております。毎年幾らでも要求して

いいというものではなくて、ある程度県のほうの枠とか、そういったものがありま

すので、そういったものに毎年倣ってといいますか、余り大きく変動がないような

形で要求しているというものです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 木下委員。 

○木下靖委員 わかりました。やりたい気持ちはやまやまだけれども、思うに任せ

ないというところなんだと思います。これはもうちょっと長い目で見ていかなきゃ

いけないなというふうには思いますけれども、ちょっと気が遠くなるかなという感

じもします。 

 それでは、スポーツ施設機能整備事業について、教育委員会事務局教育部長のほ

うから電気エアコンで対応するというお話でした。おそらく暖房、エアコンが入る

ところというのは、２階の第１トレーニング室、フィットネスルーム、第１会議室、

第２会議室、１階の事務室、あと市の体育協会の入っている事務室、男女の更衣室、

その辺だと思います。先ほど、秋には工事を終わらせて使えるようにしたいという

お話だったんですが、例えばこの工事によってサンドームの使用ができなくなる期

間というのが出てくると思うんですよ。その期間、どのくらいの期間を見込んでい

るのか、もし今わかればお知らせいただけますか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 使用できなくなる時期というのは当然あると思うんですけれども、今後正式には

工事業者との打ち合わせの上、工事の工程が出てからと、決まる際にということに

なりますけれども、一応考えているのは大体こちらの見込みでは、例えばトレーニ

ング室１カ所で、各部屋大体２週間ぐらいというふうなイメージで考えていますの

で、トレーニング室をやるのであれば大体２週間、会議室でも２週間。それが一斉

にできるのか、どういうふうになるのかというのは今後、業者との打ち合わせとい

うか、そういうふうに考えております。 

○花田明仁委員長 木下委員。 

○木下靖委員 それぞれに、全部一斉に工事するのかどうかもわからないというこ

とでしたので、トレーニング室の予約ということはないと思うんですけれども、会
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議室あたりは事前に団体とかから予約が入っていると思いますので、そういった予

約での使用に支障がないように対応していただけるように要望して終わります。 

○花田明仁委員長 本日の委員会は、ここまでで終了し、明後日午前 10 時に委員会

を開き、残る質疑を行います。 

 なお、各会派の残り時間については後ほど事務局を通じてお知らせいたします。 

本日は、これにて散会いたします。 

 

 

午後６時５分散会 
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２日目 平成 29 年６月 23 日（金曜日）午前９時 59 分開議 

 

○花田明仁委員長 おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり）

これより、本日の委員会を開きます。 

 初めに、私から御報告いたします。増田一副市長が体調不良のため、本日の委員

会を欠席するとの報告を受けておりますのでお知らせいたします。 

本日の委員会は、一昨日に引き続き付託された議案の審査を行います。 

 この際、質疑に先立ち、６月 21 日の木下靖委員への答弁について都市整備部理事

から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。都市整備部理事。 

○八戸認都市整備部理事 おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者

あり）おとといの木下委員の平成 28 年度除排雪事業についての質疑に対する答弁

中、青森地区においては最大積雪深が 56 センチメートルとなり、平成 27 年度の 100

センチメートルに比べ 51 センチメートル少なくと申し上げましたが、正しくは 107

センチメートルに比べ 51 センチメートル少なくでした。 

また、同じく平成 28 年度除排雪事業についての質疑に対する答弁中、昨冬は寒気

が入り込んでも長続きせず、青森・浪岡地区ともに平均値を下回り少雪と申し上げ

ましたが、正しくは青森・浪岡地区ともに平年値を下回り少雪でした。謹んでおわ

びし訂正をさせていただきます。 

○花田明仁委員長 これより質疑に入ります。 

順次発言を許します。 

最初に、軽米智雅子委員。 

○軽米智雅子委員 おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり）

公明党、軽米智雅子でございます。よろしくお願いいたします。 

 第 10 款教育費から小・中学校トイレの洋式化について質疑いたします。 

 今、トイレに行けない症候群という言葉があるほどトイレに行けない子どもたち

がふえています。その理由の一つが学校の和式トイレであります。生まれたときか

ら洋式で育ってきた子どもたちは和式で用を足せず、我慢をしてしまっている状況

にあります。文部科学省は、この子どもたちがトイレを我慢することが子どもの健

康問題になっているということから、洋式化を進めています。しかし、本市の洋式

化は 26.1％、全国平均 43.3％に比べるとかなり低い状況にあります。八戸市では全

国平均を上回る 45.5％、弘前市では 33.3％と３市の中でも青森市が低い状況にあ

ります。本市も、小・中学校のトイレの洋式化を進めるためにも、目標値をきちん

と決めて計画的に進めるべきと思いますがいかがでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 おはようございます。（「おはようございま

す」と呼ぶ者あり）軽米委員の学校トイレの洋式化についての御質疑にお答えいた

します。 
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教育委員会では、生活様式の変化から住宅や商業施設などのトイレが洋式化され

ていることを踏まえ、学校施設のトイレの洋式化を進めてきており、現在全ての小・

中学校において、児童・生徒用の洋式便器が設置されている状況にあります。 

学校施設のトイレにつきましては、近年の改築事業では洋式便器とすることを基

本としており、既存のトイレにつきましては、老朽化によりトイレ全体の改修が必

要となった場合や便器が使用できなくなった場合などには洋式便器に改修し、洋式

化を進めているところです。 

学校施設につきましては、築年数が 30 年以上の学校が６割を超えている状況に

あり、多くの学校が今後、施設の更新時期を迎えるほか、経年劣化による維持修繕

の需要が増加している状況にあります。トイレの洋式化などの施設整備につきまし

ては、緊急度や老朽度などを考慮し、教育活動に支障がないよう優先順位を見きわ

めながら、今後も引き続き対応していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 軽米委員。 

○軽米智雅子委員 要するに、壊れたりとか緊急を要しない限りは、現在ある洋式

の数よりもふやさないということでいいんでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 再度のお尋ねにお答えいたします。 

 今申し上げましたように、とりあえず使える状況のものの場合には、正直なとこ

ろほかにいろんな維持修繕等がありますので、先ほど申し上げたような形で、支障

がない限りは優先度を見きわめながら、今後も引き続き対応していきたいというこ

とです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 軽米委員。 

○軽米智雅子委員 支障がない限りということでしたけれども、トイレを我慢する

ことによる健康被害について調査したことはありますでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 トイレを我慢することの健康被害ということについては、特段それについての調

査とか研究はしたことはありません。 

○花田明仁委員長 軽米委員。 

○軽米智雅子委員 そうすると教育委員会事務局教育部長、トイレを我慢すること

による子どもたちの健康被害にはどういうものがあるか御存じでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 トイレを我慢することによるということで考えれば、やはり、一般論かもしれま

せんけれども、膀胱炎ですとかいろんなことがあろうかなと思いますけれども、そ
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れが非常に起きているとかどうのこうのということは、多分、我慢をすればあるん

でしょうけれども、我慢をしないでトイレに必要なときには行くというのも教育の

一つだと思っています。そういう意味では御不便をおかけしていることもあろうか

なと思いますけれども、そういうふうなことも大事かなと思っておりますので、そ

ういうのをトータルで教育の一環というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 軽米委員。 

○軽米智雅子委員 トイレを我慢する被害というのは、一番考えられる便秘であっ

たり、またそのことによる集中力の低下、いらいら、またお腹が張っていることに

よって食欲低下、またひどいときには腸閉塞を起こしたりという被害があります、

子どもたちにとって。「早寝早起き朝ごはん」、健康のためにこれを推奨して、朝、

健康的に御飯を食べてきても学校で用を足せないということは、子どもたちにとっ

ては非常に大変なことなのではないかと思います。そこも健康を考えていく大事な

部分ではないかなと思います。大人でもどうでしょう、男の人は特にそうなんでは

ないかと思うんですけれども、和式に長い間しゃがむということは非常につらいこ

となのではないかと思います。それを大人でもそうなのだからというところまでき

ちんと考えてあげるべきではないかなと思います。子どもにとっては、それが毎日

学校の中であって、でも子どもは我慢ができてしまうんですね、大人以上に。その

ことがさっき言ったような体に弊害が出てくる。そこまでやっぱり教育委員会とし

ては、子どもの健康を考えるべきではないかと思います。 

 学校のトイレ修繕を要望している中にトイレの洋式化を要望している学校もある

かと思うんですけれども、トイレの洋式化を要望している学校にその理由を聞いた

ことはありますでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 トイレの修繕等の営繕の要望があれば、それは担当のほうできちんと現場を見に

行っておりますので、その段階でお話ししたり状況を見ているということです。 

○花田明仁委員長 軽米委員。 

○軽米智雅子委員 やはり洋式化を求めているところには、それなりの理由がある

のではないかと思います。先ほど言いました、今、文部科学省でもそういうことを

進めながら、子どもたちの健康のためにということをやっている中で、やはりきち

んと子どもたちの健康状況を調べながら、どういうことが起きているのか調べない

とやっぱり現場が――確かに声が上がってこなければいいのかというと、そういう

ことではないかと思います。 

他都市の例で言いますと、三重県の津市などではトイレ改善化計画というのをき

ちんと市で策定して、洋式化だけではなく衛生面も考えて床のドライ化や障害に対

応したトイレを設置したところ、休み時間にトイレに行列ができるようになり、競っ
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て子どもたちがトイレに行くようになったそうです。男の子でもトイレでうんちが

できるようになったと喜んだ声もありましたし、ハンカチをきちんと持っていくと

かトイレをきれいにするといった生活マナーも向上したという例もありました。 

 多くの自治体が洋式化だけではなく、きれいなトイレで子どもたちの健康を守っ

ていくという部分で取り組みを行っている、要するにリフォームをしているところ

も多くあります。やはり青森市もそこまでやるべきではないかなとは思いますけれ

ども、リフォームまではなかなか予算的な部分でいけないかとは思います。聞き取

りのとき、１基取りかえるのに 40 万円くらいと聞きました。 

例えばことしは 10 基とか５基とか、きちんとした目標を決めて毎年着実に洋式

化を進める、修繕の予算の中にトイレの洋式化の予算をきちんと設けて、それをや

るべきではないかと思いますけれども、どうでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 予算の中でトイレの洋式化の予算というのを確保してというお話ですけれども、

先ほどからお話ししていますように、決して学校のトイレの洋式化をしていかない

というわけでもなくて、当然その必要性というのは認識はしております。 

 ただ先ほど答弁しましたように、施設自体が非常に古くなっている学校が多いの

も事実でして、トイレの洋式化だけに限って予算を確保しておいた場合に、実際、

営繕以外でも緊急対応するべきものがそれ以上に来ています。そういう意味で、現

在使えるトイレに対しての予算を洋式化のために取っておくというのは、現状から

いくと正直なところ難しいということですので、先ほど言いましたように緊急度と

か老朽化とかそういうふうな優先度を見きわめながら、今後もやっていくしかない

かなと考えております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 軽米委員。 

○軽米智雅子委員 優先度と言いますけれども、先ほども言いましたように子ども

たちの体にかかわることなので、優先度は高いのではないかなと思います。１基 40

万円であれば、例えば最低限１基、この学校にことし１基、来年１基といっても１

基ずつふえていくわけですし、数をやっぱりふやしていかないと子どもたちが苦し

い思いをしているという部分をもっと考えていくべきではないかなと思います。 

 ほかの自治体で節水型のトイレを設置したことによって、水道料金が 221 万円

あったのが半額になったという自治体もあります。洋式化にしただけで、お金がか

かるだけではなくてそういう水道料の部分であったり、節水になればまた経費も浮

くわけでありますから、その辺もしっかり検討しながら、ぜひこれから毎年度の予

算の中にトイレの洋式化の予算をしっかり上げていってもらいたいことを要望して、

私からの質疑は終わります。 

ありがとうございました。 
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○花田明仁委員長 次に、斎藤憲雄委員。 

○斎藤憲雄委員 おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり）社

民党の斎藤です。 

まず、質疑の第１点については、市民バスについてであります。市民バスについ

ては平成 25 年から運行を開始し、昨年度実績では 10 路線、約 25 万 6000 人が利用

しております。この間、私は市民バスのあり方について、再三質疑してまいりまし

たが、何ら改善されることなく現在に至っています。この市民バスについては、今

年度中に策定するという立地適正化計画、そして地域公共交通網形成計画において

検討すると聞いておりますが、この市民バスはもう既に５年目に入り、今後契約年

数等について見直しをすることがまた必要かとも思っています。そういった意味で

は、市民バスの本来の目的が何だったのか非常に希薄になっているのではないかと

思っております。 

そこで質疑です。市民バスの今後のあり方についてどのように考えているのかお

示しをいただきたい。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者

あり）斎藤委員から御質疑がありました市民バスにつきまして、お答えいたします。 

市民バスにつきましては、平成 23 年度から市営バスにおける事業採算性の低い

路線を対象に、市が民間バス事業者へ運行を委託する形態で路線再編に着手し、こ

れまで市営バスにおける 13 路線について、市民バスとして運行しているところで

す。 

市民バスの運行状況につきましては、平成 28 年度利用者数が、前年度に比べ微増

となっており、対象地域の皆様に定着しつつあるものと考えているところです。 

今後の市民バスのあり方についてですけれども、現在検討を進めております地域

公共交通網形成計画の策定の中で、検討を進めてまいりたいと考えているところで

す。 

○花田明仁委員長 斎藤委員。 

○斎藤憲雄委員 まずは答弁ありがとうございます。 

以前に質問した際とほぼ同じ答弁なんですけれども、少なくともバス路線の骨格

や幹線、そしてフィーダー路線、こういったものはまちづくりと密接に関連いたし

ます。ただ問題は、市民バスの委託業者が今後どういうふうにこの市民バスを考え

ていくのかというのが、まずは 1 番大きな点だとも思っているんです。ですから、

市民バスを運行している委託業者についても、単年度契約であればそれぞれのバス

等について設備投資ができなくなってくる、こういった不安定な要素のある中で市

民バスを運行させるというのはいかがなものかと思うんですよ。 

ですから、立地適正化計画とか、あるいは形成計画、これらと合わせて検討する

ということにはなるんでしょうけれども、それと切り離した形でのその契約年数、
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複数年契約という部分をどう考えているのかということを再度お聞きしたいと思い

ます。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 複数年契約についての御質疑でありますけれども、複数年契約につきましては、

御質疑にもありましたように、設備投資等で一定のメリットはあるものと認識はし

ておりますけれども、現在策定を進めております地域公共交通網形成計画の中で市

民バスのあり方についても検討していくということとしておりますので、複数年契

約の導入に関しましても、これらの中で慎重に検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○花田明仁委員長 斎藤委員。 

○斎藤憲雄委員 いや、検討するのは、これまでもずっと検討する検討する、そし

てまた形成計画等の中で検討します、これで一切進まないんですよね。であれば、

立地適正化計画と地域公共交通網形成計画、この関係はどういうふうに見ているん

ですか。お答えください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 立地適正化計画と地域公共交通網形成計画の関係ということですけれども、コン

パクト・プラス・ネットワーク、まさにコンパクトの部分とネットワークの部分と

いうことで、相互に密接な関係があるものですので、その計画の策定に当たりまし

ても非常に密接な関係を持って、調整を図るべきものというふうに考えております。 

○花田明仁委員長 斎藤委員。 

○斎藤憲雄委員 立地適正化計画についてはまちづくりと公共交通のネットワー

ク化でしょうけれども、公共交通網形成計画については地域にとってよりよい公共

交通のあり方という、これが前提ですよね。そうすれば安定的な公共交通を運営す

るとすれば、当然にして、今、市民バスを運行している部分についてもそれぞれ営

業しやすい環境というのをつくるべきだと思うんです。 

そうした場合、当然にしてそれぞれの計画を策定するにしても、その委託業者の

側に立った部分、この点をやはり考えていく必要があろうかと思うんです。という

のも先日、近江八幡市に行ってちょっと市民バスについて視察をかけてきたんです

けれども、近江八幡市については市民バスの運行について、例えばハイエースを使

用していたりとか、そういったところがあります。そういうのを考えますと、本来

市民バスというのはフィーダー路線が中心ですから、今後そういった設備投資、車

両の変更だってあり得るわけですよね。そうしたときに、やはりある一定程度の将

来的な見込みがあって、そこに設備投資するというのが委託業者側の準備のあり方

だと思うんです。 

それで、単年度契約で将来の見通しがないままに設備投資するというのは、まず
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考えられない。ですから、それぞれこの青森の部分であっても戸山、幸畑を考えて

みても、なかなかあの辺を循環して拠点間輸送というふうに考えれば、大型バスが

果たして必要なのか、中型でいいのか、あるいはハイエース等のワゴン車でいいの

か、こういったことだって考えなきゃならない。 

ですから、いろいろな、さまざまな、それぞれの地域の状況というふうに考えて

いった場合、やはり委託業者についての複数年契約は必要だと思っています。です

から、そこはもうちょっと前向きに考えていただくことをまずもって要望させてい

ただきます。 

それとあわせて、市民バスについては回数券とかバスカードは使用できません。

回数券については、以前からもいろいろと話されてきたことでありますけれども、

回数券も市営バスで使用できないかという、この辺のところは技術的に無理なのか

どうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。交通部長。 

○多田弘仁交通部長 おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり）

市民バスの回数券を市営バスでも利用できるようにできないかという御質疑にお答

えいたします。 

 交通部ではお客様の利便性の向上と運賃収受義務の効率化を図るため、平成４年

に磁気カード――いわゆるバスカードですが、この磁気カードが利用できる新たな

料金箱と運賃収受システムを導入して、これにあわせて紙の回数券を使わないとい

うことで、運賃収受方法を見直しし、現在に至っております。 

 このようなことから、市営バスで市民バスの回数券を取り扱うためには、料金箱

において回数券を読み取り識別できるようにしなければならず、システムそのもの

の変更が必要になるなど、経費や労力の面で業務の負担となるさまざまな課題が生

じることになります。このため現状におきましては、市営バスで市民バスの回数券

を取り扱うことは難しいのではないかと考えております。 

○花田明仁委員長 斎藤委員。 

○斎藤憲雄委員 回数券の共通使用という部分で難しいのは重々わかりつつ、

ちょっと質疑させていただいたんですけれども、これは先ほどの質疑と関連するの

は、今、料金箱の収受の部分で読み取る機器が必要だと。そうしたときに、現在市

民バスの運転手さんがどういうふうな状況かというのは、要は、乗降客についても

手作業でやっているとか、あるいは、八洲交通さんのほうでは、前乗り前おり、こ

ういったことで非常に負荷がかかっているのではないかとも思うんです。そうした

ときに、一度市営バスのほうで料金表ですか、表示板とか機器の部分の装備で１台

当たりどれくらいというのを聞いたら、たしか私の記憶では１台当たり 30 万円く

らいかかると。そうしたときに、やはりそういったものを整備するとしたら、委託

業者のほうでもやっていいのか悪いのか、そういった将来的な展望もない中での設

備投資はできない、こういった非常に不備な部分。ですから運転手さんには負荷を
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かけて、そして交通安全、安全運転をしろ、そして、さらには乗降客がここの停留

所で何人おり、何人乗ったという表をつけさせるといったことが果たしていいのか

どうかということなんですよ、市のほうで、行政側で委託した条件が。 

ですから、回数券の部分については乗り継ぎの問題もいろいろあろうかと思いま

すし、そしてまた市営バスの方でも事務作業上、非常に混雑してくる、こういった

問題もありますので、今この場ですぐ解決しろとは言いませんけれども、やはり、

そういった部分を含めて、前向きに検討、協議を進めていただければと思います。

ここはもう要望で。ありがとうございました。 

続きまして、クルーズ船の受け入れについてということで、先日の本会議の中で

もおもてなしというか、町なかのトイレとかあるいは休憩場所というふうに、ここ

に連動するんですけれども、例えば、今年度クルーズ船が 23 隻入港しますよね。沖

館埠頭には７隻入港ということになります。 

ちょっと皆さん、想像してみてください。沖館埠頭は、おりた途端に向かいに小

坂鉱山の砂盛りというか鉄くずというか、非常に見ばえが悪い。そして、和める場

所がほとんどない。あとは、船からおりてきたらば、観光バスで観光に行く方、あ

るいは市内を観光する方、こういったふうにそれぞれ客層の動きは分かれます。船

員の人たちも表に出るにしても、これといった、何というかのんびりできるという

か、そういった場所がない。ですから、私は例えばテントとかであれば風とかの関

係で非常に危険な要素はありますから、車とかでコーヒーも飲めるような、あるい

は休憩できるような、そういったものを簡易的にもつくることが可能じゃないのか

なとは思っているんです。それによって、例えば夕方観光に出かけた方々が帰って

きて、そしてそこでちょっと船に乗る前に一服してコーヒーでも１杯というふうな、

そういったスペースがあってもいいんじゃないかなと思うんですが、その点につい

てのお考えをお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部理事。 

○坪真紀子経済部理事 おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あ

り）斎藤委員のクルーズ船の受け入れについての御質疑にお答えいたします。 

ただいま御紹介のありましたとおり、ことしクルーズ客船の寄港は、７回が沖館

埠頭に寄港予定であります。 

クルーズ客船の受け入れにつきましては、本市及び県を初めとする関係機関で構

成する青森港国際化推進協議会が主体となり、埠頭での歓迎アトラクションの実施、

臨時観光案内所や文化体験コーナーの設置、青森市フリーＷｉ－Ｆｉの提供などさ

まざまなおもてなしを提供しております。沖館埠頭での休憩場所の提供につきまし

ては、協議会といたしましても、乗船客やクルーが休憩できるテーブルや、くつろ

げる椅子を整備する予定でありまして、その日の天候が許しましたならばテントを

設置するなど、埠頭で和んでいただくような環境づくりを図ってまいります。また、

飲料のサービスにつきましては、青森ならではのサービスとしてリンゴジュースの
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振る舞いを実施してきており、乗船客に大変好評であります。コーヒーの提供につ

きましても、関係者の御意見をお聞きしてまいりたいと考えております。 

今後とも、来青されるお客様に青森の旅を満足していただけますよう、さらなる

受け入れ態勢の充実強化に努めてまいります。 

○花田明仁委員長 斎藤委員。 

○斎藤憲雄委員 これを何で質疑したかというのは、先日クルーズ船が入った際に、

ちょっとラビナの上のほうの本屋に行って、スターバックスでちょっとコーヒーと

思って行ったらば、外人の方がいっぱいで座れない。そういった状態がまずはでき

上がっているんですね。何もコーヒーのみならず、例えば屋台みたいに――屋台と

いいますか、今、車で歩いているじゃないですか。外国の方々にしてみれば、例え

ば焼き鳥１本であれ、そういった部分でも業者の方に協力してもらいながら、その

場でお金払っても何してもいいんだけれども、そういったことがあったっていいよ

なという――オープンテラスみたいな考え方でもいいのかなと思うんです。 

 中央埠頭については緑地帯があるんですけれども、そういったところで散歩する

のは非常にいいんだろうけれども、ただ聞いたところによりますと、中央埠頭に着

岸した場合、まともに風を受けますよね。それでいつだったか、やっと中央埠頭か

ら出て行った、出港したというふうな、そういったのも聞いています。 

 ですから、恐らくは中央埠頭を改修したとしても、場合によっては沖館埠頭の使

用頻度というのが高まるのではないかとも思うんです。ですから、そういった意味

では、県との関連もありますので何とも言えませんけれども、沖館埠頭を今後、機

能としてどういうふうな役割を持たせるのかという課題はありますけれども、ただ

当面そういった部分で見た目よりも内的な部分でのおもてなしというか、こういう

ところが青森ですよというふうな、そういったもてなし方というのが必要だと思う

んで、ぜひそういったこともあわせて今後幅広く考えていただくことを要望して終

わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○花田明仁委員長 次に、長谷川章悦委員。 

○長谷川章悦委員 それでは、質疑してまいりたいと思います。 

 １番目と２番目は教育委員会関係ですので、まず、中学校の雨漏りについては、

前に天内議員も申し上げていたんですけれども、今特に浪岡北小学校と南小学

校――この間、運動会のときにも父兄の方から指摘されたんですけれども、これは

運動会のみならず、スポーツ少年団の野球大会のときもです。本当に屋根のさびっ

てすごいものです。私、写真を撮ってきました。きょうは持ってきませんけれども、

大変なさびです。何年も前から教育委員会のほうには申し上げていたんですけれど

も、一向に進んでいないということであります。そういう屋根のさびのひどい状況

にある学校施設の老朽化対策計画において、計画的に解消していくということで

あったと思いますけれども、その見通しについてお願いいたします。 
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○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 長谷川委員の浪岡地区の学校についての

質疑にお答えいたします。 

本市の小・中学校施設は、校舎の築年数が 30 年以上経過している学校が６割を超

えており、一斉に更新時期を迎えつつあることが大きな課題となっております。ま

た、老朽化した学校施設の改築時には多額の費用を要しますことから、現下の市の

厳しい財政環境を踏まえ計画的に進めていくため、平成 28 年３月に青森市学校施

設老朽化対策計画を作成したところです。 

学校施設老朽化対策計画では、コンクリート強度の調査による軀体の劣化状況や

屋上防水、給排水・暖房等の設備の劣化状況等の現状把握により改築の優先順位を

検討することとしております。また、現状把握により、改築する学校、長寿命化改

修を行う学校、大規模な改修を行う学校を適切に判断し整備することとしていると

ころです。 

浪岡北小学校と浪岡南小学校の屋根のさびの状況につきましては、現地確認を行

い、その劣化状況から屋根の全面的な改修工事が必要と考えているところでありま

すけれども、教育委員会といたしましては、屋根の全面的な改修工事は多額の費用

を要しますことから、屋根材や屋上防水の劣化の度合いを判断しながら、屋根の全

面的な改修工事を適切に対応していくこととしております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 長谷川委員。 

○長谷川章悦委員 雨漏りしてしまってから工事すれば、多額の経費がかかると思

うんですけれども、ペンキを塗るだけですので早めに対応したほうが長寿命化につ

ながるのではないかと。ただ、通学区域の再編による計画もあるし、ファシリティー

マネジメントも基本方針とかであるので、そういう絡みもあると思います。 

 ただ、いずれにしても雨漏りしてからやるということではなくて、早めに対応は

必要だと思います。計画も早めに進めて対応できるように、市民から余り言われな

いような形でひとつ対応していただければなと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 次に、中世の館についてであります。小豆畑委員も昨年でしたか、中世の館の屋

根のさびの問題を取り上げていたけれども、まだ一向にやられていないと。私も小

豆畑委員が言ってから気をつけてよく見ているんだけれども、一向にやられていな

いという状況であります。そういう中で、屋根のみならず施設そのものの老朽化も

目立ってきていると思いますけれども、それらについて全部やるとすれば多額の金

がかかるのかな。そういうことで今後、中世の館の改修あるいはあり方について、

どのように考えているのか、またどのように取り組んでいこうとしているのか、ひ

とつお願いいたします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 
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○横山克広教育委員会事務局教育部長 長谷川委員の中世の館についての御質疑

にお答えいたします。 

 青森市中世の館は平成４年に開館し 25 年を経過しており、施設の老朽化が目立

ち始めていることは、教育委員会としても認識しているところです。これまで施設

の法定点検で指摘を受けた場合ですとか、設備等の支障が発生した場合などにつき

ましては、その都度修繕を行うなど施設維持に努めてきたところです。 

今後の対応といたしましては、教育委員会では、中世の館に限らず多くの施設の

修繕案件を抱えておりますことから、施設修繕に対する緊急性や優先度、修繕に対

する経費などを勘案しながら適切に対処してまいりたいと考えているところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 長谷川委員。 

○長谷川章悦委員 先般、浪岡自治区地域協議会でも中世の館についていろいろと

議論になっていたと思うんですけれども、展示物そのものもどういう形でやろうか

ということが非常に議論になっていると思います。 

 建物もそうでありますけれども、前に移動式の椅子が故障して、今直したのか

な――直したということですけれども、それも最終的にきちっとした種類ではない

と思います。いつまたどうなるかわからないという状況なのかなと思います。そう

いうことを考えれば、やはり 25 年以上たっている中世の館――これも、浪岡が中世

の町という形、イメージでまちおこしをやるといういわば、我々浪岡地区にとって

は拠点施設であるし、皆さんもそういう意味で心配している経緯もあります。です

ので、中世の館そのものもそうでありますけれども、旧浪岡小学校も外壁を見ると

かなり傷んでいます。それから、あそこには旧坪田家もあります。それも含めて、

やはりきちんとした計画を立てながら今後改修をしていただければなと。我々住民

にとっては、やはりあれは浪岡地区のシンボルでもあります。一刻も早く計画を立

てて早めに改修なりをしていただければなと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。ありがとうございました。 

それでは、次に、道の駅アップルヒルについてであります。 

 包括外部監査において、道の駅アップルヒルの管理運営事業について、同道の駅

の指定管理者である第三セクター株式会社アップルヒルの位置づけを再検討する必

要があると指摘があったと思うが、市としてどのように対応していくのか、お伺い

いたします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。浪岡事務所副所長。 

○相馬紳一郎浪岡事務所副所長 おはようございます。長谷川委員のアップルヒル

の今後についての御質疑にお答えいたします。 

平成 28 年度の包括外部監査におきまして、市の第三セクターである株式会社アッ

プルヒル――以下、アップルヒルと申しますが、アップルヒルにつきましては、指

定管理者の募集を公募としたことにより、市の外郭団体としての存在意義は希薄に
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ならざるを得ないことから、同社の存在意義と位置づけを再検討し、今後のあり方

を定める必要があるとの指摘を受けたものであります。 

 アップルヒルの存在意義と位置づけにつきましては、平成 22 年 10 月に策定した

青森市第三セクターに関する基本方針におきまして、指定管理者制度の導入により

一部希薄化したものの、産地形成のための地場産品の販売や地域農産物を生かした

新たな商品の開発、普及及び地域振興に資するイベントの実施といった事業分野に

ついては、市の施策展開と連携を図りながら、引き続き継続して事業展開を図って

いく必要があると整理をいたしております。また、アップルヒルの今後のあり方に

つきましては、単なる施設管理のみならず、農業振興、地域振興事業に係る市施策

を実行するパートナーとしての役割が期待されますことから、積極的な経営改善を

した上で存続させることとしたところです。 

 アップルヒルは、この方針を踏まえ、これまで地場産品の販売や地域農産物を生

かした新商品の開発、地域振興に資するイベントの実施など、市の施策を実行する

パートナーとしての役割をしっかりと果たしており、平成 28 年度の外部有識者に

よる経営評価におきましても、リンゴのブランド化、地域活性化に資するイベント

開催及び県外への出張販売等により、市の施策であるあおもり産品の販売力の強化

に貢献しているとの評価をいただいているところです。 

 このように、アップルヒルの市の施策を実行するパートナーとしての存在意義と

位置づけにつきましては、現在も変わっておりませんが、アップルヒルの今後のあ

り方につきましては、第三セクターを取り巻く社会情勢の変化を注視するとともに、

経営評価を通じて定期的に点検評価を行いながら、検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 長谷川委員。 

○長谷川章悦委員 それから、包括外部監査人は、現在公募で指定管理者になって

いるけれども、指定管理が外れた場合に対応するために、管理業務以外の事業の拡

大を模索するなどの方策も必要ではないのかということも指摘していると思います。 

 私は、以前から――私のみならず小倉委員もそうであったんですけども、果たし

てアップルヒルは、指定管理になじむのかどうかということです。私は、指定管理

にはなじまないと思います。だから、指定管理をやるべきでないという意見で私は

今まで来たと思います。 

なぜかというと、道の駅というのは、結局、浪岡の農業、産地形成促進施設とし

て、これから地場産品も含めて農産物を生かした商品開発とか、さっき言っていま

したけれども、そういう地域に関するイベントとかを実施しているわけです。です

から、いわば地域づくりと一体となっている道の駅なんですよ。それを公募で――

どういう団体が来るのかわかりませんけれども、そういう人たちが仮に参入して、

果たしてそういうのを生かせるかどうかと。国だって、地方創生の拠点施設だとい
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うことで、いろいろ予算措置をしたりしてやっているわけじゃないですか。だから、

そういうのを考えれば、私は、指定管理で道の駅を運営するべきではないと。 

それで、浪岡でやるときはいろいろと――千葉県の富浦町の枇杷倶楽部に視察に

行きました。ここは今、日本一です。すごい道の駅です。そこの初代の駅長が、運

営には指定管理制度はなじまないと。営業施設として売り上げを伸ばし、利益を出

したときに、指定管理という制度が道の駅になじむのかということでした。ですか

ら、道の駅はそうではなくて、さっき言いました地域づくりの拠点施設であるし、

地場産品とかそういうのを中心にした道の駅であれば、浪岡を中心としたその組織

の中に任せたほうがいいのではないかと。まあ、指定管理はまだまだ、あと何年だ

かあるんだな。だから、その辺もひとつ考えていただきたいなということです。 

それから、今、道の駅が全国至るところにあります。非常にふえてきているし、

競争も増してきているというような状況です。いかに利用客を確保して、業績を維

持するかということ。これから対抗していくためには、やっぱり施設の設備の充実

あるいはハード面だと言われています。最近、特に道の駅は施設の内容の多様化で

ありますとか大型化とか、いろんなしゃれたデザインですばらしい道の駅が今でき

ています。浪岡の場合は、東北で８位、青森県で１位ですけれども、最近道の駅も

非常に手狭になって、そろそろ改修も必要かなと。特に産直施設あたりは、どこの

道の駅から見ても一番みすぼらしい。 

前に――去年でしたか、改修すべきだということで提案しましたけれども、計画

がありませんと言われました。今、皆さんも御存じと思いますが、藤崎町常盤の食

彩ときわ館が今現在の３倍の規模に拡大するということで、農産物直売に加えて、

新たな農産物の加工品の開発に取り組むと。さらに、鶴田町では国の地方創生交付

金を活用して、新たに直売所を建設すると。農産物直売所のスペースも、今の３倍

になると。また、観光案内所を備えたイベントホールも設置するということで、今、

本当に各地で一生懸命リニューアルして、利用客をふやそうと頑張っている。道の

駅のメーンは産直施設だと思います。でも、今の浪岡の状況を見ると、全く狭くて

使いづらいというような状況です。このことから考えれば、周辺の道の駅がどんど

んそういうふうにリニューアルしたりして頑張っていけば、果たして浪岡はどうな

るのかなという懸念もまた覚えます。 

ですから今後――道の駅も二十一、二年たっていますし、さまざま修理もしてい

ますけれども、できる限りそういう周辺の道の駅に負けないように、ひとつ構想を

練って、早目に改修できるようにしていただきたいと思いますが、浪岡事務所副所

長、いかがでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。浪岡事務所副所長。 

○相馬紳一郎浪岡事務所副所長 長谷川委員のアップルヒルの老朽化対策といい

ますか、施設の拡充についての再度の御質疑にお答えいたします。 

 今年度、アップルヒルにつきましては、開設以来 21 年経過しているということ
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で、大分老朽化が進んでいる中で、屋根の修繕工事を予算 2000 万円ほどかけて行う

こととしております。また、産直施設についてもお話がありましたが、確かに産直

施設は、道の駅としての重要な機能だということで、そこの部分についても老朽化

しているということです。やはり他の道の駅も今いろいろと頑張ってやっています

ので、地域間競争といいますか、そういう中でアップルヒルの存在意義を維持して

いく、あるいはＰＲしていくためには、その辺の対応についても今後、株式会社アッ

プルヒルといろいろと相談して、拡充に向けて取り組んでいければと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

〔小倉尚裕委員「頼むよ、副所長」と呼ぶ〕 

○花田明仁委員長 長谷川委員。 

○長谷川章悦委員 今、小倉委員からも声がかかりましたけれども、本当に我々浪

岡出身の３人は、やっぱり道の駅は浪岡の地域の拠点施設だということでお互いに

思っていますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 それでは、時間もないようですので、次に、津軽横断道路の進捗状況について。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。浪岡事務所副所長。 

○相馬紳一郎浪岡事務所副所長 長谷川委員の津軽横断道路の進捗状況について

の御質疑にお答えいたします。 

津軽横断道路は、岩木山麓周辺地域と本市浪岡地区を結び、さらには青森空港な

ど交通拠点に結節する広域幹線道路として位置づけられており、本市としては県に

対して重点事業要望項目の一つとして、毎年度、津軽横断道路の整備促進について

要望しているところです。また、関係市町村で構成する津軽横断道路建設促進期成

同盟会を通して、事業の早期完成が図られるよう国及び県に要望しているところで

もあります。 

津軽横断道路の進捗状況でありますが、津軽横断道路は青森市浪岡大字杉沢と弘

前市大字小友を結び区間延長は約 17 キロメートルでありますが、これまで弘前市、

板柳町に位置する一般県道小友板柳停車場線の津軽りんご大橋工区、小友工区及び

板柳町に位置する主要地方道五所川原岩木線の五幾形工区をそれぞれ供用し、平成

27 年度に供用した掛落林工区延長約 920 メートルと、上常海橋福舘工区延長約 1400

メートルにおいては、本年度、迂回路や旧橋撤去工事を行っていると県から聞いて

おります。また、本市浪岡地区に係る一般県道常海橋銀線の福舘女鹿沢工区延長約

5060 メートルにつきましては、引き続き用地取得の促進を図るとともに埋蔵文化財

調査やフクロウ、オオタカなどの猛禽類の保護対策の検討を継続して実施しており、

加えて本年度は一部改良工事の着手も予定していると県から聞いております。市と

いたしましては、今後とも鋭意進捗が図られ早期完成が図られるよう引き続き国、

県に要望してまいります。 

以上でございます。 
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○花田明仁委員長 長谷川委員。 

○長谷川章悦委員 ありがとうございました。 

 何か平成 29 年度には工事に入りそうということですので、まずしっかりとやっ

ていただきたいと思います。 

 それでは、時間が３分だそうですけれども、最後に花岡プラザの指定管理につい

て。 

 花岡プラザの指定管理は、利用料金制度を導入するということになったそうです

けれども、その理由をお示しいただきたい。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。浪岡事務所副所長。 

○相馬紳一郎浪岡事務所副所長 長谷川委員の花岡プラザの指定管理についての

御質疑にお答えいたします。 

現在、市が直営で管理運営を行っている健康の森花岡プラザ、花岡農村環境改善

センター及び花岡公園の３施設につきましては、１つに、使用許可に係る受け付け

事務の一元化など効率的な管理運営を行うことができること。２つに、３施設の機

能を有効に活用したイベント等の実施により、にぎわいの創出や地域の活性化が期

待されることから、３施設一体で指定管理者制度を導入することとしたところです。 

また、指定管理者制度導入に当たりましては、１つに、花岡プラザの温泉機能や

健康増進機能及び花岡農村環境改善センターの集会・研修や調理室の機能、並びに

花岡公園の多目的広場やキャンプ場の機能等を有効に活用したイベント等の実施な

ど、指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくすること。２つに、収受した施

設利用料金に係る市及び指定管理者の会計事務の効率化が図られることから、利用

料金制を導入することが適当と判断したものであります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 長谷川委員。 

○長谷川章悦委員 今の答弁では利用料金制度を導入したということは、何のメ

リットがあって導入したのかということが伝わらないんですけれども――まあ、あ

と時間がないので。これは、県とかは利用料金制度で自分たちが頑張れば自分たち

に入ってくる、だから稼ぐために頑張るわけですよ。でも、前から青森市の指定管

理を見ると、体育施設もそうでありますけれども、結局そういう利用料金制度を導

入して指定管理者のやる気を起こさせるというのが大事だと思うんです。だから、

私は利用料金制度を導入すべきだと思ってずっと来たんです。今回たまたま花岡プ

ラザがやるということでしたので、できればその――あと三つ、四つあるんだけれ

ども時間もないので終わりますけれども、まずその辺もこれから検討していただき

たい。また機会があれば、指定管理について今後一般質問でいろいろと議論したい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

○花田明仁委員長 次に、渋谷勲委員。 
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○渋谷勲委員 それでは、早速ですけれども、質疑に入りたいと思います。 

 まず、第１点目。流通団地そして卸町町会の汚水の処理施設、大分老朽化が進ん

でいると。私も、その都度その都度、当時の副市長を初め、担当部署に出向いて陳

情した経緯があるわけでありまして、これまでの経緯をひっくるめて、今後どのよ

うにされるのか、お示しをいただきたいと思います。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。環境部長。 

○小松文雄環境部長 おはようございます。（「おはようございます」と呼ぶ者あり）

本市青森地区の公共下水道につきましては、処理区をおおむね青森駅を境に東西に

区分し、八重田浄化センターが担う東部地区の八重田処理区は昭和 27 年度に事業

着手し、新田浄化センターが担う西部地区の新田処理区は昭和 57 年度に事業着手

しております。 

管路の整備につきましては、流末の下水処理場から上流に向かって順次整備を進

めているところであり、平成 28 年度末における青森地区の公共下水道普及率は、

81.0％となっております。なお、今年度は、主に新城、問屋町、矢田地区等の整備

を行うこととしております。 

 渋谷委員お尋ねの青森総合流通団地の汚水処理施設につきましては、青森総合流

通団地協同組合連合会が団地造成時の昭和 57 年度に整備し、同連合会が現在も維

持管理を行っております。青森総合流通団地は、将来的な下水道の整備計画となる

本市の基本計画において、八重田処理区の区域に位置づけているものの、おおむね

５年から７年で整備を予定している事業計画の区域には含まれておらず、近年の財

政状況や他地区の整備の進捗状況等を勘案すると、事業計画の区域編入までにはま

だ相当の期間を要するため、近隣の農業集落排水施設への接続についての可能性を

探りながら、接続のめどがつき次第、下水道管の移管について検討してまいりたい

と考えております。 

 次に、卸町町会の汚水処理施設についてでありますが、同施設は、青森中央卸売

市場商業協同組合が造成時の昭和 50 年度に整備し、同組合が現在も維持管理を行っ

ております。卸町町会の下水道管につきましては、平成 16 年度から市への移管につ

いて協議が行われているものの、１つに、汚水流入量が水道使用量と比較して大き

く乖離しており、これについての原因がいまだ判明していないこと。２つに、マン

ホール内部の亀裂箇所などから地下水の浸入があるが、この補修の計画が定まって

いないこと。３つに、市が下水道管の寄附を受けるに当たっては、同組合において

下水道管内のカメラ調査や台帳の整備を行う必要があるが、その実施の計画が定

まっていないことなど、移管に向けた課題が残されている状況にあります。 

 市といたしましては、今後も移管に向けた同組合との協議を継続するとともに、

同組合の施設の老朽化を鑑み、その施設を廃止し、市で下水道管を整備することも

念頭に入れながら、地元住民や同組合との話し合いを進めてまいりたいと考えてお

ります。 



- 98 - 

○花田明仁委員長 渋谷委員。 

○渋谷勲委員 環境部長、若干なりとも、若干なりともだよ、考慮に入れていただ

いたのかなと。ただ当時、卸町町会でも、あるいは流通団地でも、バブル前だった

もんだから、それなりの景気はあったわけだ、経済の活気もね。現在、幾ら努力し

たところで、この低迷というのは首都圏と違って流通団地でさえ、あるいは市場に

かかわる町会そのものもかなり苦慮しているわけです。これまで、自分たちがある

程度の管理を行いつつ、努力はされてきたものの、当時の例えば補償金やら何やら

は、恐らくはもう底はついたと思うのよ。だから今、環境部長も言ったような――

もちろん、やることによっては、いろんな難所難所のことはありつつも、今の答弁

のように、例えば下水道管一つにしてでも、おのおのが、個々の世帯がある程度頑

張ってやれるならば、うちほうでもだとか――この間の聞き取りについても、環境

部長も大分聞いてはいるだろうけれども、それでもって私もある程度の理解を示し

つつ、きょうの質疑にも至ったわけです。 

 ただ、卸町町会――ちょっと言葉は悪いけれども、管理運営団体の方々というの

は、そこに住んでいないのよ、ほとんどが。私に再三にわたって来ているのは、現

在、中央市場を中心として働いている家族の方々からの苦情なのよ。もうにおいが

してどうにもならない、幾ら管理団体に言ったって何も見向きもしない。そういう

ことで、今回、再度私はこの質疑に立たせていただいたのです。 

 だから、きょうの環境部長の答弁を踏まえて、できれば町会である程度集会を開

かせていただいて、その都度その都度、担当の部長を初め関係する部署の方々に来

ていただいて、話し合いの中ででき得る限り前向きに、今以上に、私は検討をして

いただきたいなと。 

ただ、環境部長も先ほど来、八重田云々、何云々、これ私もわかりますよ。でも、

卸町町会の場合は特に処理場も、すぐ近くの妙見にできたわけでしょう。あとは管

そのものだけだと思うんですよ。そして、なおかつ、流通団地一つにすれば刑務所

の付近だとか、これまでいろんなことを答弁されました。しかし今、環境部長が言っ

たとおり農業集落排水、あそこだったら、そんなに距離感もあるわけでもないし、

大分法律も変わって、落とせるような話も私も聞いています。 

そういうことをいろいろ加味しながら、その辺は何とか町会のため、あるいは流

通団地のために努力をしていただきまして、私の今の質疑に対して、環境部長、や

る気があるのかないのか。その辺について、再度、答弁。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。環境部長。 

○小松文雄環境部長 再質疑にお答えします。 

 先ほども申し上げましたが、さまざまな問題がありますけれども、渋谷委員もおっ

しゃっているように、ちょっと前向きにそこら辺は考えてまいりたいと考えており

ます。 

○花田明仁委員長 渋谷委員。 
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○渋谷勲委員 次に、８年後の国体だよね。私はこれまで、スポーツのまちだとか

いろんな面で質疑させていただいた経緯。ましてや私から言うまでもなく、平成 52

年青森市の人口も 20 万人だと。何にも構わないでこのまま市政運営したところで、

今の青森市はどうなりますか、皆さん。今現在、約 2800 億円という市の借金も鑑み

れば、私はここで何かかにか市でもって全庁を挙げて、局を挙げて、部を挙げてや

るような努力をしなければ、市自体どうなりますか、皆さん。これは市長１人で何

もできるわけではないんですよ。教育委員会事務局教育部長、その点をまだまだ考

えていただいて。これまでも私はいろいろ質疑させていただきました。例えば、今

現在の小・中学校の体育館の廃校だとか、あるいは地域の市民センターだとかこれ

らを含めた形の質疑をするということにさせていただいているわけでしょう。なお

かつ、この二、三回の質疑に対して、今後、担当部署の教育委員会とすれば、どう

いう方向性でどのように進めていかれるのか、具体的に答弁していただきたいと思

います。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 ちょっと質疑の確認をさせていただきた

いんですが、申しわけございません。どの部分――前回の部分なのか…… 

  〔渋谷勲委員「スポーツのまちだよ」と呼ぶ〕 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 わかりました。それでは、国体を契機とし

たスポーツ振興の取り組みということで御質疑にお答えいたします。 

 2025 年に国内最大のスポーツの祭典である国民体育大会が 48 年ぶりに本県で開

催されますことは、市民のスポーツへの関心を高めるとともに国内トップレベルの

競技を間近で観戦する貴重な機会であり、本市のスポーツ振興において絶好の機会

と考えているところです。この国民体育大会の開催に向けましては、ジュニア層の

育成・強化につなげるため、指導者の発掘、育成、確保が重要であると考えている

ところです。 

その主な取り組みとしては、本市の指導者を対象に、国内トップレベルの指導者

を講師としたスポーツ医科学講座の開催や、スポーツ指導員の資格取得に係る受講

料を助成するスポーツ指導者育成支援事業などを実施しているところであり、今後

も、県や各競技団体と連携しながら、競技力向上を図る取り組みを実施していくこ

ととしております。 

また、本市のスポーツ施設の整備につきましては、国体開催に向けたスポーツの

盛り上がりの機運を捉えながら、競技力の向上及び地域スポーツの促進の観点を踏

まえ、戦略的に改修等を検討していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 渋谷委員。 

○渋谷勲委員 教育委員会事務局教育部長、随分いいことを述べるね。いいことの

割には、恐らく委員の方々も私個人的にも、今の教育部長の答弁というのはほとん
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ど聞こえて来ないよ。教育部長が答弁した講師だとかいろんな面、そして中身まで

ちょっと具体的にやらなければ。だからそれ以上に私、廃校だとかあるいは市民セ

ンターだとか、これらの利活用についても、くどくど言ってきているわけでしょう。 

 その講師だとか、これらについてはどうなのですか。答弁。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 先ほど答弁したスポーツ医科学講座の講師の関係ですけれども、昨年であれば、

講師に青森厚生病院の整形外科の小松ドクターをお招きして、スポーツ外来におけ

る傷害と外傷の傾向と対策というお話をさせていただきました。また、もう１人講

師として青森山田高等学校サッカー部の黒田監督をお招きして、経験に基づく子ど

もたちへの指導育成論という講座を開催して、約 94 名の方が来ております。また、

これは平成 25 年度から始めておりまして、平成 27 年度は桑田真澄元プロ野球選手

を招いての講座ですとか野球教室を開いているという状況です。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 渋谷委員。 

○渋谷勲委員 これまでのそういうような取り組みも理解はします。でもそういう

講習だけで、夢のある子どもたちにスポーツ面でも特に広がりますか。そうじゃな

くして、それはもう終わりにしていただいて、具体的にその講師をある程度決めて

いただく、初歩的なことからです。何も一遍にやれと言うんではないですよ、初歩

的なことから順番にやりつつ、例えば何曜日と何曜日は荒川市民センターでこうい

うことをやりますとか。高等学校でもいいんです。中学校でも小学校でもいいんで

す。こういうことをやっていかなければ、人口の減少につながってしまうわけでしょ

う。せっかくにして自分たちが育てた子どもたちが仙台、東京に憧れて行きますよ

ね。帰って来ますか、今の青森市だと。私はなかなか帰って来ないと思いますよ。

そうじゃなくして、例えば県内、まずは県内だよ。青森市に行けばこういうことも

ある、ああいうこともある、その実績によっては国体でも優勝できる、インターハ

イでもアマチュア部門でも優勝できる。この積み重ねですよ。それでもって、底辺

から人口そのものもある程度果たせるわけでしょう、役割が。ただ桑田選手が来た、

何が来たって、教育委員会事務局教育部長、何か意味がありますか、何も意味ない

でしょう。そうじゃなくして、もう具体的にやらなきゃだめなんだって、私、市長

にも言っていますよ。ちょっと借金してもいいから具体的なもの、青森市に誘致で

きるものを何とかしてくださいと。こういうことで話ししています。 

それで先般、わざわざ我々は政務調査費でもって、北海道の根室市あるいは釧路

市、網走市も行ってきました。その地域地域でもって、天候まで見きわめて誘致し

ている夏場の合宿だとかさまざまなことをやっています、皆さん。それも人口増加

につながるわけでしょう。まして活性化につながるわけでしょう。幾ら土台が青森

市だって、大きいからといって。やる気さえあればできるわけでしょう。そのため
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に文化もスポーツも管理公社まであるわけでしょう。何やってますか、今まで。再

度、答弁。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 今、渋谷委員からお話があった部分で、スポーツをもって地域の活性化というお

話かと思います。それは私どもも大変同感でして、そういう意味では先ほども言っ

たとおり、まずはレベルを上げていくためにはジュニア層の育成が必要ですし、当

然、指導者の方が来た場合には、就職先もなければいけませんので、それは教育だ

けではなくて、市として、全体としても、そういう形で考えていく必要があろうか

なと思っています。 

施設的なものも、いろいろとこれまでも御指摘がありますけれども、それは先ほ

ど言いましたように、今回のオリンピック、国体がありますので、そういうものを

踏まえながら、とりあえず考え方とすれば同じ方向を向いていると思っています。

ただ、歩みが遅いかもしれませんけれども少しずつそういう方向で向かって頑張っ

て行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○花田明仁委員長 渋谷委員。 

○渋谷勲委員 教育委員会事務局教育部長、最初からそういう答弁であればいい。

答弁が間違ってるんだよ。津軽の言葉で言えば、風呂敷を広げて私やりなさいと言

うんでないの。小さい初心からの積み重ねなんだよ、これも。教育もそうでしょう、

勉強もそうでしょう、スポーツだってそうなんです。これがやがては、県内に県外

に――だから今、教育部長が答弁したそんな優秀な者を連れてくれば、また教育部

長が言うように誰か彼かで面倒見なきゃだめでしょう。私まだそこまでは言ってな

い。まだ青森市だって二十七、八万人の人口でしょ。その中にインターハイに行っ

た方々、あるいは常時国体に出ている方々がいるわけでしょう。とりあえずはそう

いう方々にお願いしつつ、曜日曜日でもって確かめていただいて、まず最初に夢あ

る子どもたち、そういう方々を鍛錬、練習させる。ここからなんですよ、私が思う

のは。 

これまで余りにも、市は――また津軽の言葉で言いますけれども、おんぶにだっ

こなんだよ。教育部長、余りにもおんぶにだっこ。体育施設は何もないわけでしょ

う、何ありますか。あるのはカーリングでしょう。カーリングだって、教育部長、

前回の市政のとき、再三にわたって言いました。あの立派なカーリングの施設を建

てていただいて、現在どうですか。確かに頑張っている方は頑張っています。ある

程度優秀で、せっかくにして日本はおろか世界にまでとどろかせたチーム青森、な

くなっちゃったでしょう。俺何回も言ったはずですよ、新幹線の開通間際に。フラッ

グを立てるとかね。何もやらないでしょう。青森市は、昔からそんなにスポーツに

対しては、個々は努力して結果を出しています。先ほどの青森山田高校の先生を初

め出しています。でも、全体の盛り上がりには本当に市役所は欠けています。本当
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に欠けている。例えば近隣の町村はどうですか、中里へ行ったって立派な陸上競技

場――あの県内でも小さな村ですよ。言っちゃ末だけれども、所得番付びりから２

番目だとか、鶴田町と張り合っていますよ。それでも立派な施設だってやっている

んです、努力している。青森市を見なさい、何ありますか。何にもないと思います

よ、この国体でのアピール、オリンピックでの合宿所のアピール、何にもないでしょ

う。私は残念でならない、そういう観点からね。だから教育委員会一体となって、

まずは下地からいろいろ検討しつつ、教育長をトップに何とか市長に物申していた

だいて、あるいは県にその役割も、我々議員も協力させていただいて、もうちょっ

と盛り上がった青森市にしましょうよ。 

まずこの人口減少対策についても、総務部長には悪いけれども、うちほうはなっ

てないよ、全然。もうちょっと皆さんでもって食いとめるためにも、考えていかな

ければ。ましてやこの 2800 億円の――関係ないけれども、借金払っていけますか。

私は払っていけないと思いますよ。人口の減少とともに所得が薄れて、所得を上げ

る人がいなくなっちゃうんだもん。出生だってそうでしょう。だから、私の質疑は

底辺ではあるけれども、今から幾らかでも努力しなければ、私はだめだと思います

よ。そういうことでひとつ何とか御理解をいただいて教育部長、ひとつよろしくお

願いしたいと思います。またの機会に、また質疑させていただく。以上。 

 次、市民病院。市民病院事務局長、あっという間に事務局長になったよな、大変

だべ。私も、月に何回か検査にも行って、きのうも検査に行ってきました。私、市

長でもあるまいし、覚えられてしまって、結構、私に陳情する看護師さんも非常に

多いんですよ。だから私ども以上に、看護師さんは切実な願いが、私はあるように

思います。きのうも行ってきた眼科、今度は縮小するんだと。恐らく今、科１つな

くなれば、３億円や４億円あるいは５億円売り上げも違うでしょう。今現在どうな

んですか、呼吸器内科がなくなってから何年たちますか。ましてや、ある程度優秀

な先生方は、県に引っ張られていくあるいは八戸市に行く。開業するのはやむを得

ないとしても、その辺もうちょっと考えるべきだなと。 

今、改革プラン、協議会も立ち上げて進めていますよね。そういう中で、きのう

もらった委員の名簿を見させていただいて、果たしてこの方々が市民病院のために、

こうすることによって安定した市民病院になりますよと、事務局長、誰が喜ぶの。

私は絶対反対だ。むしろ財界の方々だとか諸団体だとか、これらの方々を協議会の

メンバーとしてやるんであったらいいけれども――ちょっとお口悪いけれども、医

師会だとか県の医師会だとか、何するのか、改善のプランになるのか、真剣にやっ

ていただけるのか、こういう方々を入れて。ただつくればいいってもんじゃないん

ですよ、事務局長。あなたを怒っているんじゃないです。私はもっともっと、この

プランを設計するに当たって、もうちょっと今言ったもろもろの団体だとか経済界

の方々がだめだったら、弘前大学に皆さんでもって陳情くらいに行くような体制づ

くりをしなきゃだめでしょう。どうするのこれ、この状態だったら。今、県病はお
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いでおいでだよ、これ聞いていますよ。県と市の役割というのは違うんだから、市

はあくまでも、我々多くの青森市民のためにある市民病院でしょう。県は違うんで

すよ、県内ですよ県内。科を１つつくることによって、私はもうけろとしゃべって

るんではないんだよ。だから――言葉足らずで本当に悪いけれども、院長１人では

何にもできっこないんだよ。市長そのものもプロじゃないんだから、できっこない

の。この青森市の各般にわたった業務でしょう。だからここには、ある程度、独立

行政法人でもつくっていただいて、専門の役割をやっていただかなければ、どうす

るのこれ、これからも。五所川原市の議長は大の友達だから、何回か聞いておりま

すけれども、いやあなたのほうの病院は新しくなっていいべなと、こういう話はす

るんです。何て返ってくると思いますか。かえって悪いと言うんだよ。先生方がい

ないと言うんだもの。弘前大学一直線に頼っている津軽の病院自体、私はもうここ

で考えるべきだと思います。こういう方々を入れて、議会と一緒に行動しますか、

先生いなくなったって。やれっこないんだから、こんなもの。まして、もろもろの

団体だとか経済界だとか一緒に行って、ある程度弘前大学のトップの方々を口説き

落とさなければ来ないと思いますよ。だから前回も――お口ちょっと悪いけれども、

もう既に――東北大学でもいいんです、東京医科歯科大学でもどこでもいいんです、

ある程度考慮しなければ、私はそういう岐路に来ていると思います。 

そこで、５年間の計画期間の中で、具体的に何をどのようにして描くのか。お願

いします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。市民病院事務局長。 

○木村文人市民病院事務局長 渋谷委員の改革プランの取り組みについての御質

疑にお答えいたします。 

 先般策定いたしました青森市公立病院改革プラン 2016―2020 における経営改善

に向けた主な取り組みにつきまして、市民病院においては、急性期病院としての医

療機能を維持強化することで、地域の中核病院としての役割を果たしていくため、

現在休診となっている診療科の再開に向けて、医師の派遣元である弘前大学に対し、

引き続き医師派遣を要請していくとともに、ホームページ等を活用した医師採用の

取り組みを継続実施していくこととしております。看護職員や医療技術職員につき

ましては、採用後も人材育成に努めるとともに、働きやすい環境づくりによって職

員の定着を図る取り組みを進めていくこととしており、これらの取り組みをこれま

で以上に強化して継続実施することにより、医師を初めとした医療従事者の確保対

策に努めることとしております。 

また、救急搬送患者の積極的・効率的な受け入れ体制の構築を行い、老朽化した

医療機器の更新や、最新機器の導入を行うことで、高度医療提供体制を維持し、急

性期機能の維持強化をすることとしております。さらには、地域連携の強化や接遇

対策、情報発信の強化により、患者に選ばれる病院づくりを行い、患者数の増につ

なげ、医業収益の増に努めることとしております。 
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今後におきましては、これらの対策を協力に実施すること、また、必要に応じて

適宜計画内容を見直しすることで、具体的な取り組みをさらに充実させるなど黒字

化に向けた着実な実行により、経営改善を図ってまいりたいと考えております。 

○花田明仁委員長 渋谷委員。 

○渋谷勲委員 市民病院事務局長、あなたの答弁は私もよく理解する、いいと思う。

でも、具体的に科目についてもあるいは医療体制、看護師さんについても、もう既

に進めなければだめなんだよ。この間も誰か言ってたでしょう、なり手がいないと

かね。今、話を聞いていれば、各個人的な医療機関においても、もう卵の学校にか

かる費用まで負担しているんだな。だから全然違うんだよ、今までみたいには。そ

こからもう対策をやっているんだってよ、各個人の経営者も。よほどこの山を動か

さなければ、何ぼ県都と言えども、私は市民の期待に応えるような医療活動はなか

なかできないと思います。だから早期に、病院の改築だとかあるいは機械の面だと

かこれらについても、もっともっと真剣に考えなければ――だから今のスタッフな

んて、とんでもない話なんだよ、私にしゃべらせれば。言葉足らずだけれども、市

民病院のこと思ってやりますか、やらないよ、これ。市長にも強くしゃべってくだ

さいよ。（「言うこと聞かないんだ」と呼ぶ者あり）んだ、なかなか言うこと聞かな

いんだ、本当に。市民病院事務局長、あなたせっかく今来て、これからだもの、や

りましょう、お互い。独立行政法人をつくって、それらの分野を専門にやっていた

だいて、そして部内でも給料の面だとか何の面だとか、ある程度面倒を見ていかな

ければ、いい医者は残りません。来ないよ。これが五所川原市のつがる総合病院な

んかでも実態なんだもの、出てしまっているんだもの。それらについて、あなた方

がいつも夕方から会議をやっているという話も聞いているし、もし何かあったら、

きょうの渋谷の御意見も言っていただければなと要望させていただきます。 

もう１つ行きます。次、憩いの牧場。これは担当誰でしたか、農林水産部長。こ

れまでの教育委員会との連携プレイについて、ちょっと詳しく説明していただきた

いと思います。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。農林水産部長。 

○金澤保農林水産部長 渋谷委員の八甲田憩いの牧場の学校への周知についての

御質疑にお答えいたします。 

 平成 29 年第１回定例会予算特別委員会におきまして、渋谷委員から「八甲田憩い

の牧場について、利用促進を図るため市内の学校に施設の周知を図るべきではない

か」との質疑があり、「学校が利用したいと思うような魅力ある体験メニューづくり

などを行いながら学校関係に対してより積極的に施設の周知と利用の呼びかけを

行ってまいります」と答弁させていただいたところであります。 

その後の対応といたしましては、学校における当該施設の利用促進に向け、教育

委員会と協議を重ねてまいりましたが、その協議におきまして、まずは、当該施設

を知ってもらうこととして、施設の概要をまとめたチラシを作成し、本年５月 26 日
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に市内全小・中学校 64 校を対象に配布したところであります。 

 また、学校が学習を目的として校外の施設等を利用するに際して配慮する事項と

して、学習の目的がきちんと達成できる施設であること。児童・生徒の安全・健康

管理ができること。荒天時への対応が可能であること。移動が容易なこと。トイレ、

水道が完備されていること。大型バスなどの駐車場があることなどが確認されたこ

とから、今後、これらの事項に配慮しながら学校にとって魅力ある体験メニューづ

くりを進めるとともに、体験メニューをまとめたチラシを作成し、各学校に配布す

ることとしております。  

 市では、今後とも小・中学校における当該施設の利用促進を図るため、教育委員

会と連携・協力しながら、課題の把握と解決に努めるほか、市民や市外の方にも広

く利用いただけるよう施設の体験メニューの一層の充実と積極的なＰＲに努めてま

いります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 渋谷委員。 

○渋谷勲委員 農林水産部長ありがとう。 

 ちょっと話余談だけれども、あの憩いの牧場、73 町歩くらいで年間 60 万円くら

いだったか、安いもんなんだな。それはいいけれども、やっぱり、あの金子ファー

ムさんに子どもたちが行くことによって、牛だとか豚だとか馬でも何でもいいんで

す、あの周辺にある程度、見れるようなそういうもろもろを市から、農林水産部長

からまたお願いをしてもらって、結構にぎわいのある、これからの憩いの場にして

いただければなと。また、市でもって委託している、焼き肉だか何かの施設。あれ

も農林水産部長からもうちょっと注意して、人がいるのかいないのか、どうなのか

わからない。家内と去年も２回くらい行ったけれども、何もそぶりも何もないんだ。

あれは青森市でやるべきことじゃないよ。 

あれはモヤヒルズに委託しているのか。それらももうちょっと――委託すればい

いというものでないんだ。先ほど来から、長谷川委員も言っているとおり、餅は餅

屋なんだよ。だめだってこんなこと。ただ穴埋めさせるために、そこに頼んで、別

な業者に頼む、だめなんだってこんなこと。私も今後はこれらについては、厳しく、

管理部門については質疑させていただきますよ。だめだ今の方向は。 

ということで、花田委員長、私の質疑を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○花田明仁委員長 次に、舘田瑠美子委員。 

○舘田瑠美子委員 日本共産党の舘田瑠美子です。 

水害解消対策について伺います。 

油川字岡田 97 付近は、大雨のときに新城川から逆流してくることもあり、道路冠

水に悩まされています。５月 19 日、県土整備部河川砂防課に新城川のしゅんせつを

定期的に行うよう住民の声を伝えたところ、しゅんせつは２カ年で行う計画とのこ
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とと、逆流するようなら２カ所ある樋門を閉めるとの回答がありました。その際、

県の担当課より、樋門を閉めると内水によって道路冠水などが起きることがあるの

で、その対応は市に求めてくださいと言われました。 

地域住民は抜本的な対策を求めています。油川字岡田地区の冠水の解消策を示し

てください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部理事。 

○八戸認都市整備部理事 舘田委員の油川字岡田地区の水害解消対策についての

御質疑にお答えいたします。 

油川字岡田地区は、県管理河川新城川の左岸で、国道 280 号の南側に位置し、直

近では平成 26 年８月６日に大雨の影響により道路の一部が冠水したところです。

油川字岡田地区の冠水が発生する箇所につきましては、地盤の高さが周囲に比べて

低い地形となっており、当該地区での降雨につきましては、地区の雨水排水先であ

る東側の整備済みの水路から新城川へ流下しているところです。 

 当該地区の対応につきましては、事前の水路しゅんせつの実施や大雨の際に市職

員によるパトロールにより、水路や側溝のゴミの撤去など排水機能の確保に努めて

まいります。また、水路の流れ先であります新城川につきましては現在、県が継続

してしゅんせつを行っており、当該地区に隣接する河川区域のしゅんせつについて

も引き続き要望してまいります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 舘田委員。 

○舘田瑠美子委員 時間がないので再質疑しませんけれども、再び水害が起きるこ

とのないように、ぜひやっていただきたいと要望しておきますので、よろしくお願

いします。 

 次は、青森市指定天然記念物について伺います。 

六枚橋の国道 280 号沿いに天然記念物に指定されている樹齢約 500 年と言われて

いる黒松が伸び放題となっているのを、地元の人たちは心配しています。天然記念

物に指定した市としてどのように責任を果たしていくのかお伺いいたします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 舘田委員の青森市指定天然記念物につい

ての御質疑にお答えいたします。 

青森市指定文化財は、青森市文化財保護条例に基づき指定されておりますが、現

在のところ有形文化財 21 件、史跡・天然記念物 11 件の計 33 件が指定されており

ます。六枚橋地区に所在する黒松につきましては、昭和 42 年６月 26 日に天然記念

物として指定されております。 

天然記念物を含む市指定文化財の管理や修理は、青森市文化財保護条例の規定に

より、所有者または管理団体が管理することとなっており、当該黒松につきまして

は個人の所有でありますが、現在は黒松を守る会が管理しております。また、同条
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例において、市指定文化財の管理または修理につき多額の経費を要し、所有者また

は管理団体がその負担にたえない場合、その他特別の事情がある場合には、市は、

当該所有者または管理団体に対し、その経費の一部を予算の範囲内において補助で

きることとなっております。現在は文化財課においてその窓口を担当しております

ので、よろしくお願いします。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 舘田委員。 

○舘田瑠美子委員 この松は大変由緒ある松で、松前藩の参勤交代のときに宿泊所

を代々勤めていた赤平家に松前藩主が労をねぎらって、愛蔵の松の盆栽を贈呈した

ものを庭に植えて大きくなったもので、龍が天に上るようなそういう形になってい

て、昇龍の松と呼ばれているそうです。ですけれども、長い間守られてきたこの松

も、所有者が今現在、青森市にいなくて帰ってくる状態にないということだとか、

黒松を守る会の人たちも 20 名くらいいたそうですが、高齢化になって１人２人と

欠けていって、亡くなった会長にかわって黒松を守ってきた方も今、病気で動けな

いという状況におります。 

今、剪定がなかなか五、六年もされていなくて、このままでは雪の重みで枝が折

れたり、木が弱るのではないかと地元の人たちは大変心配しておりますので、きち

んと相談に乗って、市と地域の人たちの力で由緒ある黒松をぜひ守っていただきた

いということと、そばを通ったら、このすばらしい松の姿に気がつくように説明板

を前に出すとか、そういうような工夫をしていただけないかと私は思っているんで

すけれども、これも要望しておきますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○花田明仁委員長 ただいま教育委員会事務局教育部長から発言の申し出があり

ますので、これを許可いたします。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 申しわけございません、先ほどの市の有形

文化財と史跡の数ですけれども、合計 33 件と申し上げましたが、正しくは 32 件で

すので、謹んでおわびし訂正させていただきたいと思います。 

○花田明仁委員長 舘田委員。 

○舘田瑠美子委員 次に移ります。 

 生活保護費の過払いを発生させないために、どのような対策を講じているのかお

伺いします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。福祉部理事。 

○舘山新福祉部理事 舘田委員の生活保護費の過誤支給を発生させないための対

策についての御質疑にお答えいたします。 

被保護者は、収入、支出その他の生計の状況等について変動があった場合は、生

活保護法第 61 条の規定に基づき、速やかに福祉事務所長に届け出なければならな

いことになっており、当該届け出があった場合、福祉事務所長はその届け出内容に

基づき、収入認定など保護費の変更処理を行うこととなります。また、事後に収入



- 108 - 

が明らかとなるなどの事情により事務処理がおくれた場合には、発見月の前々月ま

でさかのぼり変更処理を行うことになりますが、それ以前の収入につきましては、

同法第 63 条の規定に基づき、返還を求めることとなります。 

本市におきましては、まずは生活保護開始時に、収入、支出その他の生計の状況

等について変動があった場合は必ず届け出るように詳細に説明、指導するとともに、

同法第 61 条に基づく確認書を提出していただいているところであり、被保護者か

ら生計の状況等について変動の届け出があった場合には、速やかに保護費の変更処

理を行っているところです。また、児童手当や児童扶養手当などの公的手当金につ

きましては、被保護者からの届け出がない場合においても、担当ケースワーカーが

予測できるものもありますことから、訪問調査時に被保護者に対して、適宜、収入

の有無についての確認を行うとともに、課内においてケース記録を速やかに回付し、

情報共有を図ることで適時適切な収入認定を行うよう努めているところです。また、

定例課内会議におきましても、各査察指導員に対し、各ケースワーカーの事務処理

について進行管理の徹底を図るよう指示するとともに、他法他施策に係る各種研修

の実施等を通じてケースワーカー及び査察指導員の資質向上に努めているところで

もあります。 

今後におきましても、生活保護法第 63 条に基づく返還金は、生活保護費からの返

還を余儀なくされ、被保護者の生活が少なからず圧迫されることになりますことか

ら、適宜、必要な事務処理を速やかに行うとともに、被保護者と相談協議を丁寧に

した上で返還額を決定するなど、適正な保護の実施に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○花田明仁委員長 舘田委員。 

○舘田瑠美子委員 今、福祉部理事から確認書をとっているとか、相談協議をきち

んとしていくとかというお話がありましたけれども、私のところに相談に来たＡ子

さんの場合で言えば、立て続けに説明されてよくわからなかったが、今説明したの

でここにチェックを入れて、ここに名前を書いてくださいというふうに、その確認

書のことを言っていました。Ａ子さんという方は、ＤＶ被害者で２人の子どもを抱

えて保護を申請した方なんですが、離婚すると児童扶養手当がもらえるから早めに

申請してくださいと担当者に言われたそうです。そのときに児童扶養手当や児童手

当をもらったら申告してください、そうしなければその分返還を求められるという

ことをきちんと説明することが必要だったと、私は思うんです。 

しかし、児童扶養手当をもらえるようになったと話をしたのに、そのときも何も

言われなかった、担当者が変わって、これまでのことをいろいろと聞かれたが、そ

のときも言われなかった。それでことしの５月になって突然、新しく担当になった

という方から不正受給みたいに言われて、72 万円余になるので月２万円ぐらいずつ

返還してもらわなければならないと言われ、何が何だかわからなかったと。児童扶

養手当、保護費と両方もらって生活していた状態から、今度は保護費から差し引か
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れて支給されることになります。正常な額になるということなんですけれども、し

かし本人にしてみれば少なくなった上に返還金が２万円ともなれば、パニック状態

になるということは想像できるのではないでしょうか。ほとんどのケースの場合は、

既に生活費だとか養育費で使ってしまっているわけです。憲法で保障された最低限

度の生活費より支給されていない中から返還することになるわけです。生活保護法

第 58 条では、保護費の差し押さえを禁止していますから、保護費の中から返しなさ

いというのは、法の趣旨に照らして見たときどうでしょうか。 

ですから、返還義務を定めた第 63 条の適用に当たっては、全額の返還を一律に義

務づけるものではなく、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するとともに、

その自立を阻害するものにならないよう配慮すべきだと思いますが、そのような対

応をすべきだと私は思いますけれどもどうでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。福祉部理事。 

○舘山新福祉部理事 舘田委員の再度の御質疑にお答えいたします。 

 先ほども御説明いたしましたけれども、生活保護費の返還金の請求に当たりまし

ては、まずはそういう返還金が生じないように、最初の段階できちんと被保護者の

方にわかるように、理解していただけるようにきちんと丁寧に説明していくこと。

また、そういう手続、申請があった際には速やかに手続を進めていくこと。また、

公的手当金など、いわゆる市として予測が可能なものにつきましては、適宜その進

行管理を図り確認をしていくこと。その際にはすべからく相談協議に対して、要は

市民の立場に立って臨んでいくことを基本として行っております。 

 先ほど委員のほうから御紹介がありました件につきましては、私どもも意見とし

てきちんと受けとめなければならないものと考えております。 

今後におきましては再度職員に対しまして、今言った４点についてきちんと実施

できるよう、再度周知徹底を図ってまいりたいと考えております。 

○花田明仁委員長 舘田委員。 

○舘田瑠美子委員 ありがとうございました。 

ぜひそのようにしていただきたいと思います。最近の判例では損害の公平な分担

という見地から、担当職員による過支給費用の全部または一部の負担の可否につい

ての検討が必要だと。その検討を欠いたままで過支給した保護費全額の返還を一方

的に義務づけた役所の処分は社会通念に照らして著しく妥当性を欠くという判決が

幾つか出されていますので、ぜひ教訓と受けとめて、先ほど福祉部理事がお話しし

たように、世帯に応じた丁寧な説明と対応で過支給を発生させないように努めてい

ただきたいと申し上げて、私の質疑を終わります。 

○花田明仁委員長 この際、暫時休憩いたします。 

 再開は午後１時からといたします。 

 

 午前 11 時 59 分休憩 



- 110 - 

                          

 

 午後１時再開 

 

○花田明仁委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

この際、私から御報告いたします。奈良岡隆委員の質疑に対する答弁のため、梅

田喜次農業委員会事務局長が出席いたしますのでお知らせいたします。なお、答弁

が終了し次第、退席いたしますことを御了承願います。 

質疑を続行いたします。次に、秋村光男委員。 

○秋村光男委員 市民クラブの秋村光男でございます。私からは簡単に２点ほど質

疑させていただきたいと思います。 

 現在の青森駅前の整備は、七、八年前に行ったわけですけれども、そのときに青

森駅前に自家用車を置くスペースを何とか確保できないのかという話になりました

けれども、結果的には青森駅前、いわゆる正面玄関付近に自家用車を置くというス

ペースができなかったんです。そのことを市民の皆さんからもいろいろ言われまし

て、何とかあの近辺に駐車場をつくることができないのかと話がありまして、でき

たのが青森駅前駐車場、現在の駅の北側にある 20 台置けるスペースを持つ駐車場

なんです。私も大変便利に使わせていただいております。30 分以内であれば無料、

30 分から１時間までの間であれば、どんとはね上がって 300 円になるんです。それ

はやっぱり意味がありまして、300 円までどんと上げるんですけれども、その後は

30 分ごとに 150 円刻みで上がっていくという駐車場なんですけれども、最近、近く

で働く方からさまざま御意見をいただきまして、ちょっと何とかならないものかな

ということでした。 

それはこういうことなんです。自分たちは駐輪場と駐車場のちょうど中間の管理

棟で仕事をしていると。あくまでも仕事の内容は駐輪場を確保するということなん

ですけれども、駐車場のほうからいろんな質問やら要望等が来るということです。

それはどういうことかというと、入ってすぐ左側にある縦列でとめることができる

スペースの関係だとか、それから今、白線がこう引かれているんですけれども、そ

の白線も現実に合わない白線になっていたり、あるいはその白線が消えかかったり

していることによって、あそこに入っていく乗用車の運転手が誤解するという状態

も発生してきているわけです。 

そのことによって、管理棟で働く社員の方々に、いやおかしいじゃないか、ここ

何とかしてくれよという問い合わせ、苦情がきても、いや私は駐輪場の担当なんで

す、駐車場は私じゃないです、これは市ですから市のほうにどうぞとはなかなか言

えないです。どんなことですかといろいろ聞きますけれども、その話がしょっちゅ

う来るんだと、市のほうに何とかしてもらいたいなと私に話が来まして、今回お伺

いしたいと思うんです。 
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それは、今引かれている縦列駐車できるところの白線だとか、それから線路のほ

うに斜めに置けるスペースを確保しているところの白線、それから縦列に３台置け

るところに立っている立て看板、その辺のところをもう一つ工夫できないかと質問

がきているんですが、その辺の認識についてお伺いいたします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 秋村委員の青森駅前駐車場に対する問い合わせ要望に

ついての御質疑にお答えいたします。 

青森駅前駐車場の駐車台数は、一般の駐車用として 16 台、乗降専用として３台、

身障者用として１台の計 20 台分の駐車スペースを有しております。 

青森駅前駐車場に関する問い合わせ等について市で把握している内容としては、

今、委員から御紹介があったように、１つには、駐車場内の白線が消えかかってい

る部分があり、駐車位置がわかりづらくなっていること。２つには、乗降専用スペー

スは、普通車３台のスペースを確保しているところですが、白線の区画表示がわか

りづらく、軽自動車であれば４台から５台駐車できる状況となっているため、一般

の駐車スペースにあきがあっても駐車場内へ入場した車両が最大 20 台に達すると、

入り口ゲートが満車表示となってゲートが開かなくなる状況が発生することなどの

課題があるものと認識しているところです。 

このことから、隣接する駐輪場の管理人へ問い合わせ、要望が寄せられないよう、

まずは白線の表示方法を工夫するなど対応してまいりたいと考えているところです。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 秋村委員。 

○秋村光男委員 ありがとうございました。 

今、答弁をいただいたように、白線の関係やら標識を不都合なく表示できれば、

私は要望や意見というのはほとんどなくなると思うんです。ですから、私は白線の

引きかえやそれから表示板の表示の仕方、その辺のところをできるだけ早めに改善

していただきたいと強く要望したいと思います。駐車場の関係は以上で終わります。 

 次は、アウガの新庁舎に伴う公共交通の関係なんです。 

今、アウガの特別清算に向けてさまざま取り組みをしています。それで、本会議

の一般質問でも現状のままでは、交通渋滞だとか駐車場の問題だとか、あるいはト

イレの関係であるとか、バリアフリーの関係とかそういうさまざまな課題を抱えつ

つも、来年の１月にはアウガ庁舎がオープンするというような状況になっておりま

す。 

 アウガ庁舎をオープンしますと、職員が 850 人ぐらい常駐するという形になりま

す。そして、市民の皆さんが 100 人入っていたとしても 950 人、1000 人近い市民が

アウガ庁舎の中に入るわけです。そうしますと、1000 人も入っているビル、あるい

は施設というのは青森市にはないです。アウガだけです。そうしますと、私、一般

質問でも申し上げましたように、やっぱり中身もそうですし、周りの環境も大きく
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変わってくるだろうと。それは交通の関係であったり、物流の関係であったり、あ

るいは食事の関係もそうですし、バスの運行の関係であるとかさまざまな課題が出

てくると思うんです。 

その中で今回取り上げたのは、油川方面からアウガ庁舎に来る際の市営バスの行

路はどうなるのかなということで、ちょっと気になっているんです。油川地区から

アウガ庁舎に通勤する職員の数がどのくらいあるのかということは、私は把握して

いません。ですけれども、間違いなく駅方面から通う職員の方、あるいはアウガ庁

舎を使う市民の方がふえるわけです。これはもう間違いないと思うんですけれども、

そこでバスのダイヤです。これを見直しの必要が出てくるんじゃないかと思うんで

すがいかがでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。交通部長。 

○多田弘仁交通部長 油川方面からアウガ庁舎へ向かう市営バスの状況について

の御質疑にお答えいたします。 

油川方面の方がアウガを訪れるためバスを利用するに当たりましては、最寄りの

バス停としてアウガ前バス停のほか、徒歩によるアクセスが近い古川と青森駅西口

のバス停が考えられますけれども、現在これら最寄りのバス停を経由する便として

平日は 45 便を運行しております。 

その内訳としては、最寄りのバス停がアウガ前となる便が 18 便、最寄りのバス停

が古川となる便が 27 便で、この古川を経由する便のうち 21 便は青森駅西口バス停

も利用できるようになっております。 

また、土日・祝日でありますけれども、土日・祝日は合計で 39 便の運行となって

おりまして、その内訳として最寄りのバス停がアウガ前が 18 便、古川が 21 便でこ

の古川を経由する便のうち、青森駅西口も利用可能な便が 18 便となっております。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 秋村委員。 

○秋村光男委員 答弁ありがとうございます。 

 私、先ほどバスダイヤを見直しする必要があると考えるがどうかと質疑したと思

いました。それについては一切触れていないという――何と言ったらいいのか、私

も次の質疑がなかなか出てこないと。これは、封じ作戦と言いますか、ちょっとあ

れと思ったんですが、わかりました。 

私もちょっと調べてみたんです。ダイヤがどのくらいどこを通るのか。そうした

ら、油川方面からいわゆる野木和団地、それから後潟、そこから出発をして古川の

跨線橋を渡るバス、これは先ほど話があったように 45 便です。そして、これは早朝

から夜遅くまでと言いますか、午後９時過ぎまでありますので、市民の皆さんが市

役所に行きたいときに乗る可能性がある時間帯を午前８時半から午後３時 30 分ま

で設定しました。それを調べてみました。 

そうすると、その間に運転されるのは 20 本あります。その 20 本のうち、青森駅
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まで回ってくる本数は７本です。残りの 13 本は、市役所前の停留所を通って、東部

営業所に行ったり市民病院に行ったり、それからしあわせプラザに行ったりしてい

るわけです。ですから、全体の 35％のダイヤが青森駅に行くということになるわけ

です。残りの 65％は、全てこの市役所の停留所を通るということになる。市役所前

の停留所というのは、市役所の真ん前にありまして、非常に使い勝手がいいという

ことなんです。 

ですから、このままのダイヤで、もしアウガ庁舎がオープンするとなると、随分

不便になったなというふうに感じる市民の方が多くなるんではないかと私は感じる

んです。ですから、もう少しアウガ方面と言いますか、いわゆる昭和通りから新町

に入って、新町を左折して駅方面というダイヤをもう少しふやしてもいいのではな

いかなと思うんです。 

しかも、現在の時間帯を見てみますとどうなのかと言いますと、野木和団地を出

てくる午前７時 35 分のダイヤがありますけれども、その後どう続くかというと午

前７時 35 分、午前８時 40 分、午前 10 時 35 分、午前 11 時 35 分と 1 時間か１時間

半のすきがあるんです。その間も運行しておりますけれども、それは先ほども申し

上げましたように市役所の停留所を通って、東部とかこっちに来るということに

なっているんです。ですから、時間的にもやっぱりもう少し考える必要があるのか

なと思っています。 

さらに、これに今度、市の職員が加わってくるわけです。バスでアウガ庁舎に、

油川方面から何人の職員が乗ってくるのかは定かではありませんけれども、間違い

なくふえてくるだろうと思っておりまして、私はできるだけ早めに実態に即した形

でのダイヤをつくっていただきたいと思いますがいかがですか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。交通部長。 

○多田弘仁交通部長 先ほどの答弁に少し漏れがあったことをおわび申し上げま

す。再度の御質疑です。 

 青森駅前周辺のエリアにつきましては、本市の交通拠点として市営バスの必要便

数について、現時点では十分確保されていると考えておりますので、直ちにアウガ

の庁舎移転にあわせたダイヤ改正を行う予定はありませんけれども、市役所窓口の

アウガ移転後に周辺停留所を――アウガ前はもちろんですけれども、乗降状況等を

検証して、必要に応じて今後のダイヤ改正に反映してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 秋村委員。 

○秋村光男委員 ありがとうございます。 

 先ほど、アウガの庁舎前まで来なくても、最寄りの停車場として古川、それから

青森駅の西口というところもありますというお話ですけれども、私、これも実際行っ

てみました。古川でおりて、アウガの入り口まで 400 メートルあるんです。やっぱ

り年配の方にはちょっときついです。それから、駅の西口でおりてアウガに来ると
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なったら、必ずと言っていいほどあすなろ橋を渡ります。あすなろ橋はちょっと年

配の方にはきついですよ。そうでなければ、駅に 140 円の入場券を払って、駅の中

を入って来るんだということになりますので、私は現実的ではないなと思っていま

す。今、答弁がありましたように実態を見ながらできるだけ早くということであり

ますので、役所仕事だなと言われないように、できるだけ早めに対策を講じていた

だきたいと思います。 

 ちなみに、今、油川の話をしましたけれども西部営業所から来る新城方面も同じ

なんです。西部営業所から出て、古川の跨線橋を渡るバスは何本あるか。60 本ある

んです。そのうち午前９時から午後３時まで何本あるかというと、28 本あるんです。

28 本のうち駅に入っていくのは何本か。10 本です。これも先ほど油川からのパーセ

ンテージは言いましたけれども、同じくほぼ 35％です。その時間帯運行しているダ

イヤの 35％になる。つまり、65％がこの市役所の停留所を通って、東部営業所だと

か市民病院だとかを行くということを考えると、油川方面からアウガ庁舎に来る人

と、あるいは新城方面からバスに乗ってくる人はほぼ同じなんです。ですから、一

言つけ加えたいんですけれども、油川のダイヤを見直しするときに、新城からの、

いわゆる西部営業所からのダイヤも一緒に見直しをかけていただければありがたい

と申し上げまして終わります。 

ありがとうございました。 

○花田明仁委員長 次に、赤木長義委員。 

○赤木長義委員 平成 29 年度青森市一般会計補正予算、各特別会計補正予算につ

いてお伺いいたします。 

 最初に、第８款土木費についてお伺いいたします。 

 除雪の出動については、現状、市の判断で行っておりますけれども、業者の判断

により行ったほうがいいと思いますが、市の考えをお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部理事。 

○八戸認都市整備部理事 赤木委員の除排雪の出動指令についての御質疑にお答

えいたします。 

業者の自主判断による除排雪につきましては、過去に実施していた際には、夜間

の急な降雪や吹きだまりの解消など、地域の実情に応じ迅速に対応できる場合があ

るというメリットがありました一方で、工区ごとの出動と仕上がりにばらつきが見

られるといったデメリットがあり、見直しを迫られたところです。 

このことから、見直しを行いました結果、除排雪の出動については、現在の市の

指令を原則としているところであり、的確な指令が出せるよう、パトロールの強化

も行ってきたところです。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 赤木委員。 

○赤木長義委員 御答弁ありがとうございました。 
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 市も一生懸命対応されているんですけれども、都市整備部理事も御存じだと思う

んですが、市が出動させるかさせないかを迷って、待機ということがあります。こ

れは目に見えないんですけれども、これが業者さんにとっては非常に重荷になりま

す。いつ出るのか出ないのか、わからない。当然、待機ということがあれば、それ

なりの人を確保しなければいけないし、そういう対応を迫られるわけです。そういっ

たところが、やはり非常につらい部分もあるので――人件費の高騰などもあるので、

決して除雪はもうかる仕事ではないと思います。その辺を踏まえながら、おっしゃ

るとおり、市の判断で出すべきところは出さなければいけない。ただ、待機の部分

をどうするかということが、まず課題として間違いなくあると思います。 

あとは、やはり圧雪した上で取るというと、業者によっては非常につらい部分が

あるので、先に取りたいというところがあるんですよね。ところが、それをさせな

いとなると、やはり圧雪すると機械に圧もかかりますし、非常に業者も――圧雪し

たものをバックで引けばできるだろうということを言った方もいるそうです。それ

はあり得ない状況なんで、そういうことも踏まえて、やはり考えながら対応してい

ただきたいということがあります。これについては強く言いませんけれども、うま

く行政側と業者側も、また市民も納得するような方法――これは永遠の課題かもし

れませんが、協力し合っていっていただければと思います。 

あと、やはり出し雪については、これは厳正な形できちっと対応してもらわない

と困るということ。そこをもう１回、きちっと教育するというか、教育という言い

方がよくなければ、きちんと啓発をしていくという形をとらなければ、本当に除雪

をやる人がいなくなってしまう気がしますので、そこに対する対応をこれからもお

願いしたいと思います。この項は、これで終わります。 

次に、同じく土木費。 

非常に青森市が汚いというお話を伺っております。汚いというのはどういうこと

かというと、ごみが落ちている、草がぼうぼうだ、枝は刈らない、これが実情。そ

ういったことがあるので、その辺をいろいろ聞かれましたので、ちょっと確認の意

味で質疑します。 

道路や公園などの日常的な維持管理は、町並みをきれいにする上でも必要かつ重

要と考えています。都市整備部としてどのような取り組みをしているのか、お示し

ください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部理事。 

○八戸認都市整備部理事 赤木委員の道路や公園などの日常的な維持管理につい

ての御質疑にお答えいたします。 

 道路や公園などの日常的な維持管理といたしましては、道路に関しましては、道

路側溝の整備、路面の清掃、舗装及び穴埋め補修、街路樹の剪定、中央分離帯や植

樹ます等の草刈り、また、水路に関しましては、排水路の整備、泥上げや草刈り、

都市公園や開発緑地に関しましては、清掃や草刈り、公園樹の剪定や薬剤散布を行っ
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ているところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 赤木委員。 

○赤木長義委員 ありがとうございました。 

 こういった管理をされているわけですけれども、この管理は、市に委託される道

路がふえるとかさまざまな状況によって、年々ふえている状況にあると都市整備部

からはお伺いしています。管理する場所がふえているのに、財政部門は一律なシー

リングを求めるという状況がここ何年か続いているので、３回草を刈るところを２

回にするとか、そのような対応で来たんだと思います。おかげで、青森市は汚いと

言われるような町になってしまった。そういった状況にあろうかと思います。 

 そこで、財務部長にお伺いいたします。 

水路、側溝、舗装整備、枝切り、草刈りの予算について重点配備すべきと思うが、

考えをお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。財務部長。 

○小川徳久財務部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 現在の市の財政状況ですが、地域の方などからの御要望の全てにお応えできるよ

うな環境ではないという状況です。そのような中で、当初の予算編成においては、

一般財源ベースのシーリング方式による財源仮配分を実施しているところでありま

して、限られた財源の中で、緊急度、重要度などを踏まえながら優先すべき事業を

判断せざるを得ないという状況ですので、御理解をいただきたいと思います。 

○花田明仁委員長 赤木委員。 

○赤木長義委員 御理解をいただきたいということは、非常に苦しい答弁であると

いうように理解したいと思うんですけれども、要は、一般質問で言いましたけれど

も、やはりめり張りのつけた予算が必要になる。当然、スクラップ・アンド・ビル

ド。当初予算でも、前年度やったものをやめたということで、これは市の行政側の

スクラップという考え方で、そこに対して、議会側としては要望する部分はあるの

かもしれませんけれども、原則論は、やはりスクラップについてはきちっと認めて

いかなければいけない。 

ただ、ここのところで、本当に町が汚いとかと言われるのが、非常に私はしゃく

なんです。青森市の中で、草がぼうぼうだとか、枝が伸び放題だとか、汚いとか、

道路にごみがいっぱい落ちている。そういうものは、管理する部分がふえているわ

けですから、そこについて一律のシーリングが本当にいいのか。やはり、めり張り

をつけたシーリングで、ここは 12％で、ここは８％にするとか、確かに大変かもし

れませんけれども、そういうやり方をしなければいけない。しかも、このような細

かい部分が、青森市の雇用も支えるわけですよね。ここをやはり考えてほしい。本

当に、打ち上げ花火の一発のイベントはだめですけれども、こういうきちっとした

もので、雇用を守れるようなところはきちっと守ってもらうということも、やはり
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行政側の共通認識に立った上で対応していただきたい。これは強く要望して、この

項は終わります。 

 それでは、次に、消防費について伺います。 

 昨年の末に、糸魚川市において住宅密集地域での大火が発生したということは御

存じのとおりだと思いますけれども、青森市における住宅密集地域での火災対策に

ついてお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部理事、消防長。 

○蝦名幸悦総務部理事 赤木委員の青森市における住宅密集地域での火災対策に

ついての御質疑にお答えいたします。 

 青森市内の住宅密集地域での火災が発生した場合には、青森地域広域事務組合消

防本部火災出動計画に基づき、消防車両を増隊出動させるとともに、強風時等の火

災が発生拡大しやすい気象通報を受信した場合には、さらに消防車両を増隊し、消

防体制を強化しているところです。また、消防活動につきましては、消防本部消防

計画に基づく住宅密集地域の火災活動要領及び強風時の火災活動要領により消火活

動を行い、人命救助及び延焼拡大阻止に努めているところです。 

 なお、特異な気象等により火災が拡大し、消防本部の消防力で対応できないと判

断した場合には、青森県消防相互応援協定に基づき県内消防本部へ応援を要請する

とともに、その被害状況によっては、緊急消防援助隊の出動要請も考慮した応援体

制を整えているところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 赤木委員。 

○赤木長義委員 消防長から御答弁いただきましたけれども、大火に関する対応は

きちっとされていると。住宅密集地、異常気象等もあるので、今後それに対しての

備えも憂いなくやっていただけるということで、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上で、これについては終わります。 

 続いて、総務費、商工費、土木費に関連してお伺いしたいと思います。内容は、

アウガの窓口機能についてです。 

 窓口機能のアウガへの移転に伴い、市役所の窓口に用件のある市民がアウガ駐車

場や青森駅前公園地下駐車場を利用する場合、図書館などのアウガ館内やアウガ周

辺を回遊することを想定し、駐車料金の免除時間を２時間とするべきと考えますが、

市の考えをお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 アウガ庁舎機能について、来庁者の駐車料金免除についての

お尋ねにお答えいたします。 

 現在、市役所本庁舎の駐車場を利用した場合は、市役所の窓口を利用された方に

つきましては１時間まで駐車料金を無料としており、駐車時間が１時間を超えた場

合でも、市役所の窓口利用に要した時間については駐車料金を免除しているところ
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です。 

窓口機能のアウガ移転後の駐車料金につきましては、１階から４階までの市役所

窓口を利用された方に対しましては、現在の市役所本庁舎と同様、１時間まで駐車

料金を無料とし、１時間を超えた場合でも、市役所の窓口利用に要した時間の駐車

料金を免除することを考えております。また、アウガ地下の市場や周辺の店舗等で

買い物をされた場合も、購入額に応じて駐車場利用券を発券しており、市役所窓口

を利用したことによる駐車料金免除と合わせて利用していただけるよう検討してい

るところです。 

今後とも、市役所窓口に来庁された方の利便性を考慮しながら、検討を進めてま

いりたいと存じます。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 赤木委員。 

○赤木長義委員 ありがとうございました。 

 検討していかれるということですので、これはよしとしたいんですけれども、そ

もそもアウガの立ち位置だったことを考えて、市役所機能が入るからあの地域で人

が来るということですので、それを地域の活性化にどう使えるかということを考え

るのも、やはり行政の仕事だと思います。そのような中で、市民の利便性が向上で

きるような仕組みをつくっていただければと思います。ここはよろしくお願いした

いと思います。 

 同じく、アウガの機能についてちょっと確認します。現状、アウガ１階から４階

までで、水を飲める環境――市役所に今、本庁舎では紙コップで飲む場所あります

けれども、あのような環境はどうなっているのか、教えてください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 アウガ１階から４階までの水を飲むことができる環境につ

いてのお尋ねにお答えいたします。 

 アウガ１階から４階までの間では、現在、３階のトイレ前に、足で踏んで水が出

るタイプの水飲み機が１台設置されているところです。そのほか、１階エントラン

ス部分のほか、２階から４階までの各階には、駐車場から館内への入り口付近に自

動販売機が設置されているところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 赤木委員。 

○赤木長義委員 自動販売機は自動販売機としてですけれども、やはり３階の水飲

み場みたいなものは、できれば１階には欲しいと思います。当然、１階には窓口と

いうか、市のお客さんがいっぱい来る形になりますので、そこはそのようにしてい

ただきたい。 

そのことで、再度確認の質疑をしますけれども、当然、総合窓口が配置される１

階には来庁者が多く来るので、その来庁者が利用できる水飲み機を設置すべきと思
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うが、市の考えをお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 アウガ１階への水飲み機の増設についてのお尋ねにお答え

いたします。 

 赤木委員御指摘のとおり、アウガ１階には、総合窓口のほか障害者や高齢者に関

係する課が配置されることになるなど、多くの市民の皆様が訪れることになるもの

と認識しております。このことから、市としては、アウガ１階への水飲み機の設置

につきましては、現在アウガ３階に設置しているもの、もしくは現在本庁舎１階に

設置しているものの有効活用も含めまして、検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 赤木委員。 

○赤木長義委員 どうせつけるのであれば、できれば美しい形のものをつけてもら

いたいなと。紙コップを置くようなものは余り好きじゃないので、できればアウガ

３階のものでもいいし、しっかりとしたものをつけてもらいたいと。 

 ただ、今この時代、商業施設だったアウガを市の庁舎にするということで、当然、

バリアフリーの部分の視点が非常に大事になると思います。例えば、お客さんで来

られる方でも、車椅子で来られる方とか、いろいろな障害を持った方々が来られる

と思います。青森市としては、障害の条例もつくりましたので、そういったバリア

フリーにも配慮しながら、水飲み機を設置していただければと思います。そこは、

強く要望して終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

 続いて、衛生費になるのかな、それについて。 

 市民のがん予防のため、鬱病をチェックできる「こころの体温計」のように、イ

ンターネット上でがんのリスクチェックができる「がん検診のすすめ」のサイトを

市のホームページ上に開設していただきたいと思いますが、考えをお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。保健部長。 

○浦田浩美保健部長 赤木委員のインターネット上のサイトについての御質疑に

お答えいたします。 

 現在市では、市ホームページ上に、ただいま委員から御紹介ありました「こころ

の体温計」を開設しておりまして、同様に、インターネット上で自分で気軽に健康

チェックができるさまざまなサイトがあることは承知しているところであります。 

 委員御提案の「がん検診のすすめ」のサイトにつきましては、まずはその内容等

について研究をさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 赤木委員。 

○赤木長義委員 ありがとうございます。 

 先ほど、予算特別委員会が休憩になって、昼に食事をしてニュースを見たら、小

林麻央さんが乳がんで亡くなったというニュースをやっておりましたけれども、多
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くの方が見られたと思います。がんは、成人病という形で、小さい子どもさんの小

児がんも含めて、今は誰でもかかるような状況にあります。 

そういった中で、この「がん検診のすすめ」というサイトは平塚市だったと思う

んですけれども、確認して自分でチェックができる。だから、これは僕は非常に大

事な点だと思います。要は、お医者さんにかかるというよりも、自分で自分の健康

を守るために、自分でチェックしていくということができる仕組みをつくっておく

というのは、そうしたら、じゃあ自分でちょっと心配だから検診をもう１回受けて

みようとか、そのようになって、平塚市の検診率は非常に上がったそうです。そう

いったことも踏まえて、これは本当にいい仕組みだと思うので、ぜひ検討していた

だきたいと思います。 

やはり、今は若い人も含めて、自分でインターネット、ＩＴ環境、特にスマート

フォンもですが、そういうものを含めていろんなものをチェックできる、健康に対

してチェックできるようなものができれば、それはもう、短命県返上にもつながっ

ていくと私は思います。そこには、先ほどの鬱病対策の「こころの体温計」、さらに

は特定検診の勧めとか、子育てを応援するための虐待防止のもの。そして、私とし

ては、今、青森市には高齢者が多いですから、認知症の簡易テスト。これも、前に

予算特別委員会でお願いしましたけれども、こういったものを積極的に取り入れて

いただきたい。いろいろハードな部分もあるんですけれども、自分自身で、まず取っ

かかりでチェックしていくというくせをつけるための仕組みを、どうか市としては

つくっていただければと思います。 

そして、今、再度お願いをしておきたい。これは要望で終わりますけれども、せっ

かく、青森市の「こころの体温計」をインターネット上で入れてもらっています。

そこで、他都市を見たら、もうスマートフォンでもできるようになっているんです

ね。それで、私は調べました。スマートフォンでやれるような状況で、これはお金

がかかるのかということを業者に聞いてみたら、何かお金は余りかからないような

状況ですので、ぜひそこは検討していただいて、スマートフォンで手軽に鬱病のチ

ェックができるようなサイトの立ち上げを強く要望して、この項も終わりたいと思

います。よろしくお願いします。 

それでは、本丸に入りたいと思います。教育費についてお伺いいたします。 

青森市内の小・中学校では、学校いじめ防止基本方針をつくっていますが、保護

者や地域に対してどのように周知していくのかお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 赤木委員の学校いじめ防止基本方針の周知方法についての

御質疑にお答えいたします。 

 いじめ防止等の取り組みを実効的に行うためには、各校においてその実情に応じ

た学校いじめ防止基本方針を策定し、家庭や地域を巻き込んだいじめ防止対策を講

ずる必要があるものと考えております。 
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このことから、教職員、児童・生徒はもちろんのこと、家庭や地域に向けて学校

いじめ防止基本方針を周知することは極めて重要であり、各学校では、保護者、地

域住民が参加するＰＴＡ定例会や健全育成会議、学校評議員会議等を通して、当方

針を配付、説明したり、学校だよりや学校ホームページ等を通して周知に努めてい

るところです。 

また、学校いじめ防止基本方針がより学校の実情に即して機能しているかを定期

的に点検し、見直すことも重要であり、各学校では、学校評価等を用いて保護者、

地域住民の意見等を集約し、改善を図っているところであります。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 赤木委員。 

○赤木長義委員 教育長のお気持ちは十分わかりますので、このいじめ防止基本方

針をせっかくつくっているということを、どう生かすかというのは今後につながる

と思います。要は、青森市で、現状で１人の人が自殺で亡くなったという実情を踏

まえて、このいじめ防止基本方針をつくるということはどういうことか。それは、

やはり親自身にいじめはだめだということを再認識させる。今までのさまざまな流

れの中で、教育委員会が十分わかっている話です。これは、学校の先生の話ではな

くて、やはり親、家庭までいじめは絶対だめなんだということをきちっと教えてい

くためには、この方針をどう理解していただいて、それを周知しながら、そして進

行管理していくという仕組みをどうつくるかが大事になると思います。そうでなけ

れば、いじめはこれくらいあってもいいよというようなことを言う親がいれば、子

どもに、幾ら言ったっていじめはなくならない。それは、繰り返し繰り返し言い続

けなければ、いじめはなくならない。私は、学校のいじめがなくならないのは、全

て学校の先生のせいにしたいとは思わない。家庭を巻き込んで、地域を巻き込んで

やってもらいたい。だから、このことは本当に大事な点だと思います。 

 この予算特別委員会、一般質問でも、いじめのことについてさまざまな議論が出

ています。だけど、これは一定のところにぐちゃぐちゃ言うのではなくて、やはり

全体で考えなければいけない話です。そういう中で、この問題は、やはりどこかを

切り口にしてということで、私が考えたのはこのいじめ防止基本方針です。それは、

親もやはりかかわるのを、これからどういうところで変えるかということは――か

かわっていかなければならない問題だと思うので、そこは強くやっていっていただ

きたいなと。それが、やはり青森市の子どもを守ることになると思いますので、ぜ

ひ強く要望したいと思います。 

その上で確認ですが、いじめに対する教育相談体制の強化を考えているようです

けれども、それについてお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育長。 

○成田一二三教育長 相談体制についての再度の御質疑にお答えいたします。 

 まず、子どもの相談体制の強化につきましては、教育委員会で行っていることに
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ついて先に説明させていただきます。 

 １つは、御承知のように「フレンドリーダイヤル７４３―３６００」、これは午前

９時から午前０時まで電話相談を受け付けているということです。現在、電話の状

況を見てみますと、ほぼ４割は午後５時以降にかかっているということになってお

ります。さらに、来室相談もありますが、来室相談も夜の９時まで延長いたしまし

た。２つは、今回の事案に鑑みまして、スクールカウンセラーが早期に対応するこ

とでかなり心理的な負担は軽減できるんだということを我々は確信いたしましたの

で、スクールカウンセラーの今年度の派遣の人数を13人から16人にふやしまして、

小学校は派遣校を８校ふやし、小・中学校合わせて 39 校にスクールカウンセラーが

派遣されるということになっております。次に、３つ目といたしまして、相談カー

ドそれからリーフレットを、これまでは一部の学年に渡していたところですが、こ

れを全てに配付すると。それから、家庭にもリーフレットを配付し、いじめ防止の

啓発を図るというような取り組みをとっております。 

 あと、学校におきましては、１つは面談、アンケート、そのようなものを通す中

で、適宜呼び出し面接を行うというような取り組みが各学校で行われているところ

であります。さらに、特に長期休業明け前後一、二週間については、学校は重点的

にアンケート、電話訪問、家庭訪問そして面談を通して、子どものささいな変化に

気づくような取り組みを行っているところです。３つ目に、学校では、今年度から

いじめ防止推進教師の研修会等という昨年度になかったものがふえておりまして、

そういう中での情報発信がありますので、それを受けて、それらの担当者が学校に

帰って、研修を充実させるというような取り組みを、今後してまいりたいと考えて

いるところであります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 赤木委員。 

○赤木長義委員 本当にさまざまな取り組みをやられるようですけれども、子ども

たちのためにどうかよろしくお願いしたいと思います。 

ここは、あと最後に質疑しようと思ったんですが、要望にします。 

先ほども言いましたけれども、青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会

づくり条例をつくりました。私は非常にすばらしい条例だと思うんですけれども、

やはりこのことを踏まえて、これといじめ防止等をしっかりと関連づけて啓発して

いくことも私は大事だと思います。その辺については、教育委員会にお任せします

ので、どうかしっかりと関連づけて対応していただくよう、心からお願いを申し上

げたいと思います。 

それでは、教育について。 

スポーツ広場に、人工芝が整備されます。これによって利用者が増加すると思い

ますが、熱中症対策としてウオータークーラーを設置すべきと思うが、考えをお示

しください。 
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○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 赤木委員のスポーツ広場へのウオーター

クーラーの設置についての御質疑にお答えいたします。 

 ウオータークーラーは、飲料水を冷やして供給する冷水機であり、簡単に冷水を

補給できるため、熱中症対策の一つとしても利用されているものと認識しておりま

す。 

 現在、スポーツ広場におきましては、熱中症対策として、熱中症予防に関する掲

示物や印刷物の配布などによる注意喚起、スポーツドリンクと水の提供、応急処置

用の氷の準備を行っております。また、このほか、人工芝を整備する多目的グラウ

ンドの周辺には、水飲み場や自動販売機が設置され、水分が補給できる環境にあり

ますことから、ウオータークーラーの設置ということは、現在は考えていないとこ

ろであります。 

○花田明仁委員長 赤木委員。 

○赤木長義委員 ウオータークーラーと一緒で冷たい答弁ですけれども、まあいい

でしょう。 

 でも、これは今後考えるべきです。金があるとかないとかじゃなくて、やはり熱

中症の中で一番効くのは即効薬ですから、しばらくスポーツ振興全体の中でも踏ま

えて、しっかりとやっていきたいと思うので、ぜひ今後考えていっていただきたい

と思います。 

 それでは、多分これが最後になると思います。 

 同じく教育費。これはもうずっと連続なんですけれども、学校の煙突アスベスト

断熱材について、封じ込め工法で対応していますが、除去や囲い込み工法で対応す

べきと思うが、考えをお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 煙突アスベスト断熱材対策における工法

についての御質疑にお答えいたします。 

 石綿障害予防規則の一部を改正する省令が平成 26 年６月１日に施行され、煙突

のアスベスト含有断熱材の規制の強化により、損傷や劣化などでアスベスト粉じん

が飛散するおそれがある場合は、除去や封じ込め等の措置を講じなければならない

とされたところです。 

教育委員会では、煙突機能や劣化等の状況を考慮し、順次対策を実施してきてお

り、平成 27 年度には２本の除去工事と２本の囲い込み工事を、平成 28 年度には 11

本の封じ込め工事と２本の囲い込み工事を実施し、現時点で、計 17 本の煙突につい

て対策を完了しております。また、今年度は、９本の煙突について封じ込め工事を

実施する予定であります。 

煙突アスベスト断熱材対策の工法の選択に当たりましては、除去工法や囲い込み

工法も含めて比較し、選定しており、除去はアスベストを物理的に取り除き、囲い
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込みはアスベストを密閉空間へ閉じ込めてしまうため、どちらの工法も安全性は高

く有効な対策であると認識しており、教育委員会でも採用した経緯があります。 

昨年度に実施し、今年度も実施予定である封じ込め工法につきましては、断熱材

を処理剤で固めることでアスベスト繊維と粉じんの発生を基準値以下に抑えること

ができるなど、耐久性や安全性は確保されており、有効な工法であります。選定さ

れた封じ込め工法での実施に当たりましては、個々の煙突の状況やそれぞれの工法

の安全性や経済性を考慮し、総合的に判断したものであります。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 赤木委員。 

○赤木長義委員 札幌市に行ってきました。札幌市では、囲い込みまたは除去を

行っています。封じ込めはやらない。なぜならば、前も言いましたけれども、煙突

は北国において零下まで落ちる。コンクリートが零下まで落ちたり、300 度Ｃ、400

度Ｃまで上がるようになったとき、どういう状況かわからない。確かに、薬で変わ

るというけれども、本当に変わって、その進行管理をきちっとやっていくかといっ

たら、やっていないです。形は目視だけです。目視でやっていて、本当にその粉じ

んが飛んでいるかどうかを測定できるんですか。ちょっと確認したいんですけれど

も、目視でできますか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 目視では、当然粉じんは細かいので見えませんけれども、一応調査を行うことに

しておりますので、そういう意味では、対策をとったものについては、もし異常が

あればまた対策を講じるということになろうかなと考えています。 

○花田明仁委員長 赤木委員。 

○赤木長義委員 この質疑は、１回や２回でやっているわけではないので、対策は

とると言っているけれども、具体的な対策は今何も出てこないじゃないですか。要

は、子どもの命を金で換算してほしくない。公営住宅のアスベストの問題がＮＨＫ

で取り上げられてからずっと出ていて、これも同じなんだよ。だから、そこを真面

目にしっかり取り組んで、一番は金で考えるなということなんですよ。 

これは、私は小野寺市政になる前からずっと言ってきたと思うんだけれども、封

じ込めというものは、確かに封じ込めて飛ばなくなる、基準値以下になる。でも、

基準値以下になったって、粉じんが飛べばそれを吸い込んで、６年間そこの学校で

吸い込んでいれば、どうなるかわからないわけです。だから、そういうことまで考

えて、ほかの都市は、囲い込みということで完全に密封するか、除去するかでやっ

ている。青森市は、基準値以下だからいいのかという論調は、ちょっと違うんじゃ

ないかと。ここは――気持ちはわからなくもないよ。金がないからとすぐ言う人た

ちだから。だけど、そうではなくて、やはり先行投資する部分をどうするか、投資

しない部分をどうするかということで、だからそこがスクラップ・アンド・ビルド



- 125 - 

になるはずなんです。今はいいかもしれないけれども、将来の 10 年後、20 年後に

中皮腫が出てきたときになったら、その子どもたちのためにはどうなるんですか。

そこまで考えた上で、ライフサイクルを考えて判断すべきなわけで、そういう目先

のことだけの判断はやめてほしいということを何度言っても、同じ答弁しか来ない。

これは、教育委員会事務局教育部長の立場では同じ形になるだろうけれども、本当

に真剣に議論してほしい。安ければいいと飛びついてほしくないんです。何で、同

じ――財政力が違うと言うかもしれないですけれども、札幌市は、そういう囲い込

みか除去にしている。青森市は、除去か囲い込みを前にやっていた。それをやめて

きたというのはどういうことかといったら、やはり経済的なことしか考えられない

じゃないですか。それは違う。その辺を本当に考えてほしい。 

400 度Ｃになったり零下になったりするコンクリートから出るものが、ほこりや

アスベストが入っていないとは絶対に言い切れない。そこが、やはりちょっと違う

と思う。もう１回、そこについてきちっと検証して、ただ発注すればいいという話

じゃないし、安ければいいという話じゃないということだけは強く言いたい。しか

も、その工法は、青森市初ではないとはいえ青森県内初です。青森県内の人たちで

やれるところがあるんだから、ちゃんとそこをうまく使って、わざわざ東京の会社

にやらせる必要なんか全然ない。やはり、そこまで判断した教育委員会の判断を私

は求めたい。これは、今すぐここで答えが出る話ではないので、検証していってほ

しい。 

今は目に見えないけれども、将来、本当にそれが原因かどうかはわからないけれど

も、教育委員会は中皮腫の原因にならないような最善の手を子どもたちのためにと

るべきだと強く申し述べて、あと１分ぐらいしかないので、終わります。 

○花田明仁委員長 次に、舘山善也委員。 

○舘山善也委員 自民清風会、舘山善也です。よろしくお願い申し上げます。 

 早速質疑に入らせていただきたいと思います。 

 第８款土木費第２項道路橋梁費、旭町地下道について質疑させていただきます。 

 日中、国道７号線から旭町道路に進入し旭町地下道を通過する際、地下道の入り

口が暗く、運転するドライバーが対向車を確認しづらいという事実が発生しており

ます。道路形状が片側一車線で狭く、分離帯も少ない右カーブで出口が目視確認で

きないことと、日中のため対向車がライトを点灯していないケースもあり、危険な

場合が発生しております。道路照明の昼夜の点灯を増加するなど対策が必要と考え

るが市の認識をお尋ねいたします。 

 続きまして、第 10 款教育費第６項保健体育費から、サンドームについて御質疑さ

せていただきたいと思います。 

 ことし６月の補正予算において、スポーツ施設機能整備事業としてサンドームの

冷暖房施設の更新が予算として計上されておりますが、その整備スケジュールにつ

いて御質疑させていただきます。また、同時に休館しなければならないのか、トレー
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ニングルームとかが一定期間使えなくなることはあるのか、利用者についてどのよ

うな周知をしていくのか質疑したいと思いますが、この質疑に関しては 21 日、木下

委員へ同様の質疑がありましたので、答弁が同じであればその旨を伝えて割愛して

いただいて結構であります。よろしくお願いいたします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部理事。 

○八戸認都市整備部理事 舘山委員の旭町地下道についての御質疑にお答えいた

します。 

旭町地下道の車道用の照明につきましては、平成７年度に全面改修され現在に

至っており、時間帯や屋外の照度に応じて点灯する照明の数を自動調整する仕様と

なっております。地下道を北側から南側の大野方面へ向かう際には、屋外と地下道

内の明るさの違いにより、地下道に進入した際に見えづらくなることがあることを

承知しているところです。 

委員お尋ねの対策についてでありますが、今後、昼間の時間帯に点灯する照明の

数をふやすなど改善に向けて対応してまいります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 舘山委員のサンドームの空調設備改修工

事に関する御質疑でありますけれども、今回の予算特別委員会での木下委員への答

弁内容と同じでありますので、御言葉に甘えて割愛させていただきます。 

○花田明仁委員長 舘山委員。 

○舘山善也委員 御答弁ありがとうございました。 

 サンドームについても利用者に不便がないように周知のほうをよろしくお願い申

し上げます。 

 また、地下道については、今、どこのという声が聞こえてきていました。ちょう

ど国道７号から旭町通りに入りまして古川三丁目から大野方面に抜けていく地下道

であります。どうしても昭和にできた地下道でありますので、車幅も狭く、下る際

に意外と高速で、スピードが出ておりていくところもありまして、日中はやはりト

ンネル内に入るところが暗くなりまして、また、先の出口が見えないような形状の

右カーブになっておりますことから、ドライバーの方々から少し危険だなというと

ころがありました。逆に曇りとか夜間のほうが明るさが調整できますので、そういっ

たことが起きないということです。どうしても日中自動的に点灯する仕組みになっ

ておりますので、今御答弁いただいたとおり、もう一度確認しまして、危険箇所防

止のために努めていただくことを要望いたしたいと思います。 

 続きまして、第 10 款教育費第２項小学校費から御質疑させていただきます。小学

校への教材について、質疑させていただきたいと思います。 

 きょうは、議会運営委員会で許可をいただいて資料として本を持ってきました。

非常に珍しい本で、我が会派でこういうことを見つけるのが天才的な議員がおりま
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して、この方からお預かりしてきました。題名が「ミラクルハッピーお仕事ずかん

ＤＸ」というもので、表面がかわいい女の子の漫画がついておりまして、仕事につ

いてわかりやすく表記しております。少しページを開きますと、どうして仕事をす

るのかとか、どうやって仕事を選ぶのかということを書いておりまして、意外と専

門的な――私もこういう仕事があるんだなと思うようなことだったりとか、具体的

ななり方、どういう大学を出てこういう仕事につけるんだよとか、着ている制服と

か給料までがついておりました。また、実際に仕事についている方のコメントも載っ

ておりまして、やりがいはどういうことで感じるんだろうかと、実は大変なところ

はどこなんですかということも書いておりまして、非常に受け入れやすいような形

で書いておりました。 

 話は少しそれるんですが、ことしの２月ですので前期になるんですけれども、中

学校の先生にお話を聞きまして、中学生が今なりたい仕事のアンケートをとったそ

うです。当時、私の時代は１位がやはり男の子はスポーツ選手。スポーツといいま

してもほとんど野球になってくると思いますので、ここにいらっしゃる方は、ほぼ

そういう形ではないかなと思いました。いろいろアンケートを聞いた中で僕が２つ

質問させていただきまして、その先生に聞いたときには、１つ目は先生になりたい

方はありましたかと聞いたときに、やはり１クラス２名から３名ほど先生になりた

いと。学校全体でも 10 名程度は先生を目指したいということでありました。今、中

学校は専門教科式ですので、どの教科かは聞かなかったんですけれども、先生にな

りたいという生徒がいるということは、その先生はすばらしいですねということで

話しました。もう１つは、政治家を目指す生徒はおりますかと聞いたところ、その

先生はにこやかに、ゼロですということでありました。なかなか政治家というのは

受け入れられていないなと思いますし、私もその学校に出入りする一人として、特

段、市議会議員とは名乗っておりませんが、まだまだ魅力ある仕事ができていない

なと反省するところであります。 

この本の中にも政治家という項目がありまして、さまざま日本のリーダーとか地

方のリーダー、給料面まで書いております。さまざまある中で、やはり子どもたち

にもこの政治家ということを認知していただき、目指していただけるように自分も

反省しながら進んでいきたいなと思うところであります。 

そこで御質疑であります。各学校にキャリア教育推進のために図書を備えてはい

かがかと思いますので、ぜひこの本を入れてみたらどうかなと思うところで質疑し

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局理事。 

○工藤裕司教育委員会事務局理事 舘山委員の小学校におけるキャリア教育推進

のための図書整備への見解について御質疑にお答えいたします。 

急激に変化する社会において、子どもたちに生き抜く力を育成するためには、キャ

リア教育の果たす役割は一層重要となってきており、その一環として小学校におい
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ても、さまざまな職業に関心を持たせる学習が積極的に行われているところです。 

 このことから、各小学校の図書館には、子どもたちが職業について関心を持ち、

発達の段階に応じて調べることができるよう、漫画的なものから資格取得に関する

ものまで図書資料が整備されております。また、県が県内 100 の仕事についている

人の働く姿やインタビューを収録し、全小学校に配付したＤＶＤ「はたらく心」な

ど視聴覚資料も整備されております。 

学校図書館は、各校の実態において、図書を初めさまざまな資料を整備しており

ますけれども、教育委員会としてはキャリア教育の重要性を鑑みて、その推進のた

めの図書を整備することは大切であると考えております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 舘山委員。 

○舘山善也委員 御答弁ありがとうございました。 

ぜひ検討していただいて、必要なときに順次お願いしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

次に、第 10 款教育費、着衣泳について質疑する前に少し所見を述べさせていただ

きたいと思います。 

 本委員会でも我が会派の渋谷委員もお話ありましたけれども、国体についてさま

ざま各議員とも質疑があるかと思います。私も水泳のほうにかかわる一人としまし

て、屋内の 50 メートルプールで要望している一人であります。 

 また、市としては県にやはりお願いする立場ということは認識しておりますけれ

ども、単に国体に向けての整備ということだけではなく、その後の使用が市に大き

く影響するような施設の建設を要望していただきたいなと思います。当然ながら、

お願いする立場の市としてもある程度、殊にプールに関しても多少の知識は持って

いただきたい。その上で提案していただきたいというところであります。よい影響

を与える施設とはどういうものかと言いますと、やはり中途半端な施設ですと例え

ばサッカー場でも結局規格が変わってＪ１が来れなくなったとか、Ｊ２も来れなく

なったとかいろいろと聞きますので、そこは僕は専門家ではありませんが、そういっ

た施設にはやはり一流のものに来てもらいたいと思っております。 

 殊に水泳競技と言いましても幅広くありまして、皆さんが見る水泳の泳ぎを見る

のは競泳というところで、また球を使ってやりとりするのが水球。また、10 メート

ルの高さから飛ぶ競技は飛び込みというのがありまして、名前が今変わろうとして

おりますがシンクロナイズドスイミング、またオープンウオーターという形で遠泳

する競技があります。実際にこの５つの中でも水泳の競泳と水球とシンクロナイズ

ドスイミングは工夫をすれば、同じプールで演技が可能であります。通常、水泳の

方に聞きますと、プールの深さがどれくらい必要ですかと聞くと２メートルと答え

ると思うんです。ただ、シンクロ競技は３メートル必要でありまして、深いところ

では３メートル 30 センチメートルの施設もあるようです。 
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 実は、泳ぐほうでも水深が２メートルと３メートルのプールで泳ぐと、３メート

ルのプールのほうが高速になりまして、高速レースができるということで、同じ選

手が２メートルで泳ぐよりも３メートルで泳いだほうがタイムが出るというデータ

が出ております。残念ながら、東北の中では、３メートルの水深の競泳プールはあ

りません。僕は、選手たちがいい環境で泳ぐことによって、そこで優勝することも

大事ですけれども、自分の持つタイムにやはり非常に執着があると思うんです。タ

イムは常に自分で背負ってついて回るものあります。 

 東日本大震災の翌年に大学の東北大会がありまして、通常は仙台市で行うはず

だったのが、環境が悪く結果的に青森市安田のプールで大学の大会が行われました。

このとき来た大学生の選手が 800 名を超しているんです。それで、青森市の選手、

弘前市の選手は帰りますけれども、それに同行している選手、保護者や選手の関係

の方々を含めると 1000 人程度が青森市に来て、当然そこには飲食を伴うものも生

まれると。まさにスポーツツーリズムの原点だと僕は考えております。 

今言っている中で、国体に向けて整備するのは必要でありますが、一流の施設を

つくることにより各方面から大会をしっかり誘致できる環境が整うと私は考えてい

るんです。それによって、市としても潤いがあるわけですから、そういうことを認

識しながら県にも働きかけてもらいたいなと。単に、国体のために施設が必要だと

いうことではなく、その後の市の財産にもなるということを考えて、ぜひとも提案

していただきたいなと要望させていただきたいと思います。 

 同時に、これから質疑する着衣泳の部分でもあるんですが、その屋内の 50 メート

ルプールが市内に建設されますと、今使っている安田の 50 メートルプールに関し

ては、今後管理しないような話も現段階では聞いております。単に、使い捨てする

のではなく、あのプールを利活用してほしいなということも考えております。プー

ルには２種類ありまして、１つの水を循環してろ過して使うタイプと温泉のように

水をためて、水をふやしていってオーバーフローしたものは捨てていくというタイ

プがあるのですが、あの安田のプールはそういう温泉のような形で水をためて、ろ

過をしないで水を捨てていくような形になっているんです。そうなれば、あそこの

プールもそこそこ深いんですけれども、例えば今、小学生に対応できるように水深

を浅くした中で全校ができるような着衣泳を行うことになれば、施設管理者が嫌う

衣類に関しての汚れとか、特にろ過タイプのプールを管理する人が一番嫌うのは、

ポケットに入っているティッシュ。これがあると皆さんも洗濯のときに怒られた経

験があると思います。非常に泣かされるということでそういったことがもし仮に

あったとしても、あの水はもう捨ててしまう水ですので、そういう環境ができると

いうこともありますので、県の持ちものではありますが、市としてもそういったこ

とを踏まえてもらいたいなと。できたら私は――ちょっと話も飛びますが福祉関係、

高齢者のほうのウオーキングなどにもああいうのが使えるような形があれば、利用

価値が上がるのかなと思いますので、ぜひともその辺を２つ要望させていただきた
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いと思います。 

 それでは、質疑のほうに移りたいと思います。第 10 款教育費に関連して、着衣泳

について御質疑させていただきたいと思います。 

 昨年、平成 28 年第２回定例会予算特別委員会にて、小学校の水泳授業に着衣泳の

授業を取り入れてはと質疑させていただきました。成田教育長からは、実施に係る

諸条件が整う学校から実施していくと非常に前向きな御答弁をいただきました。 

 そこで、現段階での小学校における着衣泳に向けた実施状況の進捗状況をお示し

ください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局理事。 

○工藤裕司教育委員会事務局理事 舘山委員の小学校における着衣泳の取り組み

の進捗状況についての御質疑にお答えいたします。 

 本市は、海に面しており、川や湖、ため池や沼などが多く、水難事故が発生し得

る箇所が子どもたちの生活圏内に点在していることなどから、着衣泳を体験させる

ことは、水の事故から子どもの命を守る上で有効であると考えております。 

 教育委員会では、指導に当たる小・中学校の教員が無理なく円滑に着衣泳の授業

に取り組めるよう、昨年 12 月から小・中学校の教職員と教育委員会事務局職員が、

着衣泳の授業実施に向けた意見交換のための会議を計４回開催し、本年３月、着衣

泳の授業における安全指導のためのガイドラインを作成し、全ての小・中学校に配

付いたしました。さらに、この６月には、全ての小学校を対象に着衣泳の研修講座

を実施し、実技指導に加えて、安全に配慮した指導計画の作成、緊急時の対応など

について確認したところであります。 

教育委員会では、各学校が着衣泳の授業を安全かつ円滑に実施するためには、専

門的な指導力を持つ実技指導協力者を活用することが有効であると考えており、着

衣泳の授業の時期を前に、関係団体との連絡調整を行っているところであります。 

 教育委員会では、今年度プール設置校において着衣泳の授業に取り組むこととし

ており、次年度以降は、プール未設置校においても、公共のプール施設や近隣校の

プールを利用して着衣泳の授業に取り組めるよう努めてまいります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 舘山委員。 

○舘山善也委員 御答弁ありがとうございました。 

ぜひ応援したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ３点ほど、ちょっと注意していただきたいなということを申し上げたいと思いま

す。この着衣泳は小学校の児童に指導していきますと、小学生の児童は非常にのみ

込みも早いというか、非常に真っすぐであります。しかし反面、過信してしまって

着衣泳が全て自分に身についたと思うこともあるかと思いますので、着衣泳の授業

を受けたからといって過信せずに、例えば着衣のまま、遊びで水やどこかに飛び込

んでしまったりとか、そういった事故がないように努めていただきたいと思います。 
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通常、人を救える泳力――泳ぐ力というのは、500 メートルほど泳げない者は人

を救えないと言われているそうです。意外とそういうところの基準がわからず、溺

れてたりするとどんどん助けに入るという形で、逆に二次被害になるケースもあり

ますので、この部分は常に先生方にも認識を持っていただきたいなと。聞くと、教

員試験の中にも、50 メートルですが２種類の泳ぎを使うということを聞いておりま

すが、実際その程度であれば、人を救えるほどの力はないなと思います。非常に、

子どもであってもしがみつかれると大分力が強いですので、注意してもらいたいな

と思います。 

 また、先ほどもお話ししました。やはりプールの管理者の理解がないと、この着

衣泳は進んでいかないと思います。管理者の方にお聞きしますと、特段ポケットの

中にあるティッシュが紛れると、これはもう本当に泣かされてしまうというところ

がありますから、これは絶対にないようにしていただきたいと思います。 

 また、これも僕はちょっと認識が浅かったんですが、日本赤十字社の方からお聞

きしますと、実際に着衣泳でプールが汚れるのかと聞いたら、今の洋服はそれほど

汚れるようなものはないですよと。通常に洗剤を使わず水で１回洗濯をしてもらう

程度で、そういうことはほとんどないんですということでありました。例えば、各

センターだったりプール管理者の方にも、そのあたりを理解していただけるような

形の何か材料とか実際のデータ、数値でもいいと思うんですが、何か汚れるという

認識が高いようですので、昔のような状態ではないということを伝えていただきた

いなと思います。 

 また最後に、６月６日の着衣泳の研修講座に私も一緒に参加させていただきまし

た。関係各所の方々、またスポルト青い森グループの江良さん、教育委員会指導課

の大友さんや主査兼指導主事の長尾信先生にも大変お世話になりました。そのとき

の印象では、各 45 校の先生方、非常に楽しく授業を受けていました。僕の認識で

は、プールはどうしても競技性があるので、つらい思い出しか余りないんですけれ

ども、非常に楽しい講座を受けていたなと。こういう先生方であれば、自分の楽し

さを子どもたちにもしっかり伝えられるのではないかなと安心したところです。 

 一方で、やはり緊張しなければいけないのは、水ですので、やはり事故等には絶

対気をつけていただきたいんです。先ほど言ったガイドラインをつくっていただき

ました中に、近年発生した小学生の水難事故例が記載されております。一例を読み

上げますと、平成 26 年度、体育の授業中にプールで 25 メートルをクロールで泳い

でいたところ、急に意識不明となり、プールに浮かんでいる状態となった。すぐに

プールサイドに救助し意識確認、119 番通報、気道確保、胸部圧迫、人口呼吸、ＡＥ

Ｄの措置等を行って心肺蘇生法を行い、救急隊員が到着するまで行ったが、病院で

治療を受けるが数日後死亡したという例が載っておりました。やはり授業をする際

に、私もこれを見て、非常に緊張感が高まるなと思いますので、できましたら各学

校の先生方、授業を受ける際には、ここはやはり注目して、常に慢心を抱かず授業
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に臨んでいただきたいなと思うところです。 

 また、このスポルト青い森グループの江良さんの発想が非常に上手で、２時間半

程度の授業の最後に先生方皆さん並んで、これで終わりというときに、事前に子ど

もと同じ大きさの身長 120 センチメートル程度の人形を水中に沈めておいているん

ですね。それで、改めて各班――１班から５班程度まで分けてやるんですが、その

上がって終わりだと言って気が緩んだときに、ここで子どもの数が１人足りないこ

とを想定して探しなさいという指示を出しました。やはり訓練を受けた先生方でも、

その当日の部分であっても、皆さんうまく行動ができなかったように見えました。

プールの一番遠いところから飛び込んで探す人もいたり、ただその場に立ちすくむ

方もいらっしゃいます。一番手際がいい方でも、やはりぎりぎりまでプールサイド

を走ってきまして目視で確認したときに飛び込むという姿勢がなかなかできなかっ

たようであります。 

そういったところで、やはりプールの事故は絶対にあってはならないですし、そ

ういったことの意識は常に持っていただきたいということです。ぜひともこの着衣

泳の小学校の諸条件が全て整い、青森市内の全児童・生徒が着衣泳を理解、習得し、

青森市の子どもたちの水難事故がなくなることを願って、質疑を終わりたいと思い

ます。 

 ありがとうございました。 

○花田明仁委員長 次に、奈良岡隆委員。 

○奈良岡隆委員 新政無所属の会の奈良岡隆です。３点ほどお聞きしたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いします。 

 まず、たばこ対策についてお聞きします。 

 一般質問で禁煙対策についてお聞きしましたが、くだらない質問だと言われたこ

とは非常に残念でなりません。 

 そして、たばこ対策にたばこの害から市民の健康を守るために、真剣に、まじめ

に取り組んでいる皆さんから禁煙活動に対する暴言と感じたとの声をいただきまし

た。まことに申しわけないという気持ちでいっぱいであります。 

 たばこ対策は、非常に大切で重要な施策だと私は思っていますので、改めてお聞

きしたいと思いますが、事業所としての市役所は、職員にどのような禁煙指導を行っ

ているのかお尋ねいたします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 職員の禁煙対策の取り組みについてのお尋ねにお答えいた

します。 

 市では、職員の健康を確保することは、仕事の能率や市民サービスの向上を図る

上で大切なことであるとの認識から、生活習慣の見直しなど職員が自身の健康管理

を実践するため、新採用職員や中堅職員等の職員研修において、心と体の健康管理

についてのカリキュラムを設定し、その中では禁煙について取り上げているところ



- 133 - 

あります。 

また、市保健所や市町村職員共済組合が実施しております禁煙をテーマにした事

業への職員の参加を呼びかけているほか、職場健診時の保健指導や健康相談におき

まして、人事課に配属しております保健師が禁煙相談を行っているところでありま

す。そのほか、禁煙と健康について考えるきっかけとして、５月 31 日の世界禁煙

デーにあわせまして、終日、市役所敷地内の全面禁煙を実施したところであります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 ありがとうございます。 

 喫煙行為は嗜好ではなく、その７割はニコチン依存症という病気であると言われ

ています。だからこそ、ニコチン依存症の治療に保険適用があるということだと思

います。 

実を言うと県のほうが、この禁煙指導というか受動喫煙防止については大変進ん

でいまして、昨年、平成 28 年の 12 月 16 日付で条例をつくっています。御存じだと

思いますけれども、その中で受動喫煙の防止として、「公共的施設等における受動喫

煙防止のための配慮」ということで、「受動喫煙を防止するため、当該公共的施設の

構造、利用者の状況等に応じて、禁煙、喫煙所の設置その他受動喫煙防止対策を講

ずるよう特に配慮しなければならない。」とか「事業場における受動喫煙防止のため

の配慮」という、そういうことを条例の中で定めています。 

それで、少しお尋ねしたいんですけれども、これ７年ほど前なので、平成 22 年な

のでちょっと古いんですけれども、日本禁煙学会雑誌というのがあります。その中

で、青森県内の市町村の公共施設の喫煙対策状況が載っています。その中で青森市

の場合は――深浦町が１番なんですけれども、青森市が県内で 20 番目、八戸市、弘

前市よりもおくれているということになっています。 

それで公立学校ですけれども、公立学校は全て敷地内禁煙。公共施設は、青森市

の場合、敷地内禁煙が 20、建物内禁煙が 31、施設内分煙が 45、分煙対策なしとい

うのが 55 あるんですけれども、現在は分煙対策がない施設というのは、幾らあるの

か教えていただけますでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 お答えいたします。 

 奈良岡委員お手持ちの資料と私の手元の資料、若干出どころが違うと思うんです

けれども、私が手元にある資料として、平成 29 年、ことし６月時点での市庁舎及び

市所管施設の状況、受動喫煙防止対策実施状況として、全体 209 カ所あるうちの完

全禁煙が 206 施設です。完全分煙が２施設、不完全分煙が１施設、対策なしがゼロ

という資料が手元にあります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 奈良岡委員。 
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○奈良岡隆委員 随分そういう面では、青森市でも進んでいると思います。一般質

問でも聞きましたが、特に総務部長に聞いたわけではないんですけれども、総務部

長みずから吸われているけれども、今後やめるように努力するということを答えら

れておられました。ぜひ率先垂範して、大変でしょうけれども頑張って職員の皆さ

んに禁煙を勧めていただけるようにお願いして、これは終わります。 

 次に、青森駅の周辺整備についてお聞きします。 

 委員長のお許しを得て、パネルを使って少しお尋ねしたいと思いますけれども、

これは見えますでしょうか。 

  〔奈良岡隆委員、パネルを提示〕 

委員の方には見えないんで申しわけないんですけれども御容赦いただいて、これ

は青森駅前の北側の部分を拡大したものです。青森駅の東口、でこちらのほうが西

口、これが青森のベイブリッジです。それで、これが緑に色をつけたんですけれど

もプラットホームです。それで、これが県でつくった東西の歩道橋です、黒く塗り

潰していますけれども。それで、青森県でつくっている臨海道路がこの赤く色をつ

けているところです。東側がおよそこの部分まで、西側がこのベイブリッジの下を

少し行ったところくらいまでだと思うんですけれども、この県の計画ではこれが

ずっとこういうふうにして通すということになっています。 

それで、この青森駅の北側部分について、一般質問でもこの臨海道路、現在開通

しているところの道路を生かした形で、東西市街地を結ぶ踏切を設置できないのか

ということをお尋ねしましたけれども、改めて踏切を設置できないものかどうかお

尋ねします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 奈良岡委員から御質疑のありました青森駅北側の東西

アクセス道路を踏切として整備することについてお答えいたします。 

 一般質問でもお答えいたしましたとおり、東西アクセス道路につきましては、県

の青森港港湾計画におきまして、港湾と背後地との円滑な交通を確保するための臨

港道路の一つとして、臨港道路西船線（１）が位置づけられており、これまでも港

湾管理者である県に対して、重点事業として早期実現を要望してきたところです。 

 御質疑のありました現在の道路をつなぐための踏切整備についてですけれども、

ＪＲ東日本によりますと、安全管理上、踏切の新設は認められないとのことであり

ますため、現時点では、位置を変えたとしても踏切として整備することは難しいも

のと考えているところです。 

 市といたしましては、東西アクセス道路の重要性は認識しておりますことから、

今後も、県、ＪＲ東日本等に働きかけてまいりたいと考えております。 

○花田明仁委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 ＪＲ東日本としては新設は認めないという御答弁でした。 

私、何度もこの東西アクセス道路の設置を求めてきましたけれども、今まで同じ
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ような答弁で、踏切をつくってほしいということについては随分お金がかかるとい

う話をしました。ＪＲ東日本のほうにそういう市のほうで要望をしたけれども、Ｊ

Ｒ東日本では新設は認めないというような答弁をずっといただいています。という

ことはＪＲ東日本に、市としては東西アクセス道路をつくりたい、踏切をつくりた

いという要望は出しているということでよろしいのでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 現在、東西アクセス道路につきましては、県の港湾計画において県が整備する臨

港道路ということで位置づけられているものですので、要望といたしましては、県

に対して重点事業として早期実現を要望してきているというところであります。 

○花田明仁委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 そうすると、県には要望しているけれどもＪＲ東日本には要望し

ていないということですか、踏切も含めて。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 先ほども申し上げましたとおり、県の道路ということですので重点事業要望とい

う形では県に対して要望していますけれども、さまざまな場面で、現在ですと青森

駅自由通路の整備等でＪＲ東日本と協議をする場面もありますので、要望という形

ではありませんけれども、そういった打ち合わせの機会等を利用いたしまして現況

について確認はしているものであります。 

○花田明仁委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 そうすれば、確認ということでしたけれども、要望はしていない

ということですか。もう一度お答えください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 要望というのはどのように捉えるかということもありますけれども、口頭でそう

いった打ち合わせの機会にお願いをするということはありますけれども、先ほど申

し上げましたような重点事業のような書面での要望ということでは、県に対して要

望しているということであります。 

○花田明仁委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 非常に不本意な答弁なんですけれどもね。要望ということはどう

いうことと捉えるかという話をされましたけれども、そうすれば我々が、理事者の

方にこうこう、こういう要望をしますと一般質問でも予算特別委員会でもお願いし

た場合、普通に我々はこういうのをつくってほしいとか、こういうふうにしてほし

いと要望しているんですけれども、あなた方はそういうふうに受け取っていないこ

ともあるということですか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 
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○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 今回の東西アクセス道路につきましては、県の港湾計画において位置づけられて

いる、県が整備するということになっている道路でありますので、しっかりと県に

対して御要望しているということであります。当然、県におきましてはそういった

御回答をいただく際には、ＪＲ東日本とも確認、協議、要望いただいて、御回答い

ただいているものというふうに認識をしております。 

○花田明仁委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 そうすれば以前、踏切についても要望しましたけれども、踏切と

いうのはＪＲ東日本が１番関係することだと思っていたんですけれども、ＪＲ東日

本には要望していないで県に要望したということですか。ＪＲ東日本には要望して

いないということでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 県に対しましては、書面を通じて要望しているところですけれども、まずは県を

通じて要望するということで、ＪＲ東日本に対しては、先ほども申し上げましたと

おり、打ち合わせ等の場を利用して御確認はしているところですけれども、県に対

して要望しているのと同じような形で要望しているものではありません。 

○花田明仁委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 この臨海道路は踏切を使わないじゃないですか。これを見ればわ

かりますけれども、ずっと外を通す計画ですよね。私は以前、踏切をつくってほし

いという要望を出したんですよ。それについて、ＪＲ東日本のほうに要望として市

のほうとして聞いたら、ＪＲ東日本では新設しないという答えだったと。踏切に関

しては、県は関係ないじゃないですか。もう一度お答えください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 県の港湾計画に位置づけられております臨港道路西船線（１）についてでありま

すけれども、こちらは現在の引き込み線がなくなったという想定で計画をされてお

りますけれども、現在の引き込み線をそのまま存置した場合に同じ箇所で整備する

ということになれば、当然、踏切として整備をすることになりますので、それは県

に対しましても、踏切での整備はどうかということも含めて要望しているところで

あります。 

○花田明仁委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 そうすれば踏切についても、県に要望したということですよね、

ＪＲ東日本ではなくて。そういう答弁ですよね。もう一度確認のためにお聞きしま

す。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 
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 書面での重点事業要望ということにつきましては、県に対して要望しています。 

○花田明仁委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 要望という話は、書面だけで要望していると私言っていないわけ

でしょう。口頭でも要望になるわけでしょう。ですから今の話だと書面については

要望していない、じゃ口頭でＪＲ東日本にお願いしたのかと聞いているんですよ。

青森市として、ＪＲ東日本に対して踏切の設置を要望しているのかどうか。 

 この東西道路、鉄道による東西の分断、その解消というのは、青森市にとって長

年の念願ですよ。ずっと青森市にとって、東西の分断、南北の分断を解消するとい

うのが市民の願いだったわけですよ。それについて私ずっと質問してきましたよ。

それでＪＲ東日本については要望しているけれども、難しいという今までの答弁

だったんですよ。ところが今の都市整備部長の答弁だと違うじゃないですか。要望

していないんでしょう。要望していなければいいですよ。もう１回、要望している

のかどうか、そこをきちんと教えてください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 再度の御質疑にお答えいたします。 

 ＪＲ東日本に対して口頭でもお願いをしていないのかという御質疑ですけれども、

先ほども申し上げましたとおり、打ち合わせ等の場を利用しましてＪＲ東日本に対

しては、口頭ではお願いをしているというところであります。 

○花田明仁委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 お願いしていると最初から言ってもらえればこんなに時間はか

からなかったんですよ。お願いしていると言わなかったでしょう、さっきは。ちょっ

と実を言うと、この後いろいろと質疑したかったんですけれども、私、時間がない

もので、せっかく農業委員会の事務局長が来られているので質疑しないわけにいか

ないので、この件はこれで終わります。また次の一般質問等でお聞きしたいと思い

ます。 

それでは、農業委員についてお聞きしますけれども、農業委員と農地利用最適化

推進委員の役割の分担を教えていただけますでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。農業委員会事務局長。 

○梅田喜次農業委員会事務局長 奈良岡委員の御質疑にお答えいたします。 

 まず、農業委員につきましては、これまでの法令業務、いわゆる農地法等に関す

る権利業務の許認可、そして農地転用に関する県への意見具申等が中心となります。

また、農地利用最適化推進委員につきましては、主に現場を担当する委員でありま

して、農地の利用の最適化、具体的には農地利用の担い手への集積、そして農地解

消等の現場活動を担当する役割を担うことになります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 奈良岡委員。 

○奈良岡隆委員 この後、条例をつくって農業委員、農地利用最適化推進委員の候
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補者選考委員会の委員を決めて、その後決めることになると思いますけれども、や

はりこの委員の選出に当たっては選考の透明なプロセス、選定する仕組みが私は大

事だと思っていますので、ぜひ選定に当たっては透明なプロセスを、その仕組みを

つくって選任していただきたいということで、ちょっと私の持ち時間は過ぎました

けれども、これで終わりたいと思います。 

○花田明仁委員長 この際、暫時休憩いたします。 

再開は午後３時 20 分からといたします。 

 

 午後２時 47 分休憩 

                           

 

 午後３時 20 分再開 

 

○花田明仁委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

 質疑を続行いたします。 

次に、竹山美虎委員。 

○竹山美虎委員 市民クラブ、竹山美虎でございます。 

 きょうは３点について質疑いたします。 

まずは、１点目はサンドームの改修計画でありますけれども、これは一般会計補

正予算第 10 款教育費第６項保健体育費第２目体育施設費に関連をして、サンドー

ムの改修計画ということでお伺いしたいと思います。 

 おとといの本委員会における木下委員、それからきょうも舘山委員でしたか、質

疑がありましたけれども、このたびの修繕の内容あるいはスケジュールについては

了解いたしました。エアコン式にするということで、ことしの秋復旧ということで、

基本的に今回の修繕については了解いたしました。 

その上で１点だけ質疑いたします。施設の予防保全ということで、まず老朽化対

策として将来にわたる改修計画がまずあるかどうか伺いたいと思います。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 竹山委員のサンドームの改修計画の策定

についての御質疑にお答えいたします。 

サンドームは開館から 25 年が経過し、ここ数年施設の老朽化に伴い、主練習場の

陥没や照明灯の不点灯、暖房温水配管からの漏水といった、大規模な改修を要する

施設のふぐあいが発生しており、その際、施設の一部を使用中止にするなどの措置

を余儀なくされ、利用者の皆様に御迷惑をおかけしたところであります。このよう

な状況において、サンドームの老朽化に対応するため、施設の予防保全の観点から、

計画的に改修等を実施することの必要性は十分認識しているところです。 

現在のところ改修計画の策定には至っておりませんけれども、今後におきまして
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は、適切に施設の状況把握を行いながら、利用者の皆様に御迷惑をおかけすること

のないよう、施設の維持管理に努めていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 竹山委員。 

○竹山美虎委員 教育委員会事務局教育部長ありがとうございました。 

 きょうも実は数名の委員からこのことだけではなくて、計画的な改修あるいは修

繕を行うべきではないかと、立てるべきではないかと。その上で突発的な対応、緊

急的な対応には、当然対策を講じていかなければいけないということになるんだと

思います。まあ、厳しい財政でありますので、なかなか計画を立てたとしても、そ

のとおりいかないということは予想されますけれども、やはり数十年単位の計画を

しっかり立てておかないとなかなか長持ちしないということと、そのことによって

多額の費用が発生する、計画的に修繕をしていればそれほどのお金がかからないと

いうこともあるわけですから、これからということになるのかもしれませんけれど

も、特にファシリティーマネジメントの中でも位置づけをしながら、ぜひ対応をし

ていただきたいということを要望いたします。 

この項はもう１つ。他のスポーツ施設も含めて、現段階では改修計画というのは

ないということで多分いいんだろうと思いますけれども、お願いいたします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 再度の御質疑にお答えいたします。改修計

画、体育施設等、他の施設も含めてというお話がありました。 

教育委員会では、学校施設につきましては、非常に施設も多くて、また多額の財

政負担を伴いますので、今、お話がありましたファシリティーマネジメントの考え

方で計画はつくっております。 

 体育施設は、当然、先ほど言いましたように老朽化も進んできている部分があり

ますので、そういう意味では基本的な考え方は予防保全ですとか長寿命化ですか。

そういうようなファシリティーマネジメントの考え方はありますけれども、一応こ

れまでも議会でも答弁しましたが、スポーツ体育施設等につきましては、今後のい

ろんな国体等イベント等があることを踏まえながら、やはりスポーツ促進という視

点での考え方で戦略的な改修等をしていくというふうに考えておりますので、そう

いう範囲の中でちょっと考えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 竹山委員。 

○竹山美虎委員 わかりました。いずれにしても、きょうは青森市全体のファシリ

ティーマネジメントについてはお聞きはしませんけれども、ぜひ全体を考えた上で、

行政の維持継続ということの中でしっかりやっていただきたいと思います。 

以上です。 

 ２点目は、アウガの庁舎への総合窓口移転について、これもこれまで数名の議員
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あるいは委員の方から質問をされていることでありますけれども、再度お伺いした

いと思います。 

 アウガ周辺の道路の関係であります。混雑が予想されますけれども、これまでの

答弁であれば、まずは１月に移転をしてから周りの状況を考えた上で関係者と連携

をとって対応するというお話でありました。私はやっぱり混雑が予想されるのにそ

の時点で事を始めるということはちょっと遅いのではないかと。全ての部分までい

かなくても関係者との連携を含めて、あらかじめ対策を行うべきだと思いますけれ

ども、その辺についての市の見解を求めます。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部長。 

○大櫛寛之都市整備部長 竹山委員から御質疑のありましたアウガ周辺道路の交

通対策についてお答えいたします。 

 アウガ移転後の総合窓口などには、１日当たり 1300 台程度の自動車での来庁が

見込まれるところです。また青森商工会議所が旧サンフレンドビルへ移転した場合

の自動車での来所は、１日当たり最大でも 160 台程度と見込まれ、これらを合計す

ると 1460 台程度となります。これに対しまして、アウガ周辺である新町通りの自動

車交通量は、昭和 63 年の平日 12 時間当たり１万 6145 台から、平成 27 年度は半分

以下の 7054 台に減少してきている状況でありまして、交通への大きな影響は生じ

ないものと考えております。 

しかしながら、総合窓口などを利用される市民の皆様に、より円滑に御来庁いた

だけるよう、公共交通機関の利用をＰＲする、あおもりレール・バスライドキャン

ペーンを行うほか、県警と連携した交通対策の実施、さらには駐車場の利用方法に

ついて周知するなど、これらにつきましては委員御指摘のとおり、あらかじめ対策

を講じてまいりたいと考えております。 

○花田明仁委員長 竹山委員。 

○竹山美虎委員 ありがとうございます。 

答弁はそういう答弁になるんだろうなと思っていましたけれども、最後に連携に

ついては、あらかじめとると。それから交通量は昭和 63 年をピークに現在は半分以

下になっていると。ただし、あの辺の道路の状況も実は昭和 63 年当時とは変わって

いるということですから、やはりそういうことなども含めて考えていただいて、あ

けてみたらこんなはずじゃなかったということのないように、事前の連携はしっか

りとっていただきたいと思います。 

以上です。 

３点目は、駒込ダム。市の事業ではありませんけれども、最近特に集中豪雨、ゲ

リラ豪雨で一気に川の水かさが増す。そして、そのことによって堤防を溢水すると

いう被害がここ数年多発しております。そういう意味で、市の事業ではありません

けれども、駒込ダムの進捗状況それからスケジュールについてお知らせください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部理事。 
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○八戸認都市整備部理事 竹山委員の駒込ダムの進捗状況についての御質疑にお

答えいたします。 

 駒込ダムは、青森市街地を貫流する堤川水系駒込川の上流部に、洪水調節、河川

環境の保全及び発電を目的として、県が建設を進めている多目的ダムであります。 

駒込ダムは、昭和 57 年度に国の補助事業として採択され、これまでに地質調査や

ダム設計などを行い、平成 14 年度からは工事用道路の建設工事に着手していると

ころです。平成 28 年度末時点での事業費ベースの進捗率につきましては約 22％と

なっており、来年度以降ダム本体の建設工事に着手する予定とのことです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 竹山委員。 

○竹山美虎委員 ありがとうございます。 

 平成 14 年度から工事用道路の建設工事に着手した。そして来年度以降、ダムの本

体建設工事に着手するということです。 

 この種の事業というのは、計画から完了までというと 20 年あるいはちょっとす

ると 25 年、30 年という工事になります。ただ、地球温暖化の影響があるのかどう

かというのは、科学的なデータ等に基づいた検証はなされておりませんけれども、

最近の状況を見ると、雨の降り方というのは異常です。それが何か年々数が多くなっ

ている、あるいはあちこちで災害が発生しているという状況を考えると、一刻も早

く整備してもらいたいという気持ちはあるんですけれども、そうもいきませんで

しょうから、とりあえず昨年の台風 10 号の際の状況をここで少し確認したいと思

います。 

 駒込字桐ノ沢地区で、堤防を溢水して被害が出ましたけれども、桐ノ沢地区より

下流の２つの地点で、河川の水位をはかっているはずです。そのときの水位を教え

てください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部理事。 

○八戸認都市整備部理事 再度のお尋ねにお答えいたします。 

 駒込字桐ノ沢地区より下流には、南桜川――これは具体的には青い森鉄道の鉄橋

付近ですが、この南桜川と甲田橋の水位観測所があります。この２地点での水位観

測につきましては、河川管理者であります県に確認したところ、昨年８月 30 日の台

風第 10 号通過時に、南桜川の水位観測所で 3.6 メートル、甲田橋の水位観測所で

2.2 メートルであったとのことです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 竹山委員。 

○竹山美虎委員 3.6 メートル、そして 2.2 メートルという話がありました。その

地点で、堤防天端――堤防の一番高いところから河川の水面までは、実際はどのぐ

らい余裕があったんでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。都市整備部理事。 
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○八戸認都市整備部理事 再度のお尋ねにお答えいたします。 

 こちらについても県に確認したところ、堤防の天端から水面までの余裕高につき

ましては、南桜川及び甲田橋両観測所において、どちらも約 1.7 メートルであった

とのことです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 竹山委員。 

○竹山美虎委員 実は当日の夜、付近の住民からちょっと不安の声が寄せられまし

たので、私、夜中見に行きました。今の都市整備部理事の話だと、天端から 1.7 メー

トルの余裕があったという話でしたけれども、私は、見た限りの感想ですけれども、

あふれるんでないかと思われるような水量でありました。1.7 メートルもあったか

なという感覚を持ちましたけれども、特に命、それから市民の安全・安心というこ

とを考えると、駒込ダムだけではないですけれども、ぜひ建設事業を急いでほしい

なと思っておりましたら、何か先般、県はこのダムの建設事業の完成時期を５年間

延長するというふうな記事が出ていました。これは命と安全・安心にかかわるもの

なので、ぜひ青森市から、１年でも早くこの事業が完成するように強く働きかけを

していただきたいと思います。そして、きのうの新聞でしたか、国土交通省で中小

河川にも避難の行動計画の作成を求めるということで、これまでもタイムラインの

関係については、何人もの委員の皆さんから話が出ております。ぜひタイムライン

の作成も含めて、お願いして終わります。 

 ありがとうございました。 

○花田明仁委員長 次に、木戸喜美男委員。 

○木戸喜美男委員 自民清風会、木戸喜美男でございます。 

 ２点質疑させていただきます。今年度から新たに立ち上げた地域企業新ビジネス

挑戦支援助成金の制度の概要をお知らせください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 木戸委員の地域企業新ビジネス挑戦支援事業の概要につい

ての御質疑にお答えいたします。 

この助成金制度は、中小企業者等による新たな事業展開及び新たに創業しようと

する方、いわゆる新ビジネスへのチャレンジャーに対しまして、産学金官の連携に

より、初期投資に関する経費を支援するためのものであります。 

 まず、当該助成金の対象者についてでありますが、１つに新事業型助成といたし

まして、市内に本社を有する法人格のある中小企業者等であって、地域金融機関か

ら融資を受けて既存事業とは異なる新たな事業を展開する方。２つに、創業型助成

といたしまして、地域金融機関から融資を受けて、市内で法人格のある中小企業者

等として創業する方を対象としております。 

対象経費及び対象事業費についてでありますが、研究・開発費、機械装置等購入

費などの初期投資に関する経費を対象といたしまして、事業費の限度額は、1000 万
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円以内としております。 

 次に、助成率についてでありますが、新事業型助成は、原則、対象事業費の３分

の１、創業型助成につきましては、原則、対象事業費の２分の１といたしておりま

すが、本市の地域資源を活用する場合、あるいは障害のある方を２人以上雇用する

場合などの割り増し条件に該当する場合には、それぞれ助成率を引き上げることと

しております。 

 助成金交付までの流れについては、助成金の申請期限を来月 31 日までとしてお

り、その後、提出書類を審査した上、産学金で構成いたします新ビジネス有識者会

議からの御意見を伺った後に、交付決定を行うこととしております。 

 また、助成金の交付を決定した事業のうち地域への波及効果が極めて大きい事業

など特に奨励すべき事業については、事業者からイベント等の場で事業内容を発表

していただいたり、市が表彰するといった機会を設けたいと考えております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 木戸委員。 

○木戸喜美男委員 御答弁どうもありがとうございました。 

まず、申請受け付け期間が平成 29 年６月１日から７月 31 日までということであ

りました。また内容として、新事業型助成として助成率３分の１以内とか、また創

業型助成として助成率２分の１以内とか、さまざまな条件があります。よって相談

などいろいろ来られる方は、初めてなものですから、ボタンのかけ違いのないよう

に、ぜひ相手の立場になってしっかり説明をお願いいたします。 

再質疑として、助成金の交付決定はおおむねいつごろになるのかお知らせくださ

い。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 助成金の交付決定の時期についての再質疑であります。 

先ほど申し上げましたように、本助成金の申請期間は今月の１日から来月 31 日

までとなっております。申請受け付け後、提出書類の審査を行いました上で、先ほ

ど申し上げた新ビジネス有識者会議からの御意見を踏まえまして交付決定を行うこ

ととしておりますので、本助成金の交付決定の時期は手続が順調に進めば、９月上

旬ころが想定されるところであります。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 木戸委員。 

○木戸喜美男委員 ありがとうございます。 

まあ、ことしの９月までをめどにということであります。相談そのものがあった

り、また実質実になるものもあるかと思うし、またこういったものは皆さんの努力

があって初めて実になるものと思います。 

先ほども言っておりますが、官民金ですか、３つ。そういったものが一緒になっ

て１つの事業を展開していくものに助成、交付させていただけるということであり
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ますので、ぜひこれからも力を合わせて頑張っていただければと思います。よろし

くお願いします。 

 次に、地域のプロスポーツクラブ等交流連携事業についてお知らせください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 木戸委員の地域のプロスポーツクラブ等

交流連携事業についての御質疑にお答えいたします。 

 教育委員会では、今年度から国内トップレベルの競技力を誇る地域のプロスポー

ツクラブ等と連携し、本市の小・中学生がトップアスリートと交流する機会を提供

することにより、子どもたちのスポーツへの関心や参加意欲を高めることを目的に、

地域のプロスポーツ等交流連携事業を実施することといたしました。事業内容とい

たしましては、小・中学校 10 校程度に青森ワッツ及びラインメール青森の選手が訪

問し、体育の授業を利用したサッカー、バスケットボール教室、夢を実現するため

の目標設定等をテーマとした講演、部活動における指導などを行うこととしており

ます。 

本事業の取り組み状況でありますが、第１回目として、５月にラインメール青森

の選手が青森市立西中学校の全校生徒を対象に実技を交えた講演を行い、好評を得

たところであります。 

今後もプロスポーツチームの学校訪問を実施し、生徒と選手との交流を深めるこ

とにより、子どもたちにスポーツの楽しさや、夢を持ちそれに向かってチャレンジ

することの大切さを伝えていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 木戸委員。 

○木戸喜美男委員 どうもありがとうございます。 

 本市では、小・中学校のトップアスリートと交流するという機会をまず提供しな

がら、そして、小学校あるいは中学校のそれぞれのスケジュール――行事のスケ

ジュールがありますよね。そういった中にまた挟めて、うまくこう、そういったラ

インメール青森の方々が学校のほうに出向いて、また、全校の生徒を相手にしてい

ろいろ講演したり、そういった機会を設けているということで、私、つゆ知らず、

ああ、大変いいことをやっているんだなと思いました。 

 実は、私の孫も水泳をやっていまして、「じいじ、泳ぎ方教えるか」とかって言わ

れるんですが、私は意外と、泳ぎは金づちなものですから、「いやいや、じっちゃは

いいや」という話っこをしながら、朝飯を食べている状況です。 

 よって、こういったトップアスリートの方々とまず交流を持ちながら、そして、

子どもが関心を持って、スポーツにまず参加していく。そして、芽生えて、得意な

分野を発揮していく。そういったものをこれからぜひ――この事業も新しい事業で

すので、ぜひ皆さん――ほとんど大変な事業だと思います。手始めにやるというの

は、いろんなことは言われますが、そういうことにめげず、ぜひ子どもたちがスポー



- 145 - 

ツに参加して、そして将来いい選手になっていけるようにお願いをして、私の質疑

を終わります。 

 ありがとうございました。 

○花田明仁委員長 次に、丸野達夫委員。 

○丸野達夫委員 新政無所属の会の丸野達夫でございます。 

 持ち時間が７分しかないので、早速質疑させていただきます。 

 パサージュ広場で実施している商業ベンチャー支援事業の概要とこれまでの実績

についてお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 パサージュ広場の事業概要とこれまでの実績についての御

質疑にお答えいたします。 

市では、中心市街地において開業する商業者を育成するため、起業意欲のある者

へ低い開業資金で一定期間商売を実践できる環境の提供と経営指導等を行います商

業ベンチャー支援事業を、平成 12 年度からパサージュ広場において実施してきて

おります。 

本事業につきましては、中心商店街の実情に精通するとともに、当該地域におけ

る経営ノウハウが必要であることから、地元商店主や商店街振興組合などにより設

立されました有限会社ＰＭＯに業務を委託し運営されているところです。 

これまでの実績につきましては、平成 29 年５月現在ですが、パサージュ広場に

73名が出店し、このうち20名が中心市街地を含む市内で開業しているところです。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 丸野委員。 

○丸野達夫委員 ありがとうございます。 

 73 人のうち 20 人が中心市街地等で開業しているということなので、実績として

はそこそこあるのかなと思います。 

 その実績を踏まえて、アウガへの市役所窓口機能の移転や青森商工会議所の駅前

移転など、中心市街地への来街者の増加が予想される中、今後のパサージュ広場の

運営についてどのように考えているのかお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。経済部長。 

○堀内隆博経済部長 今後のパサージュ広場の運営についての御質疑にお答えい

たします。 

 商業ベンチャー支援事業につきましては、将来本市の中心市街地で起業しようと

する商業者の育成に一定の効果を上げてきたものと認識しておりますが、一方で、

社会情勢の変化等によりまして、業種の偏りや一部出店者の固定化などが生じてい

る状況です。 

 パサージュ広場が整備されている青森駅周辺地区は、商業を初めとするさまざま

な業種が交わる場であり、都市の顔として魅力発信により、多くの人々を引きつけ
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る場でもあることから、今後はビジネスを起業し雇用を生み、さらには新たな産業

を育成するスタートアップの場としての潜在力を生かしていく必要があるものと認

識しております。 

 本事業につきましては、若者等のチャレンジを支援する先駆的な取り組みと認識

しておりまして、青森駅周辺地区におけるにぎわいの創出に向けたスタートアップ

の場として、より魅力のあるパサージュ広場の運営に向けたブラッシュアップの方

策等を、青森商工会議所や周辺の商店街等の関係団体と相談しながら研究してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 丸野委員。 

○丸野達夫委員 ありがとうございました。 

 聞き取りの段階でも、詳細は言いませんけれども、パサージュ広場でいろんな今

問題が起きていたり、うわさになっていることについて職員はよくわかっていて、

改善に向けて対応してくれているので、そのことでよろしいかと思います。 

 ただ、今、経済部長の答弁にあったように、業種の偏りや一部出店者の固定化が

生じているということをわかっていらっしゃるので、それについて対策していただ

ければいいのかなと思っております。これ以上の再質疑はないので、意見だけ述べ

させていただきます。 

 パサージュ広場、実は２年ぐらい前に、私の知人でボーア人の方が来たときに非

常にがっかりしておりました。それは、従来のパサージュをイメージして、全く違

うものだということでがっかりしたんですが、パサージュ広場の概要というリーフ

レットがあるんですけれども、その中もパサージュのイメージを先導的に、モデル

的に示しながらやっていくんだというふうに書いているんですが、パサージュとい

う役割を、ＰＭＯの人も設計者の方もわかっていたのかわかっていないかわからな

いですけれども、多分余りよく知らなかったのかなという感じがしています。やっ

ぱりどうしてもパリなんかにあるパサージュですと、10 カ所くらいあるんでしょう

けれども、そこに行くと文化的なものを背景とした店が多いです。やっぱりそこに

は、その町が持つ独特のものを配置していかないと、にぎわいというのは創成して

いけないのかなと私も考えております。例えば雑貨ですとかショコラティエ、アク

セサリー、カフェ、レストランなどがあったり、やっぱりアーティストや職人、デ

ザイナーなどのクリエーターが集まるところを創出して、にぎわいというものをつ

くっているはずです。そんな中、ボーア人の彼がやっぱりがっかりしたというのは、

青森らしさだったり、そのアイデンティティーというものを全くパサージュ広場か

ら感じなかったと。だったらこれは、ただの屋台村とまではいかないでしょうけれ

ども、そういう感じで捉えられたんだと思うんです。せっかくパサージュという名

前を冠しているのであれば、もちろん起業意欲のある人たちに低い開業資金でチャ

レンジすることを目指すというのもあるんでしょうけれども、人が集ってにぎわう
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というところもやっぱりつくっていっていただきたいなと思います。 

 先ほど斎藤委員が、今、外国人の来訪者もふえているんだということを言ったよ

うに、やっぱり外国船が来たときにカフェみたいなところがないんだと、朝からコー

ヒーを飲めるところもないという話を一番よく聞きますので、そういう対応をして

いっていただければと思います。 

以上です。 

最後に、通学区域再編に係る平成 28 年度の取り組み状況及び今後の取り組みに

ついてお示しください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。教育委員会事務局教育部長。 

○横山克広教育委員会事務局教育部長 丸野委員の学校の統廃合に関する質疑に

お答えいたします。 

学校統廃合に向けた通学区域再編につきましては、複式学級を有する小学校と全

学年単学級の中学校を対象校とし、保護者や地域の皆様と十分な話し合いを行い、

関係する皆様の御理解をいただきながら進めてきたところです。 

平成 28 年度の取り組み状況につきましては、複式学級を有する小学校が８校あ

りましたことから、これら小学校の保護者や地元住民と教育環境に係る話し合いを

計 14 回行ったところです。 

教育委員会といたしましては、今年度も複式学級を有する小学校が８校あります

ことから、引き続き関係する皆様への情報提供と意向把握に努めながら、教育環境

の充実に向けた通学区域再編に継続的に取り組んでいきたいと考えております。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 丸野委員。 

○丸野達夫委員 頑張ってください、期待しておりますので。時間がないので終わ

ります。 

○花田明仁委員長 次に、藤原浩平委員。 

○藤原浩平委員 日本共産党の藤原浩平です。残り時間が 21 分ですので、よろしく

お願いいたします。 

 初めに、平和事業についてお尋ねしたいと思います。 

 平和首長会議は、都市相互の緊密な連携を通じて、核兵器廃絶の市民意識を国際

的な規模で喚起する取り組みなどを推進し、もって世界恒久平和の実現に寄与する

ことを目的として、広島市及び長崎市が中心となり 1982 年に設立した機構です。

1991 年に国連経済社会理事会のＮＧＯに登録されています。現在 162 の国、地域か

ら 7355 の都市が加盟しており、その人口は、世界の総人口の７分の１に当たる 10

億人に及んでいます。日本では、2017 年、ことし６月１日現在、1671 都市、加盟率

97.2％が加盟しています。 

 日本非核宣言自治体協議会は、核兵器廃絶を求める内容の決議を行った自治体が

連携し、戦争の惨状や平和のとうとさを伝える事業を実施するなど、核兵器廃絶と



- 148 - 

恒久平和の実現を広く呼びかけています。会員自治体が単独では取り組みにくい平

和事業も、より多くの自治体が連携することでさらに実効性のあるものになるよう

関連事業を行っています。ことし６月２日現在、会員数は、１県 189 市７区 111 町

17 村、計 325 自治体となっています。事務局は長崎市にあります。 

 青森市は、旧浪岡町で昭和 61 年、1986 年９月 19 日、非核・平和のまち宣言、旧

青森市では、平成２年、1990 年７月 28 日、平和都市宣言を行いました。そして、

平和団体等への支援を行ってきました。鹿内市長が誕生し、平成 21 年、2009 年９

月、平和首長会議に加盟し、平成 25 年、2013 年４月には、日本非核宣言自治体協

議会に加盟し、平和事業をこれまで以上に拡大し平和行政を進めてきました。 

 小野寺市長が平和大使の廃止を打ち出したことに、大きな憤りと失望を感じまし

たが、それだけにとどまらず、平和首長会議と日本非核宣言自治体協議会を脱退し

ていたと聞きました。 

 確認します。これは事実か。その理由は何か。お答えください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 平和事業についてのお尋ねにお答えいたします。平和首長会

議及び日本非核宣言自治体協議会の脱退についてのお尋ねでした。 

本市が両団体に加盟した経緯等ですけれども、平和首長会議につきましては、昭

和 57 年６月にニューヨーク国連本部におきまして広島市長が、世界の都市が国境

を越えて連帯し、ともに核兵器廃絶への道を切り開こうと、核兵器廃絶に向けての

都市連携推進計画を提唱したものです。その後、昭和 61 年 11 月に広島・長崎両市

長が、世界各国の首長宛てに核兵器廃絶の賛同を求め、これに同調した首長により

構成されているものです。本市におきましては、平成 21 年９月に前鹿内市長が加盟

を決定したものです。 

また、日本非核宣言自治体協議会につきましては、昭和 59 年８月に広島県の府中

町で設立されまして、核兵器廃絶を求める内容の決議を行った自治体が連携し、核

兵器廃絶と恒久平和の実現を広く呼びかけている団体であります。本市におきまし

ては、平成 24 年 11 月に青森市で開催されました中核市サミットの際に、前鹿内市

長と長崎市長との直接の会話を契機に加盟したものです。 

 本市の平和事業につきましては、平成 26 年度までは、両団体への加盟のほか、戦

没者慰霊祭の開催及び平和啓発活動を行っている団体に対する支援を行っていたも

のです。その後、戦後 70 年の節目の年であります平成 27 年度には、平和大使派遣

に係る分を拡充し、青森市平和の日条例制定後の平成 28 年度には、平和の日を周知

するための事業を拡充したところです。 

これらのことから、平成 29 年度当初予算編成におきまして、平和事業全体の見直

しを行う中で、新たに市長が就任されたことも踏まえまして、両団体への加盟につ

きましては一旦見直すべきと判断し、両団体に対し脱退届を提出したところです。 

以上でございます。 
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○花田明仁委員長 藤原委員。 

○藤原浩平委員 なぜこの２つの団体をやめたのかという理由が非常に不透明だ

と思います。なぜ平和事業全体の見直しが必要だと思われたのか、鹿内市長が誕生

して平和事業に取り組んできてその評価がどうだったのか、それとのかかわりでこ

の事業の見直しがこうこう必要なのだとなったのか、その辺について御説明してい

ただきたいと思います。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 お答えいたします。両団体の脱退の理由ということでした。 

 先ほど申し上げましたとおり、平成 26 年度までの平和事業に加えて、平成 27 年

度、平成 28 年度に事業としては拡充しております。それを踏まえて平成 29 年度の

当初予算の編成時におきまして、平和事業全体の見直しの中で、新たに市長が就任

されたことをも踏まえまして、両団体への加盟については一旦見直すべきと判断し

たところです。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 藤原委員。 

○藤原浩平委員 全くその理由がわかりません。 

 これはいつ脱退の届けを出したのか、それぞれの日にちはわかりますか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 脱退の日付に関するお尋ねです。 

 両団体とも本年３月 21 日付で提出しております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 藤原委員。 

○藤原浩平委員 違うんじゃないですか。平和首長会議はことしの５月に脱退して

おりませんか。日本非核宣言自治体協議会のほうは３月だと思いましたけれども、

いかがでしょうか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 お答えいたします。 

 答弁を準備するに当たりまして、私の認識としては両団体とも３月 21 日付と認

識しております。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 藤原委員。 

○藤原浩平委員 これは事実確認していただきたいと思います。 

 その前に、脱退届の理由については書面で送ったと思いますけれども、それには

何と書かれて届けたのかお答えください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 お答えいたします。 

 脱退届のいわゆる書面での届けにどのような脱退の理由を記載したかということ
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につきまして、手元に書類の現物がありませんので、確認した上で御答弁させてい

ただきます。 

○花田明仁委員長 藤原委員。 

○藤原浩平委員 私が日本非核宣言自治体協議会の事務局に問い合わせしたとこ

ろ、たしか３月 11 日と私記憶しておりましたけれども、これには財政事情により脱

退すると書かれてあったと事務局から聞いております。いかがですか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 お答えいたします。 

私の先ほどの答弁の３月 21 日というのは、今年度、平成 29 年度当初予算のいわ

ゆる予算特別委員会が終わったタイミングです。私の理解としては、平成 29 年度当

初予算の内容として両団体の会費が含まれていないという当初予算の内容でしたの

で、それが予算特別委員会が終わったというタイミングで３月 21 日の日付で脱退

届を提出したと理解しております。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 藤原委員。 

○藤原浩平委員 この２つの団体の年会費、負担金がそれぞれ幾らであったのかお

答えください。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 お答えいたします。それぞれの団体の年会費に係るお尋ねで

あります。 

日本非核宣言自治体協議会の年会費については、６万円。平和首長会議の年会費

については 2000 円。ただし、日本非核宣言自治体協議会の加盟団体については、こ

の 2000 円については免除になるものです。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 藤原委員。 

○藤原浩平委員 この６万円を財政事情だと言ってその理由を説明するというの

は、あんまりではないか。１カ月 5000 円だよ。また、今、答弁があったように日本

非核宣言自治体協議会に入っていれば、平和首長会議の 2000 円は免除されるとなっ

ていたわけでしょう。多分、私が聞いている平和首長会議の脱会が年度を越えて、

新しい年度になって５月になったのは、３月には６万円を削ったんだと思います。

多分、今まで６万円しか払ってないんだもの。ところが日本非核宣言自治体協議会

のほうを脱退したら、今度は平和首長会議の会費を支払う義務が生じた。そこで請

求が来たんじゃないですか。それで５月に平和首長会議はやめたと私は理解してい

ます。 

いずれにしても、この６万円を財政事情という形で届けるというのは、いかがな

ものかと思いますがどうですか。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 
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○鈴木裕司総務部長 お答えいたします。 

 先ほどの脱退届の書面が手元にまいりましたので、整理のために一度御答弁させ

てください。 

 平和首長会議の脱退届については、平成 29 年３月 31 日付で脱退させていただき

たく届け出いたしますということを３月 21 日付で提出しております。一方、日本非

核宣言自治体協議会については、これは退会届の受理書でありますけれども、本年

３月 23 日付にて貴職から本年３月 31 日をもって当会会員を退会する旨の届けを受

理しましたので、この旨通知いたしますというのが、日本非核宣言自治体協議会の

ほうの経緯であります。なお、日本非核宣言自治体協議会からの青森市長宛ての退

会届の受理の通知の中で、このたび財政的な事情により退会されるとのことですが

という、こちらからの退会理由を引用する形での受理の通知が届いております。こ

れにつきましては、届出書の記載については、恐らく先ほど御答弁したとおり、平

成 29 年度の当初予算上の会費の措置がなされていないということで、そのような

記載になったものと存じます。 

 以上でございます。 

○花田明仁委員長 藤原委員。 

○藤原浩平委員 ６万円を払うのが財政事情というのは、余りにもせこいというか、

平和事業や核廃絶の運動などに本当に冷や水を浴びせるようなもので、本当に許さ

れないと思います。 

 青森県内で平和首長会議に初めて参加したのは、十和田市が 2009 年になってい

ますが、同じ年の９月に青森市が参加して、その後 2010 年には３団体、2011 年に

は２団体、2012 年には３団体、2013 年には１団体、2014 年に３団体、2015 年６団

体、2016 年 11 団体、2017 年５団体となっていて今現在 35 団体です。青森市が入っ

ていれば 36 団体だったんです。ことし、去年、おととしと、急激に加盟する自治体

がどんどんふえているんです。それなのに青森市だけがここから抜けていくという

ことです。 

今、国連で核兵器禁止条約が議題になって、それがことしの夏にも議決されよう

としていると報道されています。これは画期的なことで――原爆を投下されてから

72 年で、40 カ国が批准すれば、これが通るわけですけれど、今の様子だと 100 カ

国、120 カ国がこれを批准するのではないかと言われているものです。そうなって

くると、この核兵器禁止というのは、人権擁護の法律などの要素ともあわせて、国

際的にはっきりと違反だというものになるわけです。そういう中で、青森市がこの

運動を一緒に進めている自治体から抜けるということは、非常に許される話ではな

い。平和運動に対して背を向けるものだと言わなければいけないし、ひどいものだ

と思います。 

青森県内でも、「ヒバクシャ国際署名」をすすめる青森県連絡会というのがあって、

これに加盟する青森県の生協連が、６月 17 日、市内の県民生協９店舗、八戸のコー
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プで１店舗、おいらせ町の県民生協１店舗の合わせて 11 店舗で一斉署名行動をや

りました。国連で始まった交渉に合わせて、核兵器廃絶への思いを可視化すること

を呼びかける「Ｐｅａｃｅ Ｗａｖｅ 2017」で呼びかけたものです。青森市では各

生協の店舗で働く従業員が、入り口や店内で署名の呼びかけをしたそうです。エプ

ロンをしながら、店内で署名の呼びかけを初めてやったという女性もいたそうです。

こういう人たちが今、力を合わせて核兵器をなくしようと運動しているときに、こ

れに対して６万円で入っていた日本非核宣言自治体協議会、それから平和首長会議、

これは年会費 2000 円ですよ。これを財政事情だといってやめるなどということは、

許されるものではないと思います。 

本当に今、小野寺市長になって挑戦する街と言っていますけれども、平和運動や

核廃絶に挑戦する、戦いを挑む、こんな青森市になってほしくない。これを撤回す

るつもりがないか、最後にお聞きします。 

○花田明仁委員長 答弁を求めます。総務部長。 

○鈴木裕司総務部長 お答えいたします。脱退を撤回するつもりはないかというお

尋ねでありました。 

先ほども御答弁申し上げましたとおり、平成 29 年度の当初予算編成の中で平和

事業全体として見直した結果であります。 

以上でございます。 

あと、済みません。先ほど答弁の中で核兵器廃絶に向けての都市連携推進計画と

申し上げましたが、正しくは核兵器廃絶に向けての都市連帯推進計画であります。

謹んでおわびし訂正させていただきたいと存じます。 

以上でございます。 

○花田明仁委員長 以上で、本委員会に付託されました議案についての全質疑を終

了いたします。 

これより、本委員会に付託されました議案の採決の方法についてお諮りいたしま

す。 

採決の方法は、議案第 108 号「平成 29 年度青森市一般会計補正予算」から議案第

111 号「平成 29 年度青森市野木財産区特別会計補正予算」までの計４件を一括して

お諮りしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○花田明仁委員長 御異議なしと認めます。 

よって、採決の方法は以上のとおりと決しました。 

なお、反対が明確な議案については、一括採決いたしたいと思います。 

それでは、議案第 108 号「平成 29 年度青森市一般会計補正予算」から議案第 111

号「平成 29 年度青森市野木財産区特別会計補正予算」までの計４件についてお諮り

いたします。 
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 議案第 108 号から議案第 111 号までの計４件については、原案のとおり可決すべ

きものと決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○花田明仁委員長 舘田瑠美子委員、何号に御異議がありますか。 

○舘田瑠美子委員 議案第 108 号に異議があります。 

○花田明仁委員長 議案第 108 号について御異議がありますので、起立により採決

いたします。 

議案第 108 号については、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○花田明仁委員長 起立多数であります。 

よって、議案第 108 号については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、ただいま決定されました議案第 108 号を除く各案件については、原案のと

おり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○花田明仁委員長 御異議なしと認めます。 

よって、議案第 108 号を除く各案件については、原案のとおり可決すべきものと 

決しました。 

以上をもって、本委員会に付託されました議案の審査は全部終了いたしました。 

閉会に当たり、一言御礼の御挨拶を申し上げます。 

委員の皆様には、２日間にわたり終始熱心に審査していただき、ありがとうござ

いました。 

また、理事者の皆さんにおかれましても、誠意ある答弁をしていただき、本当に

お疲れさまでした。 

それでは、これをもちまして予算特別委員会を閉会いたします。 

 

 

  午後４時 23 分閉会 


